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予算審査特別委員会記録 

（１日目 R4.3.9 9:30 ～16:05） 

 

議会事務局長  先日設置されました、予算審査特別委員会を開催してまいりたいと

思います。開会にあたりまして本間委員長に御挨拶を願います。 

本間委員長  皆さんおはようございます。令和４年度の予算審査特別委員会という

ことで、皆さんから質問事項が結構来ていますけれども、その説明の後にまたよろし

くお願いをしたいと思います。すっかりちょっと春めいてきましたけれども、そうい

ったことで、春の一大事業でもあります予算委員会ということでよろしくお願いした

いと思います。職員の皆さんにもよろしくお願いをしたいと思います。 

それでは早速始めさせていただきます。第１回定例会において本予算審査特別委員

会が設置され、令和４年度一般会計ほか６特別会計予算、並びに関連９議案の審査が

付託されております。予算審査特別委員会の日程は、３月９日、１０日、１１日の３

日間の日程で、別紙審査順序のとおり順次審査を行っていきます。各委員、説明員に

申し上げます。委員が質問を行う場合には、挙手をして、委員長の許可を受け、議席

番号、氏名を告げてから発言してください。説明員が答弁する場合には、委員長の許

可を受け、職名を告げてから、簡潔明瞭に答弁するようお願いいたします。私語は慎

むようお願いいたします。また質問事項については、予算書などのページを示し、会

議時間の短縮のため、要点を簡潔明瞭に発言してください。なお、効率的な議事運営

に努めてまいりますので、各委員におきましても御協力をよろしくお願いをしたいと

思います。傍聴者はいません。 

それでは、本日の出席人員は１０名全員であります。それでは、早速、議事の日程

に入らせていただきます。 

 

それでは、審査順序１番目 第１款議会費について審査を行います。それでは説明

をお願いいたします。 

議会事務局長  それでは予算書３９ページをごらんください。１款１項１目議会費、

本年度予算額５，３６６万４，０００円。８８万円の増額となっております。説明欄

をごらんください。事業名、議会運営経費では、議員報酬、手当、旅費、政務活動費

交付金など議員に係る経費と議会だより発行に係る経費などをあわせ、５，２６６万

６，０００円を計上しています。増額の主な内容ですけれども、姉妹町である熊本県

多良木町への行政視察を計画していることによる、特別旅費の増によるものです。な

お期末手当及び共済費ですが、期末手当においては、期末手当支給０．０７５月減に

伴う減額、それから共済費につきしては共済費比率の改定、１．４％減に伴う減額と

なっております。次のページをごらんください。 

４０ページ、事業名 事務局経費では、議会事務局運営に係る経費として９９万８，

０００円を計上しています。 

なお、関連議案ですけれども、議案第１０号の南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、総務費の職員給与費におい
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て、他の関連議案とあわせて御説明をさせていただきます。 

以上で、議会費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声。） 

それでは質疑がございませんので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声）

それでは質疑を終了いたします。 

 

次に審査順序２番、第２款総務費について審査を行います。それでは一般管理費か 

らの説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書４０ページをごらんください。下段、２款１項１目一

般管理費、本年度予算額１億６，８４８万７，０００円。説明欄、一般管理経費とし

て２，４５６万１，０００円。ここでは、行政運営全般に係る経費として、次ページ

にかけて、各委員報酬、会計年度任用職員一般事務報酬、特別職及び職員旅費、町長

交際費、消耗品費、通信運搬費、次ページ、職員健康診断料、庁舎日直、総合健康診

査、財務書類作成業務委託料や空知町村会負担金などを計上しています。 

次に、４２ページ下段、電算機器管理運営経費として７，１３４万１，０００円。

ここでは、電算機器全般に係る管理経費として、次ページにかけて、情報系及び基幹

系システム保守、町例規類集データーベース年間更新、社会保障・税番号制度システ

ム整備、電算機器借上料などを計上しています。前年度との主な相違ですが、１２節

委託料において、財務会計システムに係る改修費用を計上しています。また、本年度、

基幹系システムについて、総務省からの通知に基づく、セキュリティレベルの強化に

伴い、北海道備荒資金組合備品譲渡事業を活用してシステムの更新を行います。 

次に、４４ページ上段、職員研修事業として２６８万４，０００円。ここでは、職

員の資質向上を目的に、各種専門研修への派遣経費などを計上しています。前年度と

の主な相違ですが、８節旅費で自治大学校への派遣経費などを計上しています。 

次に、ふるさと応援寄附事業として６，２３０万１，０００円。ふるさと応援寄附

に係る事務経費、中間業者との業務委託料などを計上しています。前年度との主な相

違ですが、本年度運用体制の見直しを行い、中間業者を一本化することにより、報償

費から委託料への組み換えを行っています。 

下段から次ページにかけて、地域おこし協力隊設置事業として７６０万円。新たな

謝礼品等の発掘など、ふるさと納税額の増加に向けて、特産品コーディネート活動を

行う、地域おこし協力隊員１名を配置するための経費を計上しています。前年度との

主な相違ですが、地域おこし協力隊員の起業に向けたアドバイザーを招へいする経費

として、７節報償費で２８０万円を計上しています。以上です。 

まちづくり課長  続きまして、４５ページ下段から次ページ、２目文書広報費、本

年度予算額５３５万６，０００円。説明欄、広報・広聴活動事業では、広報なんぽろ

の発行に係る経費、町ホームページのページ内検索機能の追加やドローン動画挿入、

議会ページに係る改修費のほか、公式ＳＮＳアカウント運用経費などについて計上し

ています。  

総務課長  次に、４６ページ中段、３目財産管理費、本年度予算額２億５，５５８

万５，０００円。説明欄、庁舎等管理経費として２，５０２万３，０００円。次ペー
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ジにかけて、役場庁舎管理に係る経費一式を計上しています。 

次に、４７ページ下段、公用車管理経費として１，３５０万６，０００円。次ペー

ジにかけて、公用車、中型バスの運行管理に係る経費などを計上しています。なお、

本年度は、１０人乗りワゴン車について、北海道備荒資金組合備品譲渡事業を活用し

て、車両の更新を行います。 

次に、財産管理経費として２億１，７００万６，０００円。次ページにかけて、町

有財産に係る消耗品費、修繕料、火災保険料、複写機使用料、財政調整基金やふるさ

と応援基金の積立金などを計上しています。なお、本年度は、１４節工事請負費で、

旧町営夕張太プール解体工事及び緑町コミュニティセンター改修工事の費用を計上

しています。 

下段から次ページにかけて、指定管理者制度推進事業として５万円。ここでは、学

識経験者を含めた選定委員会の開催経費を計上しています。 

まちづくり課長  続きまして、５０ページ上段、４目企画振興費、本年度予算額、

２億３３万８，０００円。説明欄、移住促進事業では、本町への移住を促進するため

の移住体験事業をはじめ、札幌圏の子育て世帯を対象とした移住イベントや東京及び

大阪へのプロモーション活動への出展経費など、５，０４６万２，０００円を計上し

ています。増加の主なものは、新たに本町の住環境等の良さを感じて移住につなげる

移住体験住宅２棟の新築に係る経費として、１２節委託料で設計管理費４１４万８，

０００円、１４節工事請負費で建築工事費４，４００万円、１７節備品購入費で住宅

用備品購入費１００万円を計上するものです。 

次に、５１ページにかけまして、みどり野団地等販売管理事業として、１，８５４

万６，０００円。ここでは、北海道住宅供給公社の販売施策と連動した、みどり野団

地の販売促進活動とみどり野きた住まいるヴィレッジ事業経費、及び公社保有用地の

管理受託に係る経費を計上しています。なお、管理用地の草刈業務に係る経費につい

ては、昨年度と同様に道公社から同額を受託事業収入として受けるものです。 

次に、５２ページにかけまして、生活路線等交通対策事業は、令和３年１０月から

平日週５日で運行を開始したＡＩシステムとキャッシュレス決裁システムを導入し

たオンデマンド交通「あいるーと」に係る運行経費、バス停の維持管理に係る経費、

さっぽろ連携都市圏において策定する地域公共交通計画の策定負担金として、１，７

４６万円を計上しています。 

次に、地域新エネルギー推進事業では、稲わらを活用した新エネルギーの研究開発

に対する経費など、１０万円を計上しています。 

次に、姉妹町交流事業は、熊本県多良木町との児童交流及び物産交流、さらに民間

交流を深める町民交流研修の助成に要する経費など、３１１万３，０００円を計上し

ています。 

次に、５３ページにかけまして、企画振興経費は、土地利用規制及び住居表示業務、

南空知ふるさと市町村圏組合負担金、空知地域創生協議会負担金、北海道田舎活性化

協議会負担金、企業版ふるさと納税を進めるためのポータルサイトへの委託経費など、

９８万６，０００円を計上しています。 

次に、協働まちづくり推進事業は、まちづくり活動支援事業補助金として、個人町
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民税・現年分の１％相当額を交付するものとして、３１８万円を計上しています。 

次に、５４ページにかけまして、知名度向上対策事業は、道内に居住する子育て世

代を中心に、知名度向上・移住促進・地域誘客を目的にしたプロモーション活動とし

て、テレビＣＭによるプロモーションや観光公式ＬＩＮＥアカウント「南幌巡り」を

活用したキャンペーンなどの経費、３５１万６，０００円を計上しています。増加の

主なものは、１２節委託料で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用し、テレビＣＭ等ＰＲ業務として２３５万４，０００円を計上したものです。 

次に、学生支援推進事業は、江別４大学に通う学生の地域定着や就職等を促進する

ため、江別市と南幌町を含む空知管内７市町で構成する、学生地域定着推進協議会の

事業負担金、昨年度からの継続事業として、ふるさと納税制度・ガバメントクラウド

ファンディングを活用した学生等を支援する「学生・若者支援プロジェクト」の学校

等へ助成する経費、５４１万８，０００円を計上しています。増加の主なものは、学

生・若者支援プロジェクト助成金で、昨年度の実績を基に寄附目標額を５００万円に

設定し、各学校への助成金４２０万円を計上するものです。 

次に、子育て世代住宅建築費助成事業は、子育て世代を対象とした住宅建築費、最

大２００万円の助成金の対象を美園地区全体で展開し、交付額を見込み６，０００万

円を計上しています。 

次に、総合戦略進行管理事業は、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進

行管理に対する地方創生推進会議の開催経費として、委員９名に係る報酬と費用弁償、

４万１，０００円を計上しています。 

次に、５５ページ、エリアマネジメント推進事業は、誘客交流拠点施設や中央公園

エリアにおいて、地域団体、施設運営企業、公共が中心となり、町民などが参画しな

がら、町民の活動やエリアの賑わいの場を創出するためのエリアマネジメント組織の

立ち上げ、体験ツアーなどのイベント開催、誘客交流拠点施設の開業に向けたプロモ

ーションに係る経費、３６４万６，０００円を計上しています。 

次に、高度無線環境整備推進事業は、新規事業として、令和４年６月に整備工事完

了を予定しています公設民営による光ファイバ整備事業の供用開始に伴い、１２節委

託料で光ファイバ施設保守費５５万円、１３節使用料及び賃借料で光ケーブルのＮＴ

Ｔ管路などの共同収容に係る使用料７７万８，０００円、１８節負担金補助及び交付

金でＮＴＴ所内の光ファイバ設備維持管理に係る負担金４４万円の経費合計で、１７

６万８，０００円を計上しています。 

次に、５６ページにかけまして、観光周遊策推進事業は、令和３年度に町内観光地

や飲食店への集客と周遊促進を図ることを目的に策定した、観光周遊策整備計画を基

に、観光案内看板や施設誘導サイン、デジタルサイネージの設置に係る経費として、

２，５００万円を計上しています。 

次に、５６ページ、北海道日本ハムファイターズ応援大使事業は、新規事業として、

北海道日本ハムファイターズの２０２２年「北海道１７９市町村応援大使」の決定に

伴い、応援大使である上沢選手、上原選手との交流事業による町の PR や活性化のた

めの活動経費として、２３０万２，０００円を計上しています。 

次に、５７ページにかけまして、地域おこし協力隊設置事業は、新規事業として、
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本町への移住・定住を促進するため、移住情報発信等のプロモーション活動をはじめ、

移住体験住宅の管理運営や体験プログラム、移住者交流会等に取り組む、地域おこし

協力隊員１名の配置に係る経費、４８０万円を計上しています。 

次に、５７ページ、５目企業誘致推進費、本年度予算額２，８６７万３，０００円。

説明欄、企業誘致推進事業は、誘致企業で操業された北海道農販㈱、ナカザワアグリ

マシーン株式会社の２社に対する企業立地等奨励金の交付金、町内における未利用地

等への誘致や商業店舗の誘致に係る、企業訪問に要する経費、道外で開催されるさっ

ぽろ連携中枢都市圏連携事業のメッセナゴヤイベントへの出展経費、訪問対象企業調

査に要する経費などを計上しています。以上です。 

総務課長  次に、５７ページ下段から次ページにかけて、６目公平委員会費、本年

度予算額４万１，０００円。説明欄、公平委員会運営経費として、委員３名分の報酬

を計上しています。以上です。 

住民課長  ５８ページ上段から次ページにかけてごらんください。７目交通安全対

策費、本年度予算額６１１万２，０００円。交通安全対策推進事業では、交通安全推

進員１名及び交通安全指導員２０名の設置に係る経費、交通安全活動経費、高齢者運

転免許証自主返納支援事業委託料、交通安全運動推進協議会補助金などを計上してい

ます。前年度対比増額の主な理由は、これまで一般職の再任用職員が担っていた交通

安全推進員について、令和４年度から新たに会計年度任用職員を任用する経費の計上

によるものです。以上です。 

総務課長  次に、５９ページ、８目防災諸費、本年度予算額７０９万７，０００円。 

説明欄、防災対策事業として、防災会議委員報酬、防災備蓄用の消耗品費、戸別受信

機設置等手数料、防災行政無線保守点検、全国瞬時警報システム保守委託料、次ペー

ジ、電波使用料、災害備蓄用備品購入費などを計上しています。以上です。 

本間委員長  それでは説明が終わりましたので、質疑を行います。 

佐藤委員  １点だけお伺いいたします。予算書の５０ページの移住体験住宅の件で

すけれども、先ほど御説明いただきましたが、もう少し内容を詳しく説明していただ

きたいです。まず建築費工事に４，４００万ということですが、この建築事業者はど

のように選定されるのか、そして完成日、申込みはじめ、料金設定など、今の時点で

分かるところがあれば教えてください。 

それと、備品購入が書いてありますけれども、この購入品目、どのようなものを購

入される予定なのか。教えていただきたいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  まず移住体験住宅、令和４年度の予算で整備させていただきたい

と思っています。まず内容を詳しくということです。今回設計する住宅については２

棟、１棟につき２，０００万円の消費税２，２００万円の予算の２棟分４，４００万

円という形になってございます。設計する経費を先に見ていまして、場所については、

美園４丁目、きた住まいるヴィレッジ内の３区画空いているところがありますので、

そこを今予定しようという考えです。もう１棟についても、同じ３区画が空いている

ところがありますが、今もうお問い合わせが入ったところもあったりしまして、今拡

大エリアを予定する用地があります。そちらにも検討したいというふうに考えていま

す。まず、募集業者さんですけども、まず設計の段階で４月から公募によるプロポー
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ザル方式を予定したいというふうに考えています。設計の条件につきましては、まず

移住を促進するための南幌町の暮らしを体験できるコンセプト、イメージを立案させ

ます。あわせて、全てコンセプトに基づいて施工管理もしてもらう形で設計をしてい

ただくと。その設計の条件につきましては、平屋建て、木造住宅、２ＬＤＫ、カーポ

ート付を予定していこうと思っています。その構造の基準には北方型２０２０という

住宅基準を設けています。基本はきた住まいるヴィレッジ内に建てる形になりますの

で、北方住宅の推進、ＰＲもしていく、そういう目的を図るため、この基準を付けた

いというような考えで進めています。建築面積については、１棟８０平米、約２５坪

程度の平屋住宅を考えてございます。４月から公募を開始しまして、プレゼンをする

形をとると、だいたい６月一杯までのスケジュール。そこで選定されてから設計、そ

して１カ月半をみまして建築の契約、施工に入るのは早くて８月後半から９月という

ような形。そして家の完成が年明けと、そして令和５年の４月から事業開始、受付開

始というような形でイメージしています。その中で令和４年度の中で、先ほど言われ

ました申込みの方法や料金体系を検討していく形になります。今の住宅については、

だいぶ古いので低料金となっていますけども、やはり新しい住宅になりますから、補

助金を使って今回建てますけども残りの残額は一般会計分なので、この残金分が使用

料で補っていくような形にしないといけないので、そこの料金体系でそれを何年使っ

てだいたいペイできればいいかなということも考えながら。料金設定をしていこうと

いう考えです。あと、１００万円の備品購入費です。２棟分などで５０万ずつという

ような考えでございます。一応一般的な生活ができる備品類として、テレビ、冷蔵庫、

炊飯器、あと電子レンジというような形になると思います。あと細々とした部分でい

きますと電気ポットや掃除機、あとソファーも一応入れたいなという計画の中で予算

組みをさせていただいています。以上でございます。 

佐藤委員  この移住体験住宅、やっぱりこれからの目玉になっていくものと思うん

ですけれども、まず、南幌町としても画期的だと思うんですよね、新しい住宅を一度

に２棟も建てると、ぜひともいろんな方に利用していただきたいと思いますが、この

他市町に知らせるための広告媒体など、どのように宣伝していく予定なのかというこ

とを聞きたいです。 

それともう１点、町民の人は利用できませんね、当然。それで、その前にモニター

として、そのモニターというか、町民に少しの期間だけでも利用できるなど、そうい

うことは考えていないのでしょうか。もし、利用できる期間があればいいなとは思う

んですけれども、そこのところ２点お願いします。 

地域振興Ｇ主幹  利用促進をするために、まずどのような宣伝というような形にな

ろうかと思います。現在南幌町では、住宅宅地販売として、道公社さんのチラシ、南

幌町では助成金のチラシ、それぞれホームページ、広報等々で入れさせていただいて

います。また、イベント出展、また住宅セミナーというような事業展開も実施してい

ますので、今現在やれているもので、まずはそこに記事として新しい移住体験住宅が

できましたのでぜひ御利用くださいというようなイメージになろうかと思います。そ

ういう媒体を使って進めていきますし、その部分については令和５年度の活動も一部

入ってきますので、また令和４年度中に地域おこし協力隊も入れていくわけですから、
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そこの部分を活用しながら新たな宣伝ができるような方策も検討したいと考えてい

ます。 

あと、町民の利用できる部分、これも今御意見いただきましたので、そういうこと

も含めながら、検討していきたいと思います。ここでちょっとできる、できないはま

た別ですけれど、そういうのを検討してまいりたいと考えています。 

熊木議員  何点か伺います。まず一つ目は、先ほどの説明で４９ページの旧夕張太

プール解体費用のことですが、４，９００万円。これは前も提案して、あれを再利用

することは難しいということですけれども、ただ解体するだけで５，０００万円近く

かかってしまうということで、何とか方法がないのかということが１点と。それから

補助金とかそういうものは全くでないないものなのか、そのことについてまず伺いま

す。 

それから同じ４９ページで、緑町コミセンの改修や備品とありますが、これはどの

ような改修なのか、備品は何なのか、それをお願いします。 

それと、資料８ページの移住促進事業で、今、同僚議員からも質問ありましたけれ

ども、今まで移住体験住宅については、本町の場合、観光に利用されることがすごく

多くて、なかなか移住に結びついていないという報告がされていたと思います。その

辺は、どのように費用対効果や移住の検証などということをされて、今回新しいプラ

ンになったのか、その辺の経緯というものをお知らせ願いたいと思います。それを美

園にということで説明がありましたが、今までと違った形で、移住促進を促すってい

う意味かとは思うんですけれども、やはり今まで問題になっていたことがきちっと精

査されないまま進められるということにはちょっと違和感を覚えますので、その辺を

ちょっと丁寧に説明お願いいたします。 

それから、５２ページの地域新エネルギー推進事業。研究開発支援ということで先

ほど説明があったんですけれども、昨日の町長の答弁の中でも、稲わらペレットの状

況で、今現在は中止しているということだったんですが、今後この稲わらペレットを

どのようにしていくのか、その問題があるところがクリアされるようなことにつなが

るのか。また庁舎などほかにも公共施設のところでビューローなど、ペレットストー

ブを使っていますよね。使っていると思いますが、現在は稲わらペレットは使ってい

ないのか、その辺の説明をお願いします。それから学生支援については昨日答弁いた

だいたので、いいです。  

あと、資料の１０ページの防災対策事業で、防災学習会をされるということですが、

内容はどのようなことなのか。お願いします。 

あと戻って９ページのエリアマネジメント推進事業。これについて先ほども説明が

あったんですけれども、いろいろコロナの影響もあって、シンポジウムなどいろんな

ものを開催していてもなかなか浸透しないということが現在はあったと思いますが、

令和３年度で実施してどれぐらいの町民が参加されたのか、その辺は数字的に出して

いるのか。それから、令和４年度に引き続き実施するにあたって、外部から講師など

を呼んで、開催していますが、もう少し町職員がいろいろ有能でいろんなことを勉強

されているので、職員の出番というのがもっとあってもいいのではないかなと思いま

すが、その辺ではどういうお考えなのか、伺いたいと思います。 
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また、昨年、令和３年度予算の中で誘客交流施設整備事業として８，９００万円が

計上されていました。それで今回は、昨年不採択になったということで、今回の予算

の中には計上されていないですけれども、今、現在どのようになっているのか、今、

申請しているかと思われますが、それはいつぐらいわかるのか、その見通しはどうな

のかということを伺いたいと思います。また、いろいろコストの関係で、計画を見直

して縮小したということが今までも報告されてきまましたけれども、ランニングコス

トについてはほとんど触れられていないと思います。その辺で、入場料のことだとか

いろいろこれからのことを考えると、ランニングコストは当初おさえていたのと違っ

てどんどん大きくなると思います。それがやっぱり町の財政を圧迫するのではないか

と考えますが、その辺も伺いたいと思います。以上です。 

財務Ｇ主幹  まず、最初に夕張太プールの関係です。利活用が何とかできないのか

というところですが、夕張太プールにつきましては、旧夕張太小学校を購入されまし

た日生バイオの敷地内にございます。ですので、なかなかほかの事業者等に売却する

とか、利用してもらうことは非常に難しいのかなと考えています。また、防犯上や台

風等の二次災害を考えまして、今回解体する形としています。また、補助金の関係で

すが、今回のプール解体にかかる補助金につきましてはないということで認識をして

います。財源につきましては、公共施設等適正管理推進事業債の除去事業を活用して

実施することとしています。なお、充当率が９０％、交付税措置はなしというような

形です。 

総務Ｇ主幹  緑町コミュニティーセンターの関係でございますけれども、緑町コミ

ュニティーセンターは、平成７年に建築されています。以前、平成１８年にも改修を

していますが、このたびは外壁、屋根、及び和室の畳等の傷みが激しいことから、改

修工事を地元の要望により行うところです。また、平成７年の建築以来、ストーブの

劣化及びその交換部品ももうないものですから、ストーブ６台、こちらは備品ですけ

れども、更新をさせていただきたいと思います。規定によりまして一部地元負担でい

ただくこととなっています。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  移住体験住宅の場所です。現在元町の住宅で旧職員住宅というよ

うな住宅を活用してやってきたわけです。やはりこれまでの利用状況を見ますと、観

光という形で終わっています。移住に結びついたものは３件ありますけれども、やは

りそれをより促進するための部分といいますと、今の元町の住宅の環境だと、みどり

野団地の良さ、町の良さがちょっと見づらく、また体験する家が、さらにいい北方型

住宅を、きた住まいるヴィレッジの中で建てることによって、より移住をイメージで

きる環境づくりを進めるために、美園エリアに建てたいという考えです。また、これ

までの視察の部分も考えますと、やはり住宅を販売するエリアの近くに建てている町

村もありました。そちらの事例が参考になっています。あわせて現在進めている、先

ほど言いましたが、きた住まいるヴィレッジの中で北方型住宅、そしてみどり野団地

の販売を促進する効果の中としても、やはりみどり野団地内に建てる、そしてその場

所としては、きた住まいヴィレッジのエリアという中で進めてまいりたいと。観光の

部分でいきますと、やっぱり料金が安いという部分があって、気軽に利用できるとい

う部分ではいいでしょうけれども、やはり移住につなげる部分でいきますと、その住
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宅を利用したことによっての何か特典を付けていくなど、そういうものも令和４年度

中に考えていかなければならない。そして移住を促進するというような形で取り組ん

でまいりたいと思います。以上です。 

総務Ｇ主幹  防災学習会についてです。本年度、令和３年度に予定しておりました、

町民を対象とした防災学習会。内容といたしましては、気象予報士をお呼びしして講

演や、あと防災備蓄品、あと試食、あと避難所体験など、そういったことを、本年の

２月、また、コロナにより延期して３月に開催しようと試みましたが、御覧のような

状況ですので、令和３年度の実施は見送りました。それをそのまま令和４年度にスラ

イドして、開催させていただきたいと考えております。あと、ここには出ていないで

すけれども、教育委員会で、親子学習会、親子を対象とした防災学習会も実施する予

定でしたけれども、こちらも残念ながら中止だったものですから、時期はちょっとわ

かりませんけれども、教育委員会を開催する、親子もしくは低学年等に対応した防災

のほうには協力させていただきたいと考えています。また、令和４年度は、こちらで

イベントなどにお呼びするだけではなく、我々のほうで地域のほうに出向かせていた

だきまして、行政区単位になろうかと思いますけれども、年間で一つ、二つぐらいず

つ回りまして、防災についてお話しさせていただきまして学習会や避難所体験、テン

トやベッドなどをつくる体験をさせていただきたいと考えています。以上です。 

企画情報 G主幹  まずは新エネの関係を回答させていただきます。稲わらペレット

の状況につきましては、御説明がありましたとおり今実用化についてはかなり難しい

状況でございます。以前から実証実験等を行ってきましたけれどもコストやボイラー

の燃焼効率、灰の問題などといった部分で実用化については今かなり難しい状況です。

今後につきましては、引き続き、北大との産学官連携を維持しながら、新たな技術革

新、そういったものがなければ、ちょっとこのまま進めていくのは難しいかと思いま

すけれども、そういった産学連携ということは続けていきたいと考えています。庁舎

等のペレットストーブにつきましては、現在木質ペレットを使用して活用しています。 

続きまして、エリアマネジメントの関係です。まずは令和３年の結果ですが、委員

御指摘のとおり、コロナ禍によりましてほとんど事業が実施できないといった状況で

した。開催ができたのが、昨年１１月の地域団体との意見交換会、こちらはまちづく

りを考える有志の会との意見交換会、こちらは参加者７名ということで実施していま

す。それと同じく昨年１２月に、あいくるにおいて、第１回まちづくりサロンを実施

しています。こちらにつきましては、ゲストスピーカーによる地域コミュニティーの

現状と課題といったテーマで皆さんに順にお話をしていただくといったことで、１４

名の参加をいただいています。令和４年度の展開につきましては、まずは、今までに

まちづくりといった活動に参加していただいた町民の方や関係企業、もちろん役場も

関わって、あとは地域の住民ですなどといった方たちが関わった中で、マネジメント

の協議会といいますか、そういった団体を立ち上げまして、その中で、令和５年度の

誘客施設オープンに向けて機運を高める、どういったことをしていくかということを

これから揉んでいこうと考えています。内容としましては、親子向けの体験型ワーク

ショップや町外の方のプロモーション活動、そういったことをやっていきたいと考え

ています。それと町職員の関わりといった部分ですけれども、もちろん我々事務局の
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ほうとしては、町職員として関わりますし、ほかの職員からもいろいろな意見いただ

く場面があります。ただ、こういったイベントの中にあまり職員が前に出ていくと、

なかなか町民の意見を聞く雰囲気がちょっと作りづらいのかなということで、昨年の

サロンの時もなるべく職員が前に出ないで自由にお話をしてもらいたいといったこ

とでやってみましたところ、結構町民の方からはざっくばらんにお話しいただきまし

て、終わった後も結構話しやすい雰囲気でしたという御意見いただきましたので、町

職員の関わりにつきましては、あくまでも町民が主体といったことの中で、当然美園

地区ということもございます。地域に住んでいる町の職員の方の地域住民としての関

わりといったことは考えていければと考えています。それと本年度予算８，９００万

円につきましては、誘客の外構部分のことと思うんですけれども、こちらにつきまし

ては現在のスケジュールでは、令和４年に誘客交流拠点施設の整備が始まりまして、

同時進行についてはかなり厳しいということで、令和５年度の実施に向けて、令和５

年度予算で外構部分については賑わいの部分を計上するということでスケジュール

を組んでいます。それと採択、当然、今再申請をしています。昨年の時期としまして、

ちょうど今週ぐらい、昨年来ていまして、内閣府等につきましても、おそらく去年と

同じぐらいの時期ですよということで伺っていますので、そろそろ内示が来るのでは

ないかということで今は待っているところです。それとランニングコストについては、

基本的には増えていかないということで試算をしています。どちらかと言いますと、

お客さんが増えて利用料がふえれば、逆に指定管理料のほうもそれにあわせて減らし

ていくということも考えていきたいということで考えていますので、特別なことがな

い以上、ランニングコストが突然増えるというようなことは想定していません。以上

です。 

熊木委員  お答えいただきました。それで、最初からいきます。夕張太プールの解

体費用については補助金はなしということで、この４，９００万円というのはすごく

大きいと思うんですよね。先日も議会、補正の中で生涯学習センターの煙突、あれも

結局４，０００万円近い予算を組んで、減って３，０５２万円でしたか。煙突につい

てはあのまま置いても危険を伴うことでやむを得ないといいますか、仕方がないです

けれども、このプールは、確かに日生バイオの敷地内ということもありますが、先日

も道内のどこの町だったかちょっと記憶があれですけれども、ウナギの養殖などいろ

んな形でプールなどいろんなものを利用していると。それは公でできるものではない

ので、やっぱり民間に買ってもらって、譲渡してなどという形でやっているところの

例が載っていました。やっぱりそういう形ででも、だめもとで公募してみるとか、何

かそういうようなことをやってもいいのではないかなと私は思いますが、その辺につ

いて協議などをしたことがあるのかどうか、それ１点伺います。 

それから緑町コミュニティーセンターのことについてはわかりました。それで一部

地元負担があるということですけれども、それはどれぐらいのものなのか、それを教

えてください。 

移住促進事業については、今、説明がいろいろありました。観光目的だけでという

か、本当に便利だから使われていると今まではそうでしたよね。ずっと移住に結びつ

かなかったということもあったので、やっぱり同じ二の舞にならないようにはしてい
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かないとだめだということと、やはり町民の大事な税金、５，０００万円を使って２

棟建てて、しかも外の人に利用するというところでは、もっと中身を考えないとだめ

ではないかなと思うんですよね。昨年ですか、厚沢部町で体験住宅を活用して、ＩＴ

とかいろんな形で、そこの体験住宅を結構長い期間の活用で保育所も利用してという

形で、その利用料などを見ると結構な金額です。それでもやはり東京や神奈川などい

ろんなところから来られているということで、やっぱりもう少しでも本当に町のため

になっていくようなことで考えていかないとだめなのかと思うので、その辺はもう少

し練ったほうがいいのではないかなと思いますので、検討してほしいと思います。 

それから、地域新エネルギー、今の説明でわかりました。庁舎などで使っているの

は、稲わらではなくて、木質ペレットを購入して使っているということですよね。こ

の実験などをする中で、南幌温泉のところに建物を建てて、そこでお湯を沸かしたも

のを温泉のほうで使うということをやっていたと思いますが、それも現在はやられて

いないということでしょうか。では、そのまま使われないとするとあの建物などはど

のように生かそうと考えているのか、それも伺います。 

それから防災対策事業が、コロナによってできなくなったということでは理解しま

す。同じようなことを、令和４年度も、ぜひ実施できるようになってほしいなと思い

ますし、教育委員会に、親子での防災教室、それもとても大事なことなので、ぜひそ

れも進められるといいと思っています。 

あと今、エリアマネジメントについて、いろいろありまして、私は、外部から来て

その人方が進めていくということで、いい面とやっぱりもっと町民主体というところ

に職員の関わりというのはすごく大きいと思うんですよね。それで、いろんなことを

課の中でも話し合いをしながら進めてきているので、職員の存在はすごく大きいと思

うんです。だから、何か、まるで外部に丸投げのように、ちょっと感じるような面も

あるので、その辺は工夫して、力を発揮してほしいなと思うので、そこはちょっと検

討願いたいと思います。 

あと誘客交流施設拠点事業、先ほど８，９００万円と言ったのは令和３年度の予算

で計上されていたということです。今回は全くそういうのがないということで、採択

になったら補正予算などであがってくるのかなと思うんですけれども、もし仮に、昨

年と同じように不採択になった場合、どういうふうにしようとか思っているのかどう

か、その辺はちょっと答えられるかどうかわからないですけれども聞いておきたいと

思います。第６期総合計画の後期計画の中には、誘客交流拠点施設を中心にした計画

がいろんな面で盛り込まれていると思うんですよね。それでやっぱりそれができなく

なった場合、計画を変更などとされる必要があるかと思いますが、その辺についての

見通しというのは、今、結果が出ていないので答えようがないかもしれないですけれ

ども、もし、何か答えられることがあったらお願いします。 

さっき１点質問をするのを忘れましたけれども、会計年度任用職員の給与というの

で質問に出していました。この場で聞いていいのかどうかあれですけども、やっぱり

会計年度任用職員は年々増えていきますよね。そういう中で、会計年度任用用職員に

なったら、給与というのは全くその同じなのか、上がっていくような仕組みというの

はないのか、その辺がちょっとわからないので教えてほしいと思います以上です。 
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本間委員長  熊木委員、会計年度職員の関係は、この後の職員給与の関係もあるの

で、その説明を受けた後に、もう一度質問してもらったほうがいいと思います。 

財務Ｇ主幹  夕張太プールの利活用の協議の関係です。先ほども説明しましたとお

り、ほかの事業者に譲渡などをした中で、現有のまま利活用するのは非常に難しいと

考えています。その中で、日生バイオのほうと、現有のまま利活用できないかという

ような協議はしています。その中で、日生バイオとしてはプールの現有のままでの利

活用は非常に難しいという回答をいただいていますので、町としても、更地にした中

で利活用をということで考えています。以上です。 

総務Ｇ主幹  緑町のコミュニティーセンターの関係でございますけれども、工事費

に関しましては、約５５０万円に対しまして、規定をかけまして地元負担が８３万３，

０００円。暖房機器に関しましては、こちらも規定がございまして、１０７万８，０

００円に対しまして５０万円の負担。あわせまして１３３万３，０００円の御負担を

予定しています。これはほかのコミュニティーセンターも同じ規定で今までいただい

てるものです。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  移住体験住宅の企画、内容です。それで令和４年度の住宅の建築

の間、地域おこし協力隊を入れていますので、その方と一緒に企画を考えていきます。

また加えて、テレワークの推進もされていますので、これは道外の企業、またイベン

トのほうに出て、そのＰＲもしながら呼び込める企画内容も検討していきたいという

考えです。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  新エネの関係です。木質ペレットにつきましては、購入して庁舎

内等でペレットストーブで活用しています。温泉ボイラーにつきましても、先ほど説

明しましたとおり、その実証実験等の中でもなかなか熱量などが温泉のお湯を沸かす

のにどうしても届かない、コスト的にもかなりかかってしまうという部分で、現在運

転は停止しております。こちらにつきましても、同じく技術革新などといったものが

あって活用できることになれば、ぜひ使いたいということで、現時点についてはその

まま置いてあるような状態となっています。 

あわせましてエリアマネジメントの関係ですけれども、外部の方につきましては、

委託事業者はいますが、あくまでも講師といっても事例を発表していただいて、ほか

の町ではこういう事例がありますという発表をいただきまして、それとサロン等の振

興のコーディネートをしていただいています。決して丸投げというわけではなくて、

先ほども説明しましたとおり、あくまでも町民主体で参加していただいた皆さんのい

ろいろな意見を吸い上げてやれればということを念頭に置いてやっていますので、職

員につきましても町民として参加していただけることもありますが、同じ説明になり

ますが、地域の住民として参加ということは今後も進めていきたいと考えています。 

それと誘客交流拠点施設の関係で、万一不採択になったらということですけれども、

もちろん我々は採択になる前提で申請等を進めていますので、万一、不採択というこ

とになれば、当然またほかの補助金をと考えながら議会の皆さんに御意見を伺いなが

ら協議させていただきながら進めていきたいというふうに考えています。それと第６

期総合計画後期基本計画につきましては、誘客交流拠点施設整備につきまして何カ所

か記載があります。もし不採択になったとしましても、あくまでもこの施設につきま
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しては、町の公約としまして推進していくということになっていますので、そちらの

記載を変更するといったようなことは、現時点で考えてはいません。以上です。 

内田委員  ４点伺います。４４ページの職員研修事業。ここ２年皆さん本当に大変

だったと思います。それで研修について、職員からの手上げの研修といいますか内容、

そういったのがあったのかどうか。 

２点目は４９ページ、夕張太プール解体工事費、高額となっています。ちょっとか

ぶるかもしれませんけれども、その内容と、返済方法は聞きましたけれども、返済を

何年ぐらい予定しているのかということで。自主財源となるでしょうけれども、お願

いいたします。 

それと５３ページの協働まちづくり推進事業ですけれど、これは私はいつも楽しみ

にしている事業ですけれども、皆さん、とてもこのコロナ禍で本当に分断された中で

の生活をしていますから、新たな方向性というか、今、いろいろ聞いていても、職員

の皆さんがいろいろと町民の中に入ってというようなことを考えておられるようで

すから、そういったことも、横のつながりをして、新たなアドバイスができるような

ものがあれば伺いたいと思います。 

４点目は、資料の１０ページで、防災教育の中に感染症やＳＤＧｓの学びも取り入

れられないか伺います。以上です。 

総務Ｇ主幹  職員研修についてお答えします。職員研修につきましては、通常空知

町村会で企画しております。例えば１年目、２年目、６年目の決められた研修があり

まして、そのほか札幌にあります北海道市町村職員研修センターの専門研修がござい

ます。そのほか自治大学校やアカデミー、本州に行く研修、そのほか専門研修がござ

いますけれども、２番目に申し上げた、北海道市町村職員研修センターでは、各法律

や専門研修がありますけれども、こちらは年度当初に総務グループのほうで要望を伺

いまして、その職層や経験にあったものにつきまして、手挙げ方式、要望をお伺いし

て研修に出させていただいているということがあります。あと、土木や建築分野でも

専門研修がございますので、そういったものも手挙げにて行かせていただいている状

況です。以上です。 

財務Ｇ主幹  ２点目の夕張太プールの工事費の関係です。解体費用につきましては、

４，９８０万円の予算を組んでいます。令和元年度に行いました、元町の町営プール

の解体工事が２，９１６万円。今年度実施いたしましたぽろろの煙突解体工事が約３，

０００万円となっていまして、比較しますと高額にはなっています。その要因といた

しまして、夕張太プールにつきましては、多くの杭が入っていまして、９メートルの

くいが２１２本入っています。元町のプールについては３９本の杭ということで、相

当多い杭が入っています。杭抜きにかかる工事費として約２，０００万円というよう

な経費がかかっていますので、その分が高額となっているような状況です。それと、

財源につきましては起債を活用した中で実施いたしますが、償還につきましては、１

０年償還でうち２年据え置きということで予定をしているところです。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  協働のまちづくり、まちづくり活動支援事業の関係です。こちら

は委員御指摘のとおり、令和２年度から行政区等でも使えるようにということで要綱

の改正をしていますが、なかなかこういった状況で地域の総会等もままならないとい
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うような話も伺っていまして。実績についてはあがっていない現状です。こちらにつ

きましては、例年４月に行政区長と地域担当職員の顔合わせがありますので、その中

で本年４月にありますので、行政区長のほうに制度の周知、それとコーディネート、

相談に乗って進めていくことで、少しでも実績を上げて、少しでも行政区との活性化

につながればと考えています。それと、またほかの部分ですけれども、こちら先ほど

お話ししましたエリアマネジメントのサロンに参加された方は結構女性が多かった

ものですから、それもありますが、その中で最近南幌に嫁いできたという方がおりま

して、いろんなことをやってみたいという相談を受けました。それこそ、これはまだ

計画、検討段階ですけれども、昔南幌でやったマルシェなど、ああいったことをやっ

ていきたいがどうしたらいいだろうという相談を受けました。その中で、こういった

まちづくり活動の補助金というのもありますということを話しましたが、こちらにつ

きまして基本的には５人以上の団体という規定がありますので、それこそサロンに参

加していただいた女性の方でも個人でいろいろなことをやられている方がいますの

で、今はそういった方たちとをつなげて、女性のまちづくりの団体みたいなものをつ

くれたら面白いねという話をして、少しずつちょっと、具体化できるかどうかはちょ

っとまだこの時点では何とも言えないですけれども、そういった方たちの広がりがあ

ってこのまちづくり活動支援事業を使っていただければ、いろいろ活性化につながる

ようなこともできるかなということで検討を進めているところです。以上です。 

総務Ｇ主幹  防災教育の関係ですけれども、昨年、南幌高校にお呼びいただきまし

て、防災教育をした経緯があります。避難場運営訓練ということで、テントですとか

ダンボールベッドを設置した中で、高校生に避難所の受付の体験をしていただきまし

て、そこで感染症の予防などといったことを実際にやっていただいた経緯があります。

どうしても、防災教育、防災訓練ですと、そのものに時間がとられてしまうものです

から、なかなか感染症の専門的なことやＳＤＧｓはちょっと世界的、国家的、大きな

企業的な面もありますので、なかなか現在はできませんけれども、つなげられるとこ

ろがあれば、今後検討させていただきたいと考えています。以上です。 

内田委員  夕張太のプール、杭が２１２本あるということで、今、とても燃料や工

賃などが高騰していると思います。それで今後さらに、上がるといったことも考えら

れるのではないかな。あくまでも全てそういったことも想定内での見積りですか。そ

れと柱、わずかかもしれませんけれど鉄、そういうのが売れるということも見込まれ

て相殺するということも見込まれてこの見積りなのか、それをお聞きします。 

あとは、職員の研修ですけれども、やはり手挙げで、前向きに取り組むことが、一

番いいと思いますので、ぜひそういったものを皆さんで伸ばしていただきたいと思い

ますし、また、そういうところで得たものを町民に還元もしていただきたいし、お話

もしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

それと協働まちづくり推進事業ですけれども、私も、思うところはたくさんありま

す。カフェサロンなんかも、一歩外へ出ることの楽しみを、こういった事業、僅かな

事業でも使って。例えば誘客があったりするとそういうところ行って、あと春野菜の

花市などの早朝カフェなど、たくさんあると思います。ビューローの休みの時にコー

ヒーを出すなど。あと、本当に古く前の話だとお茶をやっていた方も、茶道ですか、
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そういった方も今はまだ元気でいらっしゃいますからね。子どもに伝えていくという

講座みたいのもあったらどうなのかなとか思って。いかに、子ども、女性を、また男

性もお年寄りも、今、一歩踏み出していく勇気を、皆さんが背を押していただきたい

と思います。それで私も、ここ２年間老人会の活動がありませんから、老人会やカフ

ェサロンに顔を出すことがあって、意外と老人会が、年いったなという実感です。何

をしていいか、心がときめかないといいますか、したくないわけではないですけれど、

言ってくれればと待っている状態なので、あいるーとに乗って小学校に行ってみませ

んかと言ったことがあります。今の子どもたちがどんなふうに勉強しているのか。全

然昔と違うんだよと言っても、うーんと言うだけですけれど、やっぱり外に何とか飛

び出す方法を考えなければ、皆さんの力を借りて考えなければいけないなと思いまし

た。そういったもので、今、答弁していただいたことが一つでも実現できるようにお

願いしたいと思います。それで１点だけ、夕張太のプールの見積りが、もっと高額に

なることはないのか。それを確認します。お願いします。 

財務Ｇ主幹  夕張太プールの関係ですが、工事費ですが、夕張太プールの工事だけ

ではなく、町全体の工事、修繕等々を含めまして高騰をしている状況を踏まえ、ある

程度見込んだ中での予算計上とさせていただいています。また、出てくる鉄の関係に

つきましては、現在の予算では含んではいません。鉄につきましては有価物というこ

とで取り扱っていきますので、積算の段階で、除いた金額で積算をし、入札という流

れで考えているところです。以上です。 

本間委員長  よろしいですか。 

それでは１時間ちょっとたちましたので、４５分まで休憩します。 

（午前１０時３５分） 

（午前１０時４５分） 

本間委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。質疑を続けます。 

加藤委員  ５６ページの北海道日本ハムファイターズ応援大使事業についてお伺

いします。事業としてほかの市町村の前例をちょっと調べさせてもらいまして、だい

たいのところ、新成人へのお祝いのメッセージと、近年はオンライン握手会等でイベ

ントとして行われているようでした。そこで、南幌町として独自で行いたいといいま

すか、考えているイベント等があれば、ちょっと詳細を教えていただきたいと思いま

す。あと、これは日本ハムファイターズのホームページの市町村応援大使選手一覧の

ページですけれども、応援団長として鈴木直道知事、今年に関しては監督の欄が空白

のままですよね。それは監督が変わったと想像できるんですけれども、そこに新庄監

督が収まるのか、ちょっと球団側からは通知などがないのか、ちょっとお聞きしたい

と思います。以上です。 

地域振興Ｇ主幹  北海道日本ハムファイターズ応援大使事業の詳細を説明させい

ただきます。昨年、本町は最後の年に決定させていただきました。本来ですと年明け

には等身大パネルやポスターなどがもう来ているはずですが、今おっしゃられたとお

り、ユニフォームが変わったり、また新庄監督に代わったということで、今はまだ来

ていません。それで一応今月中ということなので、写真画像、あと何か選手もコロナ

感染でなかなかそういう撮影作業も遅れたということで、そういったデータなどがま
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だ届いていないので、ちょっと動きとしては見えてないかもしれません。一応１月か

ら、議員がおっしゃるとおりメッセージ関係、あと今、卒業式、入学式のメッセージ

も依頼をしています。あと激励会や町長が本来であれば参加するところのイベントは

全部コロナで終わっています。一応４月から今のデータが届いたことによって懸垂幕、

応援パネル、応援パネルについては贈呈もしますけれど、町で単独でバックパネルと

いうことで顔に穴が開いた写真がとれるようなものをつくって、イベントなどにも持

ち出しができるような形で考えていこうというふうに考えております。３月には、応

援大使の実行委員会を作る形で今回予算を計上させていただいています。応援大使実

行委員会の組織の内容については、今南幌町には、任意団体として日本ハムファイタ

ーズの後援会がありますので、そちらの役員をベースに、プラス、町のＰＲ、また町

の観光の分も絡みますので、それぞれ関係する団体、あと野球、少年団関係の組織の

方々も加えた中で構成しようという考えで、３月末に実行委員会の設立総会を行いま

す。その中で、実際やる事業の内容としましては、まずはグッズの作成も行います。

町民の皆さまにもグッズがあたるような形、また実費負担をしてもらった形で取り組

む内容を企画しています。あわせて観戦ツアー、一応日本ハムファイターズからも枠

としていただいている部分もありますけれども、シーズン的にはちょっと数少ないも

のですから、実行委員会としての単独観戦ツアーを月１回位で開催できるような形。

日本ハムファイターズから枠をいただいている部分以外の月で開催できればという

形で、当然チケット代も負担してもらいますし、その中でバス代も入ってきますので、

それをどう負担してもらうかなどを実行委員会の費用で全て賄うのかなど、そういう

のをこれから協議していく形になります。案としてはそういう形を進めてまいりたい

と思います。あと事業は、観戦ツアーやグッズの作成のほかに、町では日本ハムファ

イターズアカデミーの野球教室を行っています。これを冠をつけながら実施する、あ

と少年野球大会を南幌で実施している部分があります。そこにあわせて冠をつけた中

で実施して、優勝チームには何か特典をするなど、そういうのを進めながらやってい

きたいというふうに考えています。あとはマスコット、南幌町にもキャベッチくんが

いますが、日本ハムさんにもマスコットがあります。そことのコラボ企画や、そこに

あわせてファイターズのエフガール、南幌町にも関連しますので、その方を呼んだイ

ベントも、事業企画案として考えています。あと本年、南幌町は開拓１３０周年の年

になります。その企画とコラボした中で、応援大使２名については、秋口、シーズン

オフに来庁する予定となっています。これまでのコロナの関係で、昨年と一昨年の市

町村は残念ながら、モニターでの形で対応した内容となっています。本年については

コロナの関係で影響がなければ本町にお越しいただいて、トークショーをやってもら

おうと。トークショーをやる前の日程で、小学校、中学校に訪問してもらって、選手

との交流をしていただこうという考えとなっています。一応詳細については今考えら

れるのはここまでで、実行委員会の後皆さんでお話あったまた中身を、今後、広報、

ホームページ、ＳＮＳを通じながら周知していきたいというふうに考えてございます。

以上です。ホームページの部分については、確認をしていません。失礼ながら。なの

で、そういう話があったということで、確認していきたいと思います。以上です。 

加藤委員  答弁ありがとうございます。コロナ関係の影響で、いろいろな面で遅れ
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ているという点を理解しました。実行委員会の立ち上げも理解しました。これで、ち

ょっと要望になってしまうかと思うんですけれども、やはり町内の商工業、飲食店街、

やっぱり落ち込みが目立っておりますので、やっぱりそこを盛り上げるきっかけとい

いますか、起爆剤といいますか、そういうふうになるべくどんどんつなげていってほ

しいなと思います。これ、やっぱり単年度で終わることなく、日本ハムファイターズ、

隣町に球場がありますので、やはりどんどん密接につながっていって、いろんな事業

で協力し合えるような関係でやっていってほしいと思います。選手が秋口に来町予定

ということで、小中学校にも顔を出す予定でいてくれているということで、この点に

ついても、子どもたちの思い出づくりといいますか、喜ぶ顔が見られるのかなと思い

ますので、ぜひ実行していただきたいと思います。以上です。 

本間委員長  ほかに質問は。 

西股委員  ３点ほど伺います。まずホームページの改修ですが、これ以前から何回

か言っていましたが、今回議会の改修をやるということで先ほど説明があったわけで

すが、町のホームページ自体の中で、トップページの扱いというのは、どのようにな

るのかなというふうに思っています。以前からこの関係については、議会からも要望

はいろいろしていたと思いますので、その辺をどのようにしていくのかなということ

をお聞きしたいと思います。 

それと二つ目はペレット用の稲わらを保管しているビニールハウスの関係です。先

ほどのペレットストーブの関係、原料の関係ですが、もう稲わらは使わないというよ

うな話ですが、となるとこの保管用のビニールハウスというのはどのようにしていく

のかということをちょっとお尋ねしたいなと思います。それとペレットが稲わらもで

きないということであれば、今までの実証実験の結果等も踏まえて、やはり広報のほ

うに周知したほうがいいのかなと思いますので、その辺の考え方をお願いしたいと思

います。 

それと防災対策の関係で、５９ページですか。防災士の養成というのは令和３年度

で終わったわけでしょうか。これは何人という制限はないと思いますが、当初目標と

して職員の中からどのぐらいの防災士を養成しようとしていたのかと。それと今後ど

のようにしていくのかということでちょっとお聞きしたいと思います。それと同じく

なんですが防災無線の関係。この普及率はどうなっているのかなというふうに思って

います。転入者への個別の関係で、受信機の設置というのは順調にいっているのかな

という点についてもお答え願いたいと思います。以上３点です。 

企画情報Ｇ主幹  まず、１点目のホームページの関係です。トップページについて

ですけれども、従前お話しさせていただきましたとおり、令和４年度の改修におきま

しては、トップページにページ内の検索窓の設置を検討しています。それとあわせて

検討しているのが、トップページの検索窓と同じところにつければいいなと思ってい

ますがサイトマップ、それを押すと一覧でページの表が出てきて見出しが全部ずらっ

と出てくるようなものがあるとページが探しやすいのではないかということ。現在サ

イトマップのリンクが、一つ入ったところの一番下に小さくあるだけですから、それ

をトップページに持ってこられれば、そのリンクをクリックしてもらうと、ちょっと

長くなるんですけどページの一覧、それが出れば目的のページを少し探しやすくなる
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かということで、トップページにその二つを入れようということで、事業者と話をし

ているところです。 

２点目のビニールハウスについてなんですけれども、こちらは、稲わらについては、

北大のほうに研究材料ということで大量ではないですけれども稲わらペレットを材

料提供のほうは予算を見て継続をしています。その資材置場としてビニールハウスの

ほうは、全てフルに使うという状況ではないですけれどもその材料置場ということで

現在使っています。先ほど来御説明していますとおり、稲わらの活用につきましては、

稲わらを全く使わないということではなくて、ほかに技術革新があって、稲わらは今

回総合計画の中では農業残渣という言い方に変えていますが、そういったものも含め

て循環型農業を目指して、新エネルギーの展開ができればということを目指していま

すので、それらの新たな展開があったときにも、そういったビニールハウスについて

はまた使い道が出てくるのかと考えています。稲わらの広報の周知という部分ですけ

れども、個別に稲わらができませんでしたという周知は今のところは考えてはいない

ですけれども、総合計画の中では、ちょっと消極的な書き方にはなりますが、稲わら

ペレットという言葉を農業残渣という言葉に変えて、循環型農業のほうをこれから目

指していきます、新エネルギーを目指していきますといったような記載に載せていま

す。以上です。 

総務Ｇ主幹  防災士におきましては、防災士としては災害からの被害を最小限にと

どめる地域の担い手としての役割を期待されているところです。町といたしましては、

令和元年、２年、３年と２名ずつ、防災士の資格取得につきまして、消防士長以上で

すとテキスト代の購入、７，０００円ぐらいですけれも、あとは申込みをしていただ

ければ、そういう資格があるということで取れるということで、それぞれ南幌消防支

署の管理職以上２名ずつの６名、令和３年度までで、ここで一旦、町として資格取得

は終わったところです。今後のことですけれども、防災士となるためには養成講習講

座というものがございまして、２日間の講習がございます。その他資格取得試験、ま

た、ＡＥＤなどの心肺蘇生法の講習がございまして、なかなか一般の方にちょっとハ

ードルが高いものとなっておりますけれども、町としてはこれまで北海道地域防災マ

スターという制度がございまして、これは１日の講習で、講座、あと気象情報に関す

る講座、Ｄｏはぐ、応急救護の実践などを行うものがございまして、これは無料で受

けられますが、以前、行政区長の研修として実施した例や町職員でも数名講習を受講

して取得していることもございます。そういったものを活用して、災害の地域の担い

手を活用させていただきたいなと考えています。ここ数年はコロナ禍で防災マスター

の研修は行われていない状況です。以上です。 

企画情報Ｇ主幹  防災無線の関係です。現在の普及率としましては９３．１％とい

う数字でおさえています。それと転入者に対する戸別受信機の設置につきましては、

まず住民課において転入手続の際に、一覧の手続きの中に防災無線戸別受信機の設置

ということで御案内をさせていただいています。それとあわせましてですね、同じま

ちづくり課内の地域振興グループで、新築住宅、特に美園が中心になりますけれども、

そちらに住宅を建てる方に建築時点で防災無線の戸別受信機ということの説明をさ

せていただいて、課内で連携を取りながらそちらに設置のほうを進めているところで
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す。なかなかその１件１件、どこについている、ついていないところ、最近美園、東

町地区ですけれども、ちょっと漏れているところがもしかしたらあるかもしれないと

いうことで、今その地区を中心に４月にもう一度ちょっと資料等を洗って未設置のと

ころがあれば再度受信機の設置を促していくといったことで予定をしているところ

です。以上です。 

西股委員  ホームページについては、でき上がったところで見させてもらって、い

ろいろまたお話しさせてもらえればというふうに思います。 

それと、ペレット用の保管ハウスの関係についてはわかりました。ただ、やはり現

状の中では、我々もちょっと理解しがたいというような流れになっているということ

で。もう少しわかりやすいような形でこの事業が流れているような感じにしてほしい

と思いますので、その辺は、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

防災士の養成のほうはわかりましたので、次、もしコロナが収まって云々というこ

とになれば、そういうような防災マスターの関係、こういうのは町でもっとアピール

していってもいいかというふうに思いますので、広報でもホームページでもいいです

から、そういうところにでも載せて、こういうような感じでやっていますと。防災に

備える上でも必要な資格になるかもしれないということで、ぜひ進めていっていただ

きたいなというふうに思います。 

それと戸別受信機の関係については、できるだけ付けられるような形で調査してい

っていただきたいなというふうに思います。町内の７％がまだ未設置の部分というこ

とですので、この辺についてはもうこれ以上にはならないというような考え方でいい

のでしょうか。 

企画情報Ｇ主幹  まずビニールハウスにつきましては、稲わらペレットのエネルギ

ーの中身につきましては、再度検討して町民のほうに足りない部分については必要な

部分は周知していきたいと思います。 

それと、戸別受信機の残り７％の部分ですけれども、一軒一軒洗ったわけではない

ので、あれですけど、おそらくですけれども、当初平成２８年に今の受信機を設置し

て職員がほぼ全ての住宅を回って設置のお願いをしていたという経緯があります。そ

の中で、どうしても付けないという方も一定数いました。この７％の中に、おそらく

そういった方もいらっしゃるかと思いますので、もちろん１００％を目指して進めて

はいきますけれども、そういった方たちが一定数いるのかなという部分はあろうかと

思います。ただ周知などは引き続き進めて、１００％に近づけるようやっていきたい

と考えております。以上です。 

志賀浦委員  ２点と思ったけれど、取りあえずホームページはちょっと関連だった

んで、一言聞いてほしいかな。ホームページの例えば広報誌のところを開きますよね。

拡大されない。わかります。もとのホームページは拡大ができたんですよね。拡大さ

れない。私たちは年寄りだから、あの小さいもの１ページをこの画面で見るといった

ら大変なんだよね。その辺、内部チェックというのはしているのかどうか、これから

改修するのに。不都合なところをチェックしていかないと、いくら改修をしても誰も

見ないです。最近私、見ませんけどね。本当なら。だから直っているかどうかもわか

らない。検索しづらいし、内容も悪い。それで内部チェックをしているかどうか、そ
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の辺教えてください。 

あと２つ聞きたいですけども、まずは予算書の４５ページ、地域力総合アドバイザ

ー制度と出ているんですけれども、これが結構な予算が組まれているのかと思うけれ

ど、この内容を詳しく説明してほしいです。例えば、その制度で派遣されてくる職員

がいるのか、それとも通ってきて何回かやるのか、その辺の内容とか、例えば、講演

のようにやるのか、例えば協力隊員に対する講演なのか、その辺の中身を全然教えて

もらってないので。できれば町民対象でやっていくのかと、２８０万円という予算で

すから、そんな１回、２回の問題ではないかなと思ってはいるんですけれども、その

辺教えてください。 

それと５３ページ、協働のまちづくり推進事業。先ほど内田委員も聞いていました

が、私の考え方としては、もともと言っているけれども、お祭りもいいけれども、地

域起こすものもいいけども、やっぱり地域に根差していかなければだめだと思うんで

すよね。各行政区１９ありますが、その中で、どのぐらい機能しているのか。当初で

きた頃は範囲が狭くてなかなか使えなかった。そして拡大解釈してもらって使えるよ

うになったと、小さな金額だけれど。それでもそれを使っていくようにしなかったら

意味がないと思うんですよね。本年度、地域担当職員という話をしていましたけども、

それがどのぐらいの目標でやっていくのか。昨年度までの実績、その他もあると思う

んですけど、ほとんど使われていない。コロナで２年だめですから使われていないん

だけど。制度を拡大解釈したにもかかわらず使われていないということは、地域担当

職員がしっかり説明していないのではないかなと思うんですよね。制度が２つあって、

２つとも全然動かない。協働まちづくりはだめ、地域担当職員もだめ、ここはどうい

うふうに今年度は向かっていくのか、その辺ちょっと教えてください。 

企画情報Ｇ主幹  まずホームページですけれども、内部チェックをしているかどう

かということです。ホームページの更新につきましては、基本的に各担当、グループ

のほうで更新をしていただきまして、そちらの内容をまちづくり課企画情報グループ

のほうで確認して、承認をして公開になるという流れになりますので、当然そのリン

クや文書の内容などをチェックした上で公開という形になっています。 

続きまして、協働のまちづくりということです。こちらは実績としましては、先ほ

どと同じ説明になってしまいますが、コロナ禍で事業自体がないものですから、実績

は行政区等についてはございません。こちらの今後の目標ということですけれども、

基本的には町民税の１％ということで予算をいただいてますので、当然その予算を全

て消化できるような件数、内容のものがあればということで進めていきたいと考えて

います。 

それと地域担当職員につきましても、当然班長、副班長を中心に行政区長とのお話

の中で、そういった内容の話をお願いされているかと思います。ただ地域担当職員に

つきましては、制度ができてから１０年以上経っておりますので、行政区によってそ

れぞれ関わりの薄さや濃さという部分があるかと思います。昨年の行政懇談会の中で

も、町民の方から地域担当の職員が誰だかわからないというような話もありましたの

で、その辺をもう少し職員が地域に、今までどちらかというと受け身で、行政区から

要請を受けて出ていくという部分が多かったものですから、その部分を今年度から少
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し変えていければと、こちらから何かありませんかといったような話をしていけるよ

うな形に、積極的に関わるような形に変えていきたいなというふうには考えています。

その中で、このまちづくり活動支援事業につきましてもＰＲして、具体的な提案等が

できればというふうに考えていますので、御了承いただければと思います。以上です。 

財務Ｇ主幹  地域力アドバイザー制度につきまして御説明をさせていただきます。

こちらにつきましては総務省の事業となっておりまして、地域活性化の取組に関する

知識やノウハウを有する外部アドバイザーを招いて、専門的な指導や助言を受け、地

域の魅力や価値を向上させるといった事業となっています。それで、地域おこし協力

隊を対象に事業を進めていくわけですが、地域おこし協力隊につきましては、期間満

了後に、南幌町で起業をしていただき、定住してもらうことが目的の一つでもござい

ますので、令和４年度につきましては、起業に向けた支援ということで、基本的には

地域おこし協力隊を対象に実施することとしています。この事業につきましては、ア

ドバイザーを年度内に延べ１０日以上来てもらうような形となっています。そのよう

な条件がついています。予定としましては５月から月１回程度ということで考えてい

ます。それと予算の内容につきましては、アドバイザーの旅費を含めた謝礼となって

おりまして、アドバイザーにつきましては全国で約４００名ほどが登録されておりま

して、取り組みの分野にマッチした方を、１名だけではなく何名か順々に呼ぶという

ような方法もできます。今回東京の方が非常に講師として多いものですから、その分

を加味した中での予算計上をさせていただいています。以上です。 

志賀浦委員  ホームページは良くしていただければいいのでいいです。本当に見や

すいものに変えてもらえれば、もともとのほうがよっぽど良かったなと思っているの

で、よろしくお願いします。 

あと、地域おこしの部分でアドバイザー制度、今説明を受けましたけど、本当によ

く、例えばスーパー公務員とか何とかという話もありましたよね、一時期。総務省か

ら派遣されて、ほかの地域で職を起こしだとか何とかいろんなことがあるので、でき

れば協力隊員の起業だけではなくて、１０日も来るのだったら何日かは、町民向けに

うまく講演できるようなことができればいいのではないかなと思うので、もしそうい

うのが可能であれば企画してほしいなと思っています。 

あと、協働まちづくり推進事業、コロナ禍で止まっていたけれども、本当に１回原

点に返ってやってほしい。せっかく私たちも提案して、地域担当制というのができて、

まちづくり協働事業というのも自分らが言っていて、やっとできたのかなという気が

しているんですよ。僕らも研修行ってきましたけども、本当に地域の担当課長クラス

が地域に出向いていって、全地域に何とか起こしてくれという努力をしているという

のを見てきました。ただ、そのぐらいやっぱり地元の人間が地域で何かやろうといっ

てもわかるわけがない。例えば予算をかけましょう、何をしましょう、そういうのは

お手伝いしますから、皆で一生懸命楽しくやってくれという事業にしなかったら意味

がないと思うんだよね。これは意見としてやるんですけど、何か次の取組に生かせる

ようにしていけるように、何か意見があれば教えてほしいけれど。なければ意見とし

て受け止めてください。 

企画情報Ｇ主幹  まちづくり活動推進事業につきましては、もちろん事業を進める
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にあたっては、今議員御指摘のとおり、行政区にこんなものがあるよと言っただけで

は何をしていいかわからないというのは当然理解しています。実施に当たりましては、

おそらくまずは地域で今やってる事業を拡大する、または新たに立ち上げるとなると

少し力がかかりますので、そういったものに町のほうからお金を出すのでもう少し盛

り上げるようなことをやったらどうだというような提案から、それと申請書等の作成

などといった部分についても担当職員が主体となってやるような形になるのかとい

うふうに想定しています。コロナ禍もありますが、まずは、どこかの行政区が一つや

っていただけると、うちも、うちもということで続くのかなと思っていますので、少

なくともコロナの状況という言い訳にはなりますけれども、令和４年度中に最低でも

１件は行政区からの申請を受けて事業を展開できればというふうに考えています。以

上です。 

志賀浦委員  ちょっと提案してもらってよかったかなと思うんだけど。今ある事業

を拡大してとか、利用してとかってというニュアンスで聞いたけれども、もともとは、

今の事業は使えませんと言われていましたよね。もとのもので、私聞いた頃に、例え

ば地域で夏祭りをやりたいとなったときに、今ある事業はだめですと言ったよね、今

の答弁で、今ある事業を拡大してでも使えるということは、解釈が変わったのですか、

その辺教えてください。 

企画情報Ｇ主幹  すみません。説明のほうが雑で申し訳ありません。例えば、今あ

る事業の中に新たな取り組みを加えるということが前提になるんですけれども、ただ

今あるものにそのままお金を出すのではなくて、こういうことも、町の中で、例えば

もう一つこういったことをやってみたらどうですかというような、一つの中に新たな

取り組みが前提となるという考え方は変わっていません。 

本間委員長  ほかに質問ありませんか。 

川幡委員  予算資料１０ページ、企業誘致推進事業について。南幌工業団地が完売

いたしまして、新たな工業団地の整備をすると町長が執行方針の中で言明しておりま

す。町民の雇用の場の創出にはぜひ必要な事業だと、このように考えています。南１

６線西１０号の南幌小学校の向かいの土地が、団地の造成地と説明を受けていますけ

れども、工業団地の整備については、整備にあたり造成整備費の補助はあるのか、ま

た、どういう資金の手当てをするのか伺いたいと思います。晩翠工業団地、南幌工業

団地は、前土地開発公社が創立されまして実施運営主体となっておりましたが、今回

の用地造成等は町が主体で造成等にあたるのか、その面も伺いたいと思います。それ

と予算資料に載っています今年度の事業につきましては、南幌工業団地の完売により

まして、町内における未利用地等の仲介、誘致活動を進める方針と、これは説明を受

けております。また、対象業種を絞った企業調査の実施、新規立地企業へのアフター

フォローとはどういう形で進めるのか、その点も伺いたいと思います。 

地域振興Ｇ主幹  まず未造成地の整備に向けては、現在、道公社の用地と南幌町の

未利用地がありますので、ここを一体として整備を進めるような形で計画を進めてい

ます。整備の部分につきましては、基本的には町が整備をする形。そして、その経費

に対する、面積案分にするのかこれからの打合せにもよるでしょうけれども、公社か

らの負担は当然いただく形になるかと思います。整備の費用については、造成の部分



 

 ２３ 

は基本、財源はないので、一般財源という形になろうかと思います。ただ、インフラ

の水道、下水道等々の部分については補助金があります。あと起債の借入れも可能か

と思います。こちらについては、また都市整備課との調整もありますので、そこと連

携しながら、計画の中で、どれぐらいの経費をかけていくのか、またその整備の企画

といいますか、どこまでの面をどういうふうに整理していくのか、それはこれからに

なりますので、そこの部分が出ることによってそのインフラ整備の仕方も変わってき

ます。なので、この協議が令和４年に入ってくるというふうに考えています。あと、

町が主体となった形で考えますと、今、実施設計などが今後見込まれる形で進めて計

画をしています。そこはまた住宅供給公社の土地がほとんど、大半でございますので、

公社がＰＲしていくよりは、町が全て含めてやっていく形がよろしいということで、

今、協議を進めていますので、町が主体となって販売、造成をしていくという形で、

今、検討は進めていく予定で考えてございます。未利用地の活用の部分でございます。

南幌工業団地は、ほぼ今ありません。晩翠工業団地につきましては、今４社が未操業

となっていまして、失礼しました。未操業の企業については８社です。そのうち４社

が売却に応じるというお話を受けています。現在、お問合せは、南幌工業団地が完売

の後、今も来ていまして、今、御紹介をしているところについては２社入っています。

これが１社についてはもうほぼ話が進んでいるような形でして、もう１社については

今、これから春、雪解けを見て、再度企業同士での話し合いで販売が進むものと考え

ております。あと、お問合せがある中でも、やっぱり面積や場所、区画でキャンセル

される、お話はいただきますがそこに至らない部分あります。これはそういうお問合

せがあるので、そういう部分の対応ができるように、未操業企業さんにも、今後のお

話をされた中で、販売につながるかどうか対応してまいりたいなというふうに考えて

います。あと、企業調査の話ですけども、今の未造成地の話を進めるにあたりまして、

我々としては食品加工業、また物流施設、南幌ランプの完成を考えた中で、それらの

ような施設を誘致をしたいと考えていますので、それらに関する業種にあたってアン

ケートを進めてまいりたいと考えています。以上です。 

川幡委員  今、いろいろ説明をいただきましてありがとうございます。新規、工業

団地を造成するにあたりましては、町からも近いということで、ぜひ、雇用が多く創

出をしてくれるとありがたいです。そういう面でもアタックしていただきたいと、こ

のように要望して終わりたいと思います。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

それでは質疑がないようですので、次の職員給与費と給与明細書について説明をお

願いいたします。 

総務課長  予算書６０ページ中段から次ページにかけてごらん願います。９目職員

給与費、本年度予算額８億１，３５８万３，０００円。職員給与費として、町長・副

町長・教育長、一般職、フルタイム会計年度任用職員、合わせて１０４名分の給料、

各種手当、共済費を計上しています。なお、本年度の新規採用予定者は５名です。 

予算書１４９ページをごらんください。給与費明細書です。１ 特別職です。本年

度、長等が３人、議員１１人、その他の特別職３１６人で、合計３３０人分の報酬や

給料、共済費など、総額１億１，０８９万２，０００円を計上しています。 
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次に、１５０ページ、２ 一般職です。（１）総括です。本年度の職員数について

は、一般職の常勤職員とフルタイム会計年度任用職員の数となります。本年度は９４

人で前年度より２人の減となります。括弧内の４４人は再任用職員及びパートタイム

会計年度任用職員を示しており、前年度より２人の減です。なお、給与費、共済費に

ついては、一般職の常勤職員、再任用職員及び会計年度任用職員の総額となり、８億

８９万２，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に、１５１ページ、ア 会計年度任用職員以外の職員です。この表は、一般職の

常勤職員についての表となります。本年度の職員数は９３人で昨年度より２人の減と

なります。括弧内の７人は再任用職員を示しており、増減はありません。なお、給与

費、共済費については、一般職の常勤職員及び再任用職員の総額となり、７億４，４

１８万５，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に、１５２ページ、イ 会計年度任用職員です。本年度の職員数はフルタイム会

計年度任用職員が１人、括弧内の３７人はパートタイム会計年度任用職員の数となり

ます。なお、給与費、共済費については、会計年度任用職員の総額となり、５，６７

０万７，０００円です。下段、職員手当の内訳については省略させていただきます。 

次に、１５３ページ、（２）給料及び職員手当の増減額の明細です。給料について

は８７８万７，０００円の減額で、その事由については、職員の退職の影響によるも

のです。 

次に、１５４ページ、職員手当は１，４３９万２，０００円の減額で、期末手当の

制度改正及び職員の退職の影響による減が主な要因です。 

１５５ページから１５８ページにかけては、職員１人当たり給与、初任給、級別職

員数、級別の基準となる職務、昇給などについて、それぞれ前年度と比較して記載し

ておりますので、参考までにごらんを願います。 

次に、１５９ページ、オ 期末手当・勤勉手当については、支給率は前年度との比

較で、国の制度に準拠し、期末手当の支給率を年間０．１５カ月分を引き下げていま

す。 

カ．定年退職及び応募認定退職に係る退職手当は、勤続年数毎の支給率で、全て国

に準拠しています。なお、早期退職に伴う加算率についても国に準拠しています。 

キ．特殊勤務手当、ク．その他の手当については、参考としてごらん願います。以

上です。 

 

次に、関連議案、議案第１０号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、議案第１１号 常勤特別職の職員の給与

等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第１２号 職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例制定について、議案第１３号 南幌町第１号会計年度

任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、ご

説明します。議案書をごらん願います。 

それでは、議案第１０号から議案第１３号の４議案について、御説明いたします。 

初めに、議案第１０号及び議案第１１号について御説明いたします。 

２議案につきましては、改正内容が同一であるため、議案第１０号の説明をもって、
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議案第１０号及び議案第１１号の説明に充てさせていただきます。今回の改正は、令

和３年人事院勧告により、国家公務員の給与改定が行われたことを受け、本町におい

ても職員の給与改定を行うことをかんがみて、議会議員、常勤特別職について、期末

手当に係る支給率の引き下げを行うものです。 

別途配布しています、議案第１０号資料 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表をごらんください。左側が改正後、

右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

期末手当、第５条第２項中、「１００分の２２５.５」を、「１００分の２１５」に、

改めるものです。これにより、期末手当の年間支給率が４．３ヵ月となり、昨年度と

比較して、０．１５ヵ月分が引き下げられます。 

附則として、第１項は、施行期日の規定で、この条例は、公布の日から施行する。 

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の規定で、令和３年

１２月支給分の期末手当に係る０．１５か月分の引き下げ相当額を、令和４年６月の

期末手当で差し引いて支給する特例を規定するものです。 

第３項については、規則への委任規定です。 

 

続きまして、議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて、御説明いたします。 

初めに、改正の概要について申し上げます。令和３年人事院勧告により、民間事業

所の特別給の支給割合との均衡を図るため、国家公務員の給与改定が行われたことを

受け、本町職員の給与改定を行うもので、一般職員及び一般職員に期末手当の支給率

を準拠する第２号会計年度任用職員（所謂フルタイム会計年度任用職員）の期末手当

を０．１５ヵ月分、再任用職員の期末手当を０．１０ヵ月分引き下げるものです。 

それでは、別途配布しております議案第１２号資料 新旧対照表をごらんください。

左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

期末手当、第１６条第２項中、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に改め、同条第３項中「１００分の７２．５」を「１００分の６７．５」に改めるも

のです。ここでは、期末手当の年間支給率について、一般職では０．１５ヵ月分引き

下げ、期末・勤勉手当の年間支給率を４．３０ヵ月分に、フルタイム会計年度任用職

員では０．１５ヵ月分引き下げ、期末手当の年間支給率を２．４０ヵ月分に、再任用

職員では０．１０ヵ月分引き下げ、期末・勤勉手当の年間支給率を２．２５ヵ月分と

するものです。 

附則として、 第１項は、施行期日の規定で、この条例は、公布の日から施行する。 

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の規定で、第１号は

一般職及びフルタイム会計年度任用職員について、期末手当に係る０．１５ヵ月の引

き下げ相当額を、令和４年６月の期末手当で差し引いて支給する特例を規定するもの

です。第２号では再任用職員について、期末手当の引き下げ相当額の０．１０ヵ月分

を、第１号と同様に、令和４年６月の期末手当で差し引いて支給することを規定する

ものです。 

第３項については、規則への委任規定です。 
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続きまして、議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定について、御説明いたします。 

初めに、改正の概要について申し上げます。今回の改正は、児童福祉法に規定する

放課後児童健全育成事業に従事する第 1号会計年度任用職員（所謂パートタイム会計

年度任用職員）に対し、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における「放

課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業」の実施に伴い、処遇改善報酬を支給するた

めの規定の整備、また、令和３年人事院勧告により、国家公務員の給与改定が行われ

たことを受け、職員の給与改定を行うことをかんがみて、第１号会計年度任用職員に

ついて、期末手当に係る支給率の引き下げを行うものです。 

それでは、別途配布しております、議案第１３号資料 新旧対照表をごらんくださ

い。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

処遇改善報酬、第１３条の２及び第１３条の２第２項については、放課後児童指導

員への処遇改善報酬を支給するため、新たに条項を加えるものです。 

次に、期末手当、第１４条第３項中、「１００分の７２．５」を「１００分の６７．

５」に改めるものです。これにより、期末手当の年間支給率が１．３５ヵ月となり、

昨年度と比較して、０．１ヵ月分が引き下げられます。 

附則として、第１項は、施行期日の規定で、この条例は、公布の日から施行する。

ただし、第１３条の２の規定は、令和４年２月１日から適用する。 

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の規定で、令和３年

１２月支給分の期末手当に係る０．１ヵ月分の引き下げ相当額を、令和４年６月の期

末手当で差し引いて支給する特例を規定するものです。 

第３項については、規則への委任規定です。 

参考として、規則で定める処遇改善報酬の額については、所定労働時間が週３０時

間以上の場合は月額１万１，０００円、週３０時間未満の場合は月額５，５００円で

す。 

以上で、議案第１０号から議案第１３号までの説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、それでは質疑を行います。 

熊木委員  先ほど間違ったところで質問しました。今、会計年度任用職員の給与と

いうのは、法の改正で手当などが支給されるようになりました。それで、再任用職員

について質問しようと思っていたんですけれども、条例改正でまた引き下がるという

ことで、再任用職員がこれからどんどん増えていくと思うんですよね。それで、職員

の方はずっと長いキャリアで仕事をされてきていて、その給与改定といいますか、そ

れはどこで見ればいいのかな。年数が、初年度と２年、３年となっていくときに引き

上げられていくものなのか、その辺のことをちょっとお尋ねしたいと思いました。お

願いします。 

総務Ｇ主幹  再任用職員につきましては、ちょっと御説明申し上げますけれども、

６０歳定年を終えまして年金受給までの間任用される職員のことをいいます。今は、

年金受給６５歳まで再任用職員として任用をできる、されることとなっています。今

の条例に関しまして、再任用職員の期末手当が引き下げられるということの条例の御



 

 ２７ 

説明を申し上げました。給与につきましては、これは当時、人事院勧告等におきまし

て本町は条例制定しておりますけども、再任用職員の給与といいますのは、職員の給

与表とは別に、２級というところに設定していまして、２級の一つだけでありまして、

例えば６１歳から６５歳まで任用されたとしても、昇給という概念は、まず法律では

ありません。２級、２１万５，２００円というものが設定されていますけれども、こ

れは、例えば６０歳時点で管理職であられた方、もしくは、非管理・監督職であられ

た方も同様に、定年の年に、夏頃、総務課のほうでその方の再任用として任用されま

すか、どうされますかという御意向を伺います。それで、その御意向がある方を再任

用として任用されることになります。２級の２１万５，２００円。それは管理職であ

ろうが、非管理職であろうが変わらないですけれども、そこで、週２日から週４日ま

で任用できることとなっておりまして、その２１万５，２００円に働いた日をかけて、

給与が決定されることとなります。それで、制度的には、まだ再任用職員制度という

ものがありますが、実は令和５年４月１日から、いわゆる定年延長が、国家公務員法

にならって地方公務員法も始まることとなります。それで、おそらく、令和４年度の

３定か４定に議案を提出する運びとなりますけれども、本町におきましても同様に、

定年延長制度をかけることとなりまして、令和５年から令和１４年にかけて、２年に

１度ずつ、１歳ずつ定年が延びることになりまして、令和１４年度に６５歳までで定

年が延長されることとなります。今で言う５４歳ぐらいの方が、定年が６５歳となり

ますが、定年が延びるにつれて、再任用制度というものがなくなってきます。いつか

の時点で、定年が６３歳でしたら、年金受給の６５歳までの２年間が暫定再任用とい

いますが、再任用として任用できるということです。６５歳になったら再任用制度が

なくなると、いわゆる定年延長がかかるという制度がありまして、そういう流れにな

っています。 

熊木委員  今の説明でわかりましたけれども、６５歳以上の再任用はあり得ないっ

ていう、今の段階ではということですよね。それから国の制度が変わらない限り、再

任用で採用された方の給与の改定、給与といいますか、それは上がっていくなど、そ

ういうことは今現在はないということですよね。なぜこれを質問するかというと、い

ろいろ人事院勧告で引き下げられるなどということがあって、それに準じていくとい

うことですけれども、やはり働く意欲というか、そういういろんなことを考えた時に、

本当にこのままでいいのかなというふうに思ったんです。それで、実際どうなってい

るのかということをお聞きしたかったんですけれども。先ほど確認したように６５歳

以上はもうないっていうことと国のあれが変わらない限りは引き上げたことはない

ということですか。 

総務Ｇ主幹  現状の再任用制度におきましては、地方公務員法等が変わらない限り

現状のままかと思います。ただ、ちょっと先の話ですけれども、定年延長制度におき

ましては、６０歳時の給与の７割が支給される見込みとなっておりますので、先ほど

申し上げたように２１万５，０００円よりは高くなるのかなというふうに考えていま

す。また、６５歳以降のことにつきましては、例えば令和１４年次までに、総務省の

ほうで何かしらまだ検討されることとなっていますので、ちょっと先のことはわから

ないですけども。あと、例えば、定年延長が始まる時に、例えば退職金などといった
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ことは不具合がないように、多少、何て言いますか、特例がありますので、働きやす

いように。あと、違う制度、短時間で働く制度などもありますが、その方のライフス

タイルにあわせたような働き方という制度もございますので、そういった面では、再

任用よりは多少制度がよくなると申しますか、そういったことが見込まれているとこ

ろで。現状では、以上です。 

本間委員長  ほかにありませんか。（なしの声） 

それでは質疑がないようなのですが、この後、まだ、諸費から監査委員費まで、そ

れと同時審査としてふれあい館の管理費がありますので、一旦昼食をとってからでも

よろしいでしょうか。（はいの声） 

１時まで昼食のため休憩をいたします。 

（午前１１時４６分） 

（午後 １時００分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

先ほどに続きまして、③番、諸費から監査委員費に行きたいと思います。説明をお

願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書６１ページ中段、１０目諸費、本年度予算額８０６万

９，０００円。◎説明欄、防犯対策推進事業として４９７万６，０００円。ここでは、

１７節備品購入費は防犯用備品として、生涯学習センターに防犯カメラ１台の設置経

費を計上、また、１８節負担金補助及び交付金では街路灯等補助金などを計上してい

ます。 

次に、行政区長活動経費として１８２万５，０００円。全１９名の行政区長・町内

会長への報酬及び費用弁償を計上しています。 

次ページにかけて、総合賠償補償経費として５１万円。人口を基に算出する全国町

村会総合賠償補償保険料を計上しています。 

次に、諸経費７５万８，０００円。各種団体等への負担金を計上しています。以上

です。 

まちづくり課長  続きまして、６２ページ下段、１１目総合計画費、本年度予算額

１４万１，０００円。説明欄、行政評価システム事業は、行政評価委員会の開催経費

として、委員８名に係る報酬と費用弁償を計上しています。以上です。 

総務課長  次に、６３ページ、１２目百三十年記念事業推進費、本年度予算額３５

９万４，０００円。説明欄、百三十年記念事業経費として、開拓１３０年・町制施行

６０年に係る、記念式典・講演会等の経費を計上しています。 

税務課長  ６３ページ下段をごらんください。２項１目税務総務費、本年度予算額

２万４千円。税務総務経費では、固定資産評価審査委員会の開催に要する経費として、

委員３名に係る報酬及び費用弁償を計上しています。次ページにまいります。 

２目賦課徴収費、本年度予算額９８３万３，０００円。町税等徴収業務事業では、

徴収業務に係る経費として、１２万６，０００円を計上しています。 

次に、租税教育事業では、子どもたちが税の知識や役割を正しく学ぶ機会として、

中学３年生を対象とした租税教室、小学５年生を対象とした標語コンクールの実施に

要する経費として、２万５，０００円を計上しています。 
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次に、賦課徴収経費では、町税の賦課徴収業務全般に係る経費として、９６８万２，

０００円を計上しています。１２節委託料では、標準宅地鑑定評価業務に１３２万円、

基幹系システム改修に５０万６，０００円を計上。次ページへまいります、２２節償

還金利子及び割引料では、過年度還付金及び加算金については、前年並みの計上とし

ています。以上です。 

住民課長  下段をごらんください。３項１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額７

６７万１，０００円。戸籍住民経費では、次ページにかけまして、戸籍、住民基本台

帳、印鑑登録に係る事務、パスポート交付事務、個人番号カード関連事務に係る経費

を計上しています。前年度対比減額の主な理由は、前年度に実施しました戸籍総合シ

ステム更新委託料１，１８８万円の減額、及び個人番号カード発行主体の明確化に伴

う事務交付金２６９万７，０００円の減額によるものです。以上です。  

総務課長  次に、６６ページ下段、４項１目選挙管理委員会費、本年度予算額２６

万５，０００円。説明欄、選挙管理委員会運営経費として、次ページにかけて、委員

４名分の報酬・費用弁償、及び任期中１回の委員研修に係る費用を計上しています。 

次に、２目参議院議員選挙費、本年度予算額８１６万７，０００円。説明欄、参議

院議員選挙事業として、次ページにかけて、本年７月に執行予定の参議院議員通常選

挙に係る一連の経費を計上しています。 

次に、３目知事・道議選挙費、本年度予算額４６０万２，０００円。説明欄 知事・

道議選挙事業として、次ページにかけて、来年４月に予定されている知事・道議会議

員選挙に係る一連の経費を計上しています。 

次に、衆議院議員選挙費については、皆減です。以上です。 

議会事務局長  ６９ページ下段から７０ページ上段の統計調査費につきましては

商工費の説明となります。 

７０ページをごらんください。中段、６項１目監査委員費、本年度予算額１４２万

５，０００円。事業名 監査委員運営経費では、監査委員及びその業務に係る経費を

計上しています。以上です。 

総務課長  続けて、同時審査分の説明を行います。予算書１０５ページをお開きく

ださい。中段、５款１項６目ふれあい館管理費、本年度予算額１，０２７万５，００

０円。説明欄、ふれあい館管理経費として、夕張太ふれあい館の燃料費、光熱水費、

管理清掃業務２名分に係る委託経費をはじめ、管理運営に必要な経費を計上していま

す。前年度との主な相違ですが、１０節需用費の修繕料において、外壁の雨漏り修繕、

１４節工事請負費において、体育館のカーテン設置工事費用を計上しています。以上

です。 

本間委員長  それでは説明が終わりましたので質疑を行います。 

石川委員  予算説明書の１１ページですけども、上段にあります１３０周年記念事

業についてお伺いいたします。今年は開基１３０年であるということで、町長のほう

からも話がありましたけども、今回３５０万円、３６０万円近くの予算を組み込んで

行われるということですけども、具体的にいつ頃やるのか。内容的に、今の段階でど

こまで決まっているのかをお伺いいたします。それとあわせて、確か１２０年、私は

ちょっと記憶ないんですけども、なぜ今回１３０年でこういうふうな形にされるのか、
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それについても予定を教えていただければと思います。１２０年は式典やりましたか。

失礼しました。 

総務Ｇ主幹  １３０年記念事業におきましては、内容的には、１１０年、町制施行

４０年、平成１４年１１月１２日ですけれども、この時と同内容で開催したいと考え

ています。平成２４年に開催いたしました、開拓１２０年、町制施行５０年というこ

とで、この年は節目の年でしたので、ＮＨＫののど自慢を４月に開催しまして、そし

て功労者の式典を１１月に開催しています。開拓１１０年、町制施行４０年のときは、

１１月に功労者の式典と、ＮＨＫの目方アナウンサーという方をお呼びして講演をい

ただいております。そのときの１１０年と同じような規模で考えています。内容につ

きましては、功労者の表彰を令和４年１１月に開催したいと考えています。講演の内

容につきましては、先ほどありましたように、例えば日ハムの関係や、あと文化協会、

あと南幌高校の式典何かも秋口に予定されていますので、そういったこと等の内容を

見計らって、町民にできるだけ来ていただけるような方をお呼びして、時期はこれか

ら検討することとなろうかと思います。式典は１１月、それと一緒にするか講演は別

にするかは、これから検討させていただきたいと考えています。以上です。 

石川委員  予算の規模からいいますと、南幌高校の閉校式もだいたい似たぐらいの

ものですので、そんなに大きなものではないのかなと感じたんですけれども。ここで

記念誌の編さんとか、そういったことというのはされるのか。当然、まとめて、大き

な百年史なども作った経緯がありますので、それにつなげるものはあるのかと思うん

ですけども。再度お伺いいたします。 

企画情報Ｇ主幹  １３０年の記念誌ですけれども、広報広聴活動事業費の中で、開

拓１３０年記念特集号ということで、カラー２０ページの予算をみています。内容等

につきましてはこれから検討ということでまだ決まっておりません。発行時期につい

ても同様です。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

志賀浦委員  ６１ページかな、防犯カメラ。今、場所と設置台数は説明があったの

でわかったんですけども、この防犯カメラは最終的に何台ぐらいまで、これから予定

していくのか。あと実績というか、要は何か事件、事故等があったら警察署等から求

められると思いますが、そういう過去の実績があるのかどうか、その辺を教えてくだ

さい。 

環境交通Ｇ主幹  防犯カメラについてですが、平成２８年から令和２年までの当初

５年間の計画で６施設についてカメラを設置ということで実施してきています。その

後、今年度、令和３年度以降につきまして見直しを行いまして、警察や関係施設の担

当者と協議を進めまして、令和３年度以降は、令和３年度は各小中学、令和４年度に

つきましては生涯学習センター、令和５年度には町立病院に設置という計画を立てて

います。また平成２８年から令和２年までの実績の内訳につきましては、消防の横の

バス停に１台、役場庁舎正面玄関、職員玄関ですけども、こちらに各１台ずつ。中央

公園の駐車場について１台、あいくる１台、夕張太ふれあい館に１台、ふるさと物産

館ビューローに１台となっています。また警察等による捜査協力事案についてですが、

過去の実績といたしまして、令和元年度には２件、令和２年度は４件、本年度、令和
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３年度については１件、いずれも交通事故とまたは窃盗等の案件について捜査の協力

依頼ということで実績となっています。以上です。 

志賀浦委員  説明ありがとうございます。計画的に個数を増やしていくのはいいこ

とだと思うので、実績もあるからいいのかなと思うんですけど。中央公園の台数が１

台なのかな。きっともって中央公園はこれからもっと必要なのかなとは思うんですよ

ね。今の実績からいくと、ぽろろも、きっともって道路側を映す防犯カメラになるの

かなという思いがあるんですけど、できるだけ、そういうのを周知していただきたい

んですよね。要は、防犯カメラがあって機能しているよということを周知していくこ

とによって防犯抑制になると。過去の実績を聞いたのはそういうところなので、これ

から市街地の中で、安全でいけるということと公園が安全だよということを周知して

いかなくてはいけないと思うので、その辺は要望でいいんですけど、お願いしたいで

す。あと、ぽろろの方向だけ、ちょっと教えてください。 

環境交通Ｇ主幹  カメラの方向、向きですよね。これは住民からも要望等もござい

まして設置してきているわけですが、やはり子どもの通学路の安全確保という部分に

おいて、各施設から見て通学路の状況が映るような形で設置してきていますので、ほ

とんどが道路に向かっての撮影状況というような向きで設置しています。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

佐藤委員  １０５ページのふれあい館管理経費ですけれども、ここにＷｉ－Ｆｉは

使用されているのでしょうか。使用されていて、Ｗｉ－Ｆｉがなければ検討はされて

いるのでしょうか。１点です。 

財務Ｇ主幹  ふれあい館の関係です。ふれあい館はＷｉ－Ｆｉは設置していません。

現在、検討の段階になりますが、現在指定避難場等々を優先的に、Ｗｉ－Ｆｉの設置

に関して検討を進めて、整備をしているところです。まだふれあい館につきましては、

必要性等々を考慮してまだ付いてないような状況です。以上です。 

佐藤委員  夕張太地域において、公共施設というのはあそこぐらいかなと思うんで

すよね。それでやっぱり小中学生もタブレット授業をしておりますし、そういう部分

では、やはり夕張太のふれあい館において、そのＷｉ－Ｆｉ、これから整備もされる

ということですし、通信網も整備されるということですので、やはりふれあい館の中

のＷｉ－Ｆｉというのは重要になると思うんですけれども、ぜひやって行くという、

そういう思いはいかがでしょうか。 

財務Ｇ主幹  ふれあい館での使用用途、どういったことでＷｉ－Ｆｉが必要なのか

というところも十分に検討しながら考えていきたいというふうに考えています。以上

です。 

西股委員  まず、６１ページの関係ですが、街路灯補助のＬＥＤの関係ですが、今

どのくらい町内がＬＥＤ化になっているのか。令和４年度はどのくらいを見込んでい

るのか。それと新しく団地になっている、入居されている美園地区、ああいうところ

はもうほとんどＬＥＤ化になっているのかというところをちょっとお聞きしたいと

思いますので、お願いいたします。 

それと、６６ページのマイナンバーの関係ですが、町としてマイナンバーカードと

いうのはどんどん普及させていきたいというふうに考えているのでしょうか。使うメ
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リットというのがはっきりしないと、なかなかやっぱり普及しづらいのかなというふ

うに思いますので、この辺の町の考え方というのを聞かせていただきたいなと思いま

す。以上２点です。 

環境交通Ｇ主幹  街路灯のＬＥＤ化の状況ということですが、令和３年度、現在で

町内会等の全体のＬＥＤ化につきましては７３．５％ということで普及しています。

こちらについては全体で８３０棟のうち６１０棟までがＬＥＤ化に交換されている

ということです。また美園地区など、住宅団地が造成されているところですけども、

こちらにつきましては、電線、電気ですね、北電柱等の造成と伴いまして、それにあ

わせて道公社のほうに設置をしていただくという条件となっていますので、町のほう

から道公社のほうに依頼をして、設置していただいているところです。造成にあわせ

て、順次ＬＥＤで設置していくという予定となっています。 

戸籍年金Ｇ主幹  マイナンバーカードの交付率、普及率ですけれども、国において、

マイナンバーカードは令和４年度末には、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、普

及策を今加速しているところです。南幌町におきましては、２月１日現在の普及率、

交付率が３９．４％、全国４１．８％、北海道で３７．９％となっています。マイナ

ンバーカードの普及促進につきましては、利便性、メリット・デメリット、こちらの

安全性を周知することが重要かと思います。南幌町でも交付円滑化計画に基づいて、

引き続き町広報誌やホームページなどで啓発を行っていきたいと思っています。以上

です。 

西股委員  街路灯についてはだいたいわかりますが、また各行政区によっての設置

の差というのはどういうようになっているのでしょうか。設置が遅れているようなと

ころ等もあるかなというふうに思います、その関係についてちょっとお聞かせくださ

い。 

マイナンバーが令和４年度中にやらなくてはならないと言っている中で、まだ５

０％に満たないという状況ですが、これは今年度中にでも、やはり５０％以上になる

ぐらいの何らかの方法というのは考えていかなくてはならないのではないかなとい

うふうに思います。私も実際つくってはいるんですけれども、たいした必要性を感じ

ないという人が多いのではないかなと思うんですよね。これがなかったら絶対だめだ

というようなものではないというのが一番のデメリットかなというふうに思います。

また、運転免許証と一緒になるだとか、健康保険証も一緒になるよということになる

と、これは果たして本当にいいのだろうかなと。あまりにも情報が１枚のカードに入

り過ぎると、やはり情報の漏えいなど、いろいろ難しい面も出てくるのかなと。皆が

やはり危惧するところというのが多くなると思いますので、この安心感を得るような

形のものもどんどん町としてお知らせするのがいいのかなというふうに思いますが、

その辺についての考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 街路灯についてはだいたいわかりますが、また各行政区によっての設置の差という

のはどういうようになっているのでしょうか。設置が遅れているようなところ等もあ

るかなというふうに思います、その関係についてちょっとお聞かせください。 

戸籍年金Ｇ主幹  マイナンバーカードにつきましては、おっしゃられるとおり、こ

れからメリットと呼ばれるもので、健康保険証としての利用や運転免許証の一体化、
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ワクチンの接種証明書がそれで見られると、あと本人確認、一番大きいのは、今の時

点では顔写真つきの身分証明書ということぐらいしか大きいメリットがないと思わ

れます。今後につきましては、南幌町としてもなるべく多くの方にマイナンバーカー

ドを取得していただきたいという思いから、これから高齢者の方に、今随時カードを

つくられていない方に、申請書が郵送されていますが、自分で写真が撮れない、手続

の仕方がわからないと言われる方につきましては、役場の住民課の窓口で写真を撮影

し、また申請をサポートし、出張して申請書を作成するということを、令和４年度は

考えております。ただ反対に不安になっている方もいますので、そこはやはりこれか

らも引き続き安全性につきましては、町広報、ホームページで随時発信して、情報の

格差がないようなことで取り組んでまいりたいと思っています。以上です。 

本間委員長  それでは質疑がないようでございますので、質疑を終了してよろしい

でしょうか。（はいの声） 

職員の入れ替えがございますので、３５分まで休憩します。 

（午後１時２５分） 

（午後１時３５分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

それでは３款民生費。関連議案といたしまして、議案第１４号 南幌町児童生徒等

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定と議案第１５号 南幌町重度

心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制

定についての説明お願いいたします。 

保健福祉課長  予算書７１ページをごらんください。３款１項１目社会福祉総務費、

本年度予算額７，８７２万９，０００円。社会福祉協議会運営補助事業では、福祉事

業経費と事務局職員の人件費に対する一部補助金、３８６万１，０００円計上してい

ます。 

高齢者事業団運営補助事業では、事務局職員の人件費に対する一部補助金、１８０

万４，０００円計上しています。 

民生委員児童委員活動経費では、協議会委員２３名分の活動支援補助金と昨年度延

期になりました視察研修費用など２１６万円計上しています。現在の民生委員の任期

は本年１１月までとなっているため、改選に伴う推薦会を実施の予定です。 

国民健康保険特別会計繰出金では、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、

一般会計からの繰出金として７，００２万９，０００円計上しています。 

７２ページにまいります。避難行動要支援者避難支援事業では、管理システムに対

する費用、１８万５，０００円計上しています。 

社会福祉総務経費では、行旅病死人に係る経費、社会福祉関係団体への負担金、戦

没者追悼式の開催経費に対する経費、６９万円計上しています。次ページをごらんく

ださい。 

２目障がい者福祉費、本年度予算額３億４，０９９万２，０００円。地域生活支援

事業では、障がいのある方への福祉サービスや相談事業、障がいのある方への理解促

進を図るための啓発などの経費、８５５万５，０００円計上しています。 
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７４ページ中段をごらんください。福祉ハイヤー利用料金助成事業では、障がいの

ある方の外出支援を目的に、初乗り運賃の助成経費、７９万２，０００円計上してい

ます。人工透析患者等通院交通費助成事業では、透析療法で町外へ通院されている方

と、北海道が定める特定疾患受給者証を受けて定期的に通院されている方に対し、交

通費の助成経費、４５万円計上しています。 

精神保健福祉事業では、自殺予防対策として、こころの健康相談やこころの健康づ

くり講演会、命のふれあい交流事業等に係る経費、７１万６，０００円計上していま

す。次ページをごらんください。 

障がい者自立促進交通費助成事業では、福祉的就労や自立促進を目的に、障がい福

祉サービス事業所へ通所されている方への交通費一部負担５６万円計上しています。 

難聴児補聴器購入助成事業では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度

の難聴がある児童の健全な発達を支援するために、補聴器購入費等を助成する経費、

１１万３，０００円計上しています。 

障がい者福祉経費では、主に障がい者の就労支援や生活介護、補装具の支給などの

自立支援給付事業及び相談支援事業などに係る経費、３億２，９８０万６，０００円

を計上しています。 

７６ページ下段をごらんください。３目高齢者福祉費、本年度予算額１億３，５８

４万７，０００円。高齢者在宅支援事業では、緊急通報装置設置事業、除雪サービス

事業並びに屋根雪下ろし助成事業に係る経費、４８０万３，０００円計上しています。

次ページ中段をごらんください。 

老人クラブ助成事業では、町内の１７の単位老人クラブと老人クラブ連合会への補

助金、９９万１，０００円計上しています。 

介護保険特別会計繰出金は、詳細について特別会計予算で説明いたしますが、一般

会計からの繰出金、１億２，５００万８，０００円計上しています。 

高齢者福祉経費では、主に養護老人ホーム入所経費など、５０４万５，０００円計

上しています。以上です。 

住民課長  ７８ページ上段をごらんください。４目重度心身障がい者福祉費、本年

度予算額２，３１７万２，０００円。重度心身障がい者医療費助成経費では、重度心

身障がい者の医療費の一部助成に係る経費を計上しています。道の補助率は２分の１

で、後期高齢者医療制度の改正に伴い、前年度対比増額で計上しています。 

次に、中段、５目ひとり親家庭等福祉費、本年度予算額３７８万５，０００円。ひ

とり親家庭等医療費助成経費では、ひとり親家庭等の父親、母親及び子どもの医療費

の一部助成に要する経費を計上しています。道の補助率は２分の１で、実績を考慮し

てほぼ例年同様の計上としています。以上です。 

保健福祉課長  ６目地域包括支援センター事業費、本年度予算額３８９万円。地域

包括支援センター事業では、介護予防サービス計画作成などの経費を計上しています。

以上です。 

住民課長  ７目後期高齢者医療費、本年度予算額１億４，５１９万２，０００円。

後期高齢者医療事業では、本町が一般会計で負担すべき広域連合への療養給付費負担

金、保険料軽減措置に係る公費負担分と広域連合への事務費負担金の後期高齢者医療
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特別会計への繰出金のほか、高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な事業に係る経

費として、看護師・管理栄養士の人件費や消耗品費などを計上しています。以上です。 

保健福祉課長  ８０ページ中段をごらんください。２項１目児童福祉総務費、本年

度予算額８，８６５万９，０００円。学童保育事業では、臨時指導員５名分の報酬と

事業運営に係る経費、９１４万４，０００円計上しています。１節報酬の処遇改善報

酬につきましては、令和３年度から国補助により行われることとなった事業で、令和

４年も継続して行うため計上しています。なお、補助額は４月から９月分は全額国庫

補助となり、１０月以降の経費につきましては、子ども子育て支援交付金により国３

分の１、道３分の１の補助となります。また、令和４年度の３月８日現在の入会予定

児童数は、７０名となっています。次ページ中段をごらんください。 

早期療育事業では、発達に心配のある乳幼児などを支援する事業経費、２２万３，

０００円計上しています。８２ページにかけてごらんください。 

児童生徒等医療費助成事業は、従来の小学生までの医療費全額助成を高校生までに

拡充し、その経費として１，３４１万９，０００円計上しています。 

児童福祉総務経費では、すきやき隊活動事業、乳幼児等医療助成事業、障がい児支

援給付事業などに係る経費６，５８７万３，０００円計上しています。次ページをご

らんください。 

２目児童措置費、本年度予算額７，９８８万円。児童手当支給経費では、中学校修

了までの児童を対象に、年３回、延べ７，２１４人分を計上しています。 

３目保育所費、本年度予算額２億１，８３５万５，０００円。保育所等運営補助事

業では、いちい保育園と認定こども園みどり野幼稚園、町外の保育所・幼稚園等の施

設給付や延長保育、一時預かり事業等の実施に対する補助金などを計上しています。

なお、施設型給付の利用申込み状況は、３月８日現在でいちい保育園が７９名の申込

みがあり、認定こども園みどり野幼稚園の幼稚園部分が７４名、保育部分が３８名、

町外施設の利用が３名となっています。１８節の負担金の保育士等就労支援事業では、

近年の子育て世帯の転入増加により０歳から２歳までの保育に対する需要が多く、保

育士の不足が懸念されることから、円滑な保育運営を行うことが出来るよう、本年度

から実施するものであります。令和４年４月以降に、本町にある保育園と認定こども

園に新たに勤務する保育士に対して就労時に５万円、３年目まで町内在住者は月２万

円を、町外在住者には月１万円を。３年以上勤務をした場合には、４年目に１０万円

を支給するものです。同じく１８節の保育士・幼稚園教諭等の処遇改善報酬につきま

しては、令和３年度から国補助により行われることとなった事業で、令和４年も継続

して行うため計上しています。なお、補助金は４月から９月分は全額国庫補助となり、

１０月以降の経費につきましては、施設型給付の公定価格に処遇改善額が含まれるこ

ととなります。 

８４ページをごらんください。４目子育支援費、本年度予算額１，１４３万４，０

００円。地域子育て支援センター運営事業では、いちい保育園への事業委託費として

７３０万円。 

子ども・子育て支援事業では、子育て短期支援事業や養育支援訪問事業、ファミリ

ーサポートセンター事業等の経費１１６万円計上しています。 
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病児・病後児保育では、施設管理等にかかる経費などとして２９７万４，０００円

を計上しています。以上です。 

住民課長  続きまして、関連議案の説明をいたします。 

議案第１４号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例制定について、並びに議案第１５号 南幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についての２議案となります。 

別途配布しています、議案第１４号資料 新旧対照表をごらんください。 

 初めに、改正の概要について申し上げます。本２議案の条例改正につきましては、

第６期南幌町総合計画 後期基本計画の策定において、「誰もがいきいきと暮らせる

まちづくり・児童福祉の充実」で掲げた施策を展開するもので、乳幼児から従来は小

学生までとしていた医療費無料化の対象を、令和４年度から高校生までに拡充し、子

どもの健康増進と子育て世代の経済的負担の軽減を図るものであります。 

それでは議案ごとに説明いたします。新旧対照表、左側が改正後の新条例、右側が

改正前の旧条例、下線の箇所が改正部分です。 

第２条の（用語の定義）の規定については、児童生徒等の範囲について、文言の整

理を行うものです。 

次に、第５条の（助成の範囲）第１項の規定については、３分の２の額を助成する

規定を削り、対象者の医療費全額を助成するよう改めるものです。次ページをごらん

ください。 

第２項の規定は文言の整理を行うものです。 

旧条例の第３項は、小学生に対する医療費の全額助成の規定ですが、新条例第１項

において、６歳から１８歳以下までの医療費全額の助成について、新たに規定するた

め、項を削除するものです。 

附則として、第１項、施行期日、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

第２項は、経過措置を規定するものです。 

以上で、議案第１４号の説明を終わります。 

 

続きまして、議案第１５号資料 新旧対照表をごらんください。 

第４条の（助成の額）の規定は、医療費の全額助成の対象を１２歳以下から１８歳

以下に改めるものです。 

附則として、第１項 施行期日、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 第２項は、経過措置を規定するものです。 

 以上で、関連議案の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

志賀浦委員  屋根の雪下ろし助成についてですけれど、近年雪がすごく多かったの

で、家屋の倒壊などともう毎日のようにニュースになっているんですけれども、今年

度の実績がどのようなものだったのか教えてほしいのと、あと屋根の雪下ろしを担う

業者というか、人のやりくりは大変だなと思いますが、その辺の状況があったら教え

てほしいです。 

それと次に、予算書の８４ページ、病児・病後児保育事業ですけれども、何とかう
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ちも開設してもらってよかったなとは思っているところなんですけれど、最近の報道

で、岩見沢の施設が、施設費が絡むのか取りやめて、ファミリーサポート事業の中で

やるという報道が出たんですけれど、ちょっといかがなものかなと見ていたんですよ

ね。うちの事業として、採算性ではなくて、こういうものは多少採算がなくても続け

ていかなくてはいけないと思うんですけれど、その辺の方針があったら教えてほしい

です。２点です。 

高齢者包括Ｇ主幹  屋根の雪下ろしについての御質問にお答えさせていただきま

す。令和２年度におきましては、屋根の雪下ろしの登録者につきましては５名、また

実績の助成に関しましては１件の実績でした。令和３年度におきましては、登録の申

請者が９名となっています。継続者が５名、新規が４名の登録となっています。また

例年より雪が多かったため、今回助成の件数は１０件の助成をさせていただいていま

す。中には１回では収まらなかったものですから、２回屋根の雪下ろしの助成をとい

うところで、業者さんにお願いをして依頼している方もいらっしゃいます。また、御

質問の中の、業者のやりくりにおきましては、まず申請にあたっては、業者さんのほ

うに町のほうで登録していただき、どの業者さんがというところで把握していただい

ている部分があります。また通常毎年、屋根の助成に関して行っている高齢者に関し

ましては、同じところの業者さんをお願いしているところもありますが、やはりこの

雪のせいで、今年初めて登録する方もいらっしゃいますし、また、耳が遠くて自分で

電話ができない高齢者の方もいらっしゃるものですから、その方におきましては、私

どものほうで、この業者さんがあるということを話しまして、どこがいいかというこ

とを御希望をとり、町のほうで業者さんにお願いをして、日程調整をさせていただい

たという経過があります。以上です。 

健康子育てＧ主幹  病児・病後児保育の件ですが、まず、岩見沢で病児・病後児保

育を取りやめてファミサポに移行したということを新聞で私も知っているところで

すが、南幌町につきましては、ファミサポは子育て経験者が提供会員となってお預か

りするという観点から、病児のお子さんを預かるということについては、お互い不安

を伴うものですからファミサポで預かることはよろしくないと考えているところで

す。私たちの町でやっている病児・病後児保育ですが、町立病院の一角を借りまして

病児・病後児保育をやっているわけですが、採算性というところですが、まずこの開

催しているということで、子ども・子育て交付金のほうが国３分の１、道３分の１、

町が３分の１持つということになっているわけですが、職員は、役場の保育士の資格

を持った職員ということで、病児・病後児保育の対象がいて、預かりが必要になった

場合そちらを優先して行いますが、普段の業務は、事務職として保健福祉課の業務に

携わっていただいておりますので、それだけ専属でやっているわけではありませんの

で、採算性はとれているのかなという感じで思っています。以上です。 

志賀浦委員  屋根の雪下ろしのほうはわかりました。大変苦労なさっているのかな

と思うんですけど、事故がなくてよかったなと。もう札幌などでは、潰れていくのを

見ていると、本当にいつ、うちかなという気がしますので、その辺抜かりなく続けて

ほしいと思っています。 

病児・病後児保育についても、考え方を聞いただけでわかりました。予算書の中で
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見ると、国の補助、道の補助が出ているから、そんなには、３分の１だからかと思う

んですけれども。せっかく開設したのに、何年か後に同じような状況で利用者が少な

いからやめますという話になったら何にも意味がないと思うので、極力そういうこと

のないように一生懸命頑張っていただければと思います。答えは要りません。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

佐藤委員  ７２ページの、避難行動要支援者避難支援事業のことついて聞きたいで

すが、これは町が管理したシステムを使って支援者の安否確認をするものになってい

るということで以前お聞きしておりまして。町民にとっては、大変安心できる、そう

いう事業だという思いでいます。それで現在の登録人数と現状、だんだん高齢化にな

ってきて登録者が増えていて、その支援者が本当に間に合うのかいうことで、今の現

状を教えていただきたいということですけれど、１点だけです。 

福祉障がいＧ主幹  ただいまの御質問の件で、避難行動要支援者のシステムの関係

ですけれども、現在の登録人数ということで、避難行動要支援者といわれる方々です

けれども、全体名簿につきましては、災害があったときに、そういう状態にかかわら

ず、本人の同意の有無に関わらずに名前を公表できるという、紹介できるというもの

で、それに登録している方が５６名、その名簿に載せることに同意はしますけど普段

からの公表はしないでくださいという同意者については４７名。前年から比較します

と、全体名簿登載者は前年が４７名でした。同意者名簿については前年４３名という

ことで推移して、今年度人数は増えている状況にあります。現状としましては、やは

り高齢化も進んでいる中で、一人でお住まいの方がそういった対象になってくる方が

多くなってきているようにも思っております。また、それらをそういう災害時に支援

していただく方というのは、主には地域の民生委員さんを想定していますが、支援を

要する人々も増えていますので、そういう中で支援する方の人数が限られているもの

ですから、そういう部分では、委員のおっしゃる心配も危惧されるところはあるかと

いうふうには思っています。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。今、数字を聞かせていただいて、潜在的にはも

う少しあるのかなという思いではいるんですけども、やはり最近、だんだん災害が郡

発地震や自然災害も増えてきて、こういう形の事業があるというのは、すごくありが

たいですけれども、ただ、今御説明あったように高齢者が増えてきて、支援する人が

減ってきてということになると、やっぱり地域の人たちの見守りがすごく大事になる

と思うんですね。そういう中で、認知症の方や耳や言葉が不自由な方であったり、外

国の方がいたりなどで、普段つながりがない人が災害の時に、何といいますか、守る

といってもなかなか厳しいと思うんですね。それで、ある地域で、バンダナとありま

すよね、バンダナに、自分は目が不自由ですとか言葉が不自由です、援護してくださ

いというのを首に巻いて、災害のときに、利用するということも聞いたんです。そん

なに費用はかからないと思うんですよね、布１枚なので。そういう部分で、誰が見て

も、あの方は要支援者なんだなというふうにわかるような、そういう取り組みだと費

用がかからないで、地域の人もすぐ助けてあげたいというふうになるのではないかな

と思いますので、そういうところもちょっと参考にしていただけたらと思いますので、

よろしくお願いいたします。以上、要望です。 
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本間委員長  ほかにございませんか。 

石川委員  予算説明書の資料のほうですけども１２ページ、上から二つ目で保育士

の就労支援事業ということで、今年度新規事業として立ち上げたということですけど

も、先ほどもいろいろ説明の中で、今年の園児の人数やいろいろな背景については話

を聞いたんですけども、実際のところ、うちの保育所、そして幼稚園、保育士の数と

しては厳しいのでしょうか、どういうふうな状況なのかその具体的な背景についてお

伺いしたいと思います。そして、その財源の手当てとして、ここに書いてありますよ

うに、ふるさと応援基金を繰り入れるというふうな形でありますけども、どういうつ

ながりなのか、それについてもちょっとお伺いしたい。 

健康子育てＧ主幹  まず、保育士等就労支援事業の背景にあたるところですけれど

も、年々働く母親が増えていることと近年、ここ数年なんですが南幌町に子育て中の

世帯が多く転入するようになったということが背景となっていまして、保育所、認定

こども園、どちらに関しても徐々に保育園児は増えています。そこで実態としまして

は、働いている親が増えてきているということがありまして、あと３歳児の無償化と

いうところも加味して、それをきっかけに働くことになったということがあります。

そして今まで私たちも対策をとって、幼稚園を認定こども園にして保育園部門の受入

れをしたりとか、あるいは１、２歳の受入れの枠をつくったり、あと今年度につきま

しては、０歳児、満１歳になる子から預けられるように受け入れをしていたところで

す。ただそれでも、今後の見通しからすると、今後どんどん子育て世代の方の転入が

増えていくことも見込まれるところと、あと保育園、認定こども園の保育士の状況を

毎年のように確認しますが、やはり保育士の確保がとても大変になっているというこ

とを毎年のように聞きます。やはり近隣、近隣といっても空知管内ではなくて札幌、

江別、恵庭、北広島などで慢性的な待機児童がありますので、そこの解消をするため

にやはり補助をかなり出しておりまして、その額もかなりの額を出して、学生のうち

から保育士を確保するという動きがとても顕著になってきています。それで保育園と

しては、行政の学校に出向いて面談などをいろいろするにあたって、南幌町は補助は

ないのでしょうかということも聞かれたりなど、そういうことを目の当たりにしてい

まして、何とか助成はしていただけないものでしょうかということは、毎年のように

聞いてはいたところですが、今回、やはり増えていく見込みが南幌町ではあるという

ことで、今現在として待機児童は、年度当初にはないわけですけども、今後はわから

ない状況でいるところで、こういう事業を後期計画の中に盛り込んだところです。 

財務Ｇ主幹  ふるさと納税の財源の関係ですが、ふるさと応援寄附金につきまして

は、子どもの活躍を、いろいろな事業に充てていますが、その中の一つとして、子ど

もの活躍を支え成長を願う事業ということで、子育て支援事業に係る部分に充当をし

ています。そこで今回、保育士等就労支援事業につきましては、こちらの内容と合致

することから、ふるさと納税を充当するような形としています。以上です。 

石川委員  これにつきましては理解しました。基金の繰入れにつきましても理解し

たところです。実際みどり野幼稚園は柏学園ですし、いちい保育園はいちい学園と、

結構あちこち恵庭や北広島や栗山にも同じような形で保育所があるんですけども、そ

ちらのほうの自治体等の足並みとはどういうふうな形なのでしょうか。その辺りにつ
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いても、ちょっとお伺いできたらと思います。 

保健福祉課長  それぞれ、そこの自治体の考えですので、特に近隣町との足並みは

そろえてはいません。我が町として保育士の確保をしていくということを大前提に考

えておりますので。ちなみに栗山等では保育士の不足はない状況にある。待機児童は

いない状況にあると。近隣で、この空知で待機児童が、うちはないですけれども、今

後懸念されるのは我が町というところでして、それぞれほかのところにある保育所、

幼稚園に関するところについては、特に足並みを揃えているような状況にはございま

せん。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか 

熊木委員  資料の１１ページの下段の、児童生徒等医療費助成事業。これは長年、

同僚議員も質問したり私も質問したりして、長年の願いが本当に今回通じたっていう

ことで、今回の予算の中では本当に大いに評価できることです。それで、今まで子育

て支援ブックなどいろんな形で、いろんなものをつくってきていて、町外などにも配

布されたりしていて、やはり南幌の子育てというか、その子育て支援ということです

ごく注目を浴びていると思うんですけれども、これをどのようにアピールして、新た

に何かそういうものをつくるような計画があるのか、その１点だけ伺います。 

健康子育てＧ主幹  子育てガイドブックですが令和４年度に改訂になります。その

ために予算も取っているところですので、新たな助成については載せられると考えて

おります。 

熊木委員  新しくガイドブックができるということで、すごくよかったなと思って

いますし、先ほど今、課長のほうからも、待機児童がこれから出るかもしれないとい

うことで、やっぱそれぐらい今子育て世帯が増えているということは高く評価するも

のです。それで、ガイドブックだけではなくて、やはりいろんな形で、南幌町はこう

いうこともするんだということをその中の一つに、大きなことなので、ぜひ宣伝して

ほしいなと思いますので、要望します。以上です。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

西股委員  資料の１２ページ、保育士等就労支援事業です。これは事業所のほうに

出すということで、直接的に保育士には払わないということですよね。これは事業者

の方からという形で、それとその事業をいつまでやってくれるという形で考えている

のか。未来永劫というか、この辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

健康子育てＧ主幹  保育士等就労支援事業の、どのように保育士のほうに支給され

るのかというところですが、確かに交付対象は事業主となっています。ただこれに関

しましては、事業主が受け取って、そのまま保育士のほうに就労祝い金、手当、勤続

祝い金として行くように定めることとなっております。そして私たち保育所、認定こ

ども園ともに指導監査というものをしておりますので、その中で給料の状況や支出の

状況などを確認とりますので、そこについては間違いなく支出するようにチェックを

するところです。いつまでこの事業をやるのかというところですが、先ほど私のほう

から背景や実情などをお伝えしましたが、その背景、実情が解消されない限りは続け

ていきたいと考えております。 

西股委員  なかなか１回設定しちゃったら、やめるのはなかなか難しいのかなとい
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うふうに思いますので、できるだけ続けるような形で進めていっていただけたほうが

良いのかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

なければ、質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは続きまして、４款衛生費。説明をお願いいたします。 

保健福祉課長  予算書８５ページから８６ページにかけてごらんください。４款１

項１目保健衛生総務費、本年度予算額１，１５６万９，０００円。母子保健事業では、

母子手帳の交付、妊産婦及び乳幼児の健診、産後ケア事業などに係る経費を計上して

います。 今年度は、新型コロナウイルス感染症における事業として妊婦あんしん支

援金事業を継続実施するほか、本年度より乳幼児歯科検診・フッ素塗布の自己負担金

を無償化いたします。また、子育て支援アプリを導入し、アプリを登録した１歳以下

の子どもがいる世帯に非常用持ち出しリストと乳幼児用の防災リュックを無償で配

布いたします。 

８６ページ下段をごらんください。２目予防費、本年度予算額６，５２０万７，０

００円。成人保健事業では、各種がん検診実施に伴う検診料や受診券交付などの経費、

１，６２５万９，０００円計上しています。なお、本年度より女性特有である子宮が

ん、乳がん検診の自己負担金を無償化いたします。 

８７ページ下段をごらんください。感染症予防事業では、乳幼児と高齢者に対する

各種予防接種に伴う委託料などの経費１，８６４万４，０００円計上しています。な

お、平成２５年６月から積極的な勧奨を控えていた子宮頸がんワクチン接種について

は、令和４年度から積極的勧奨を再開することとなるため、接種に係る委託料を増額

し計上しています。 

８８ページ中段をごらんください。新型コロナウイルスワクチン接種事業では、ワ

クチン接種にかかる経費３，０２０万１，０００円を計上しています。 

８９ページ下段をごらんください。予防経費では、狂犬病予防接種、畜犬登録など

の経費１０万３，０００円計上しています。 

住民課長  続きまして、９０ページ上段をごらんください。３目環境衛生費、本年

度予算額７７２万５，０００円。環境衛生経費として５４万６，０００円。墓地管理、

スズメバチ駆除に要する経費などを計上しています。 

次に、南空知葬斎組合負担金として７１７万９，０００円を計上しています。前年

度対比減額の主な理由は、南空知葬斎組合負担金で、伏古斎苑火葬炉改修工事及び冷

暖房機器更新工事の完了に伴う負担金１，２７８万９，０００円減額によるものです。

以上です。 

保健福祉課長  ９０ページ下段をごらんください。４目病院費、本年度予算額３億

７２１万円。病院事業会計繰出金につきましては、詳細については、病院事業会計予

算で説明いたします。 

５目保健福祉総合センター管理費、本年度予算額４，６５１万６，０００円。保健

福祉総合センター管理経費では、あいくる全体の維持管理に係る経費を計上しており、

本年度は、浴場等換気設備改修工事と事務所環境改善工事の費用を計上しています。
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以上です。 

住民課長  続きまして、９２ページ下段から次ページにかけてごらんください。２

項１目じん芥処理費、本年度予算額１億４，１６３万円。ごみ処理対策事業では、不

法投棄された処理困難物の処理等に係る経費のほか、南空知公衆衛生組合負担金１億

９８０万５，０００円及び道央廃棄物処理組合負担金２，９５９万５，０００円を計

上しています。前年度対比増額の主な理由は、１８節備品購入費で、転入者が増加し

ている美園地区などにおけるゴミボックス購入経費の増加、１９節負担金補助及び交

付金で、道央廃棄物処理組合負担金の焼却施設建設工事費の増加に伴うものです。 

次に、中段、２目し尿処理費、本年度予算額１，２８２万７，０００円。し尿等処

理委託事業では、北広島市へのし尿処理事務委託に係る経費を計上しています。 

以上で、４款 衛生費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

熊木委員  ２点質問します。資料の１２ページの、今も説明があったんですけれど

も、乳幼児防災備蓄品支援事業、これ防災リュックの配布というふうになっています

けれども、今まで要望などがあったのかどうか１点と、それから１歳以下の子どもが

対象となっていますが、材質や中身など、その辺はどのようなものを考えているのか

伺います。 

それからもう１点は、９０ページの環境衛生費の中で、南幌墓地管理用備品という

ふうにあったんですけれども、これはどのようなものが備品として今計上されている

のか、この２点お願いします。 

健康子育てＧ主幹  防災リュックについてですけれども、まず、要望があったかと

いうところですが、こちらのほうは、直接要望はあったわけではございません。この

件につきましては、後期計画のワーキンググループの中で、母子手帳アプリと防災リ

ュックの提案がございまして、その提案に基づきまして今回予算にあげています。そ

してこの防災リュックの中身ですけれども、まずリュックは、子どもが背負うリュッ

クではなくて、防災用のグッズを入れるためのリュックということで、ちょっと素材

のほうは、見た目では綿か何かなのかなという感じはしますけれども、頑丈なものだ

と思います。中身ですけれども、リュックの中身は、手回しの充電ライトや、あと応

急セットのポーチ、中身には、カットバンやハサミ、ガーゼなどというものが入って

いる救急セットのポーチ、あと、ウェットティッシュ、救急シート、使い捨ての哺乳

瓶、あと液体ミルクなどが入っています。そのほかに、乳幼児が必要なリストをつけ

て、その中に入れておくものです。そして配布をした御家庭で、そのリュックの中に、

カスタマイズというか必要なものをその中に入れて、万が一のときに備えていただく

というものの内容となっています。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  南幌墓地の管理用備品についてですが、町内には、南幌墓地、晩

翠墓地、夕張太墓地と３カ所の墓地がございますが、唯一、南幌墓地について給水設

備が整っています。そちらに夏場に手桶を用意しまして設置しているところですが、

そちらの手桶を収納する棚というものが今まで設置されていなくて、今回、令和４年

度の予算で収納棚ということで、手桶を保管しておく棚のほうを予定検討していると

ころです。以上です。 
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熊木委員  防災リュックの説明をいただいたんですけれども、乳幼児が自分で背負

うなど、そういうものではないということでしたね。あと何かその、乳幼児用防災リ

ュックと、何かその表現が、何か紛らわしいのかなと感じました。備蓄して、いろい

ろ入っていて、だからその辺もう少しわかりやすいというか、そういう表現に変えた

ほうがいいのではないかなと感じたんですけども、その辺ちょっと、御意見伺いたい

と思います。 

それから、墓地の関係では今、伺ったんですけれども、以前、墓地の入口などは整

備がされていて、それが横の所、そういうところの整備などというのは、特別この金

額には含まれてはもちろんいないですし、そういうような検討はされているのか、そ

れから今年のように雪がすごく多くて、お彼岸も近づいてくるという中で、例えば除

雪などそういうのはどのような検討がされているのか、ついでに伺いたいと思います。 

保健福祉課長  防災リュックの関係ですけれども、名称はちょっと紛らわしいのか

もしれないですけれども、このアプリとの関連性ですけれども、このアプリの導入の

背景には、やはり防災について興味を持ってもらおうということも背景にございます。

万が一、母子手帳を紛失してしまったときには、こちらにデータはあるものもありま

すけれども、なくなってしまう可能性もあるわけです。ただ、このアプリに今までの

ことを登録しておけばバックアップがされるので、災害の時にも呼び起こせるという

利点がございます。なので、そういった意味も込めて、登録しておくと、お子さんの

記録が何かあっても残っていきます。また、遠くに住んでおられる、おじいちゃんお

ばあちゃんにも、普段の姿を写真で撮ると同じように共有ができる、そういったよう

な利点もあるので、紙だけではなくて、こういったものも活用することによって、防

災意識も高めていきたいということも含めて、この防災リュックとつなげているとい

う背景もあるわけです。なので、アプリを登録していただいた方にというのは、そう

いう意味も込められているということで御理解いただければと思います。以上です。 

環境交通Ｇ主幹  その他の整備ということでしたが、通路等で目立った補修するよ

うな箇所というのは、現在のところ見当たらないということで、今回管理の予算には

含まれておりません。除雪の関係等になりますが、墓地については雪を除ける、飛ば

す、置く場所、スペースがないものですから、なかなか園内の除雪というのは難しい

と。ただ、南幌墓地については駐車場もあることですから、雪解けの状況を見まして、

あまりにも車の置けないような状態となれば、除雪のほうも土木グループと協議して、

依頼していこうかなと今考えているところです。以上です。 

熊木委員  墓地のことについてはわかりました。防災リュックですけれども、今、

防災アプリとの関係ということで今、課長のほうからも説明があったんですけれども、

アプリを活用していれば、その防災リュックにつながって、それがこうすぐ理解でき

るというふうになるのか、その辺がどうなのでしょうかね。何かやっぱりその表現っ

ていうか、もう少し工夫する必要があるのではないかなと思うんですけれども、その

辺、検討できるのであれば、それを見てすぐわかるようにということを検討していた

だきたいと思います。要望します。 

本間委員長  ほかに質問ございませんか。 

内田委員  新型コロナウイルスワクチン接種について伺います。５歳から１１歳の
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子どもですけれども、南幌町は高齢者も子どもも大変早く対応していただいて、皆さ

ん、高齢者の方が特に喜んで感謝しているところですが、新聞では何かその供給量が

見通せないという不安な、そういう記事もありました。それでこっちはどうなのかな

っていうのを１点と、町民の方もだいぶ慣れてきたというか子どもなどもそうですけ

れどワクチンをするか、しないかと、子どもは軽そうだからしないかなと、悩んでい

る親御さんもいらっしゃるようなんですね。やっぱりその、悩む、迷う、それと現実

の間のところに、何ていうか、行政側からの熱い言葉というか、その必要性というか、

その悩みの部分を解消してくれるような、そういう説明というんですか、そういうも

のが必要かなと思うんですけれど、今のところ、そういう親御さんからどうなのかな

と思うので質問します。 

それから町民の声として、店舗の手指消毒をしない方が見受けられるようになりま

した。さらなる注意喚起のために、年代別、数は新聞で報道されてますけれども、感

染者の年代別は公表できないのかということをいただいているので、この２点伺いま

す。 

健康子育てＧ主幹  まず、ワクチンの供給量についてはどうかというところでした

が、３回目接種が始まったころは、国のほうも供給量の計画があまり示されていなか

ったところもありまして供給量が不安なところもございましたが、現在、２月から３

月にかけまして、一気にワクチンが届くようになっていますので、供給量につきまし

ては、十分な量が入ってきている状況です。続きまして、５歳から１１歳の小児用の

ワクチンについて、親御さんが悩んでいるということで、現状や説明についてはどう

かというところだったかと思うんですけれども、確かに、親御さんは、ちょっと様子

を見ているという方も多くいられますし、あるいは、持病があったり、あるいは同居

の家族に高齢者がいたり、頻繁に祖父母の家に行ったりするので、やはり高齢者に移

したら困るということで早めに打ちたいという方もいますので、いろんな考え方がい

るわけですけれども、南幌町コロナワクチンお問合せ窓口というのを専門に開いてお

りまして、そこで私ども保健師が対応させていただいておりますし、そういう質問が

ある場合は丁寧に説明をさせていただいております。確かにメリットとデメリットが

ありますので、そちらにつきましては今回５歳から１１歳のワクチンの接種券を送る

際に、大人とは違いまして、１枚余分に入れています。じっくり読んでいただいて、

まずそこで理解できない場合は、こちらにお問合せをしていただくような形になりま

すけれども、皆さん判断して、打つか打たないかを考えて予約をしている状況です。 

あと、３番目に、感染者数の年代別につきましては、全世帯に言えることですけれ

ども、感染者数は公表されておりませんし、細かな報告はございませんので、年代別

に数字を出しているものはございません。ただ、子どもに関してですけれども、保護

者から学校や保育園、幼稚園に連絡が来まして、そこにつきましては、情報を共有し

て対応していかなくてはいけないというところでは、人数の把握を子どもについては

若干させていただいているところです。ちなみに今のところ、幼稚園・保育園児は７

名、小学生につきましては１０名、中学校では１５名ということで、その都度連携を

とりまして、学級閉鎖、学校閉鎖、あるいは幼稚園のクラスの閉鎖などを、もちろん

保健所とも協議した上で、一緒に検討させていただいているという状況です。 
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内田委員  ありがとうございます。このお問合せ窓口があるということは、すごく

うれしいことですね。やっぱりこの迷いという、その不安というものの受け皿、そこ

があるというのは大変ありがたいなと思うんですね。私も、ホームページを見ていく

と。厚生省のＱ＆Ａ、ほとんどそういう、迷い、不安、そういったものに対して、大

変丁寧に、優しく答えていただいているので、やはり、こういう窓口が、そういう町

民と感染症の潤滑油みたいなのになってくれることが、ありがたいなと本当に思って

います。それで、ホームページから見てみたんですけれども、接触確認アプリってい

いますか、こういったのがあります。感染拡大防止につながる、スムーズに検査につ

ながると、そういったものが進められていますよね、ぜひ皆さんもということで、厚

生省というんですか、だから皆さんそういうのを使われているのかどうか質問します。

それと、抗体検査キット、これが、周りの町で洋服屋さんで売っていたという、これ

も商売ですから、早めにこういうものを対応するっていうのもまた一つの商魂という

か、ビジネスなんだなと思いましたけれども、こういった抗体検査キット、南幌町で

は確保していらっしゃるのか、もししていなくて、こういう民間で買われて使用する

時、注意点などあれば伺いたいと思います。 

それと無料ＰＣＲ検査というのもあったんですけれども、そういったのは南幌町で

も薬局かどこかあるのかどうか、御存じなのかどうか、お聞きしたいと思います。 

健康子育てＧ主幹  まず、厚生労働省が進めている接触確認アプリにつきましては、

これはいろんなイベントやお店など、いろんなところに行った時に、そこで、アプリ

をとって、そしてそこの時点で陽性者が出たらお知らせが来るというシステムです。

ただ、お知らせアプリですが、あまり機能していないのではないかということはちょ

っと聞いております。確かに私も、当初接触アプリだということで、毎回お店に行っ

たらやっていたところですが、いつの間にかやらなくなったというのが現状で、接触

アプリの情報を届いたよということもあまり身近に聞かないものですから、あまり機

能してはいないのではないかなというふうに感じております。ちょっと、その辺の情

報も私、ちょっと疎いものですから、ちょっとわからないところではございますが、

そういう感じを受けております。また、抗原キットにつきましては、薬局で基本的に

は売っているかと思います。ただ、感染症が流行っている段階では、それもなかなか

手に入らないということも聞いてはいました。また無料ＰＣＲにつきましても、まだ

国、北海道のほうでもやっているということを聞いていますので。南幌町では実はや

っているところはないです。それも確認をしました。まず、長沼のツルハではやって

いて、なんで南幌のツルハはやっていないのかというところですが、これは調剤薬局

をやっていないからできない状況です。まず、薬剤師がいないということでは、ＰＣ

Ｒの無料検査の事業には乗れないということで、ツルハはできません。あとのやって

いる南幌町では２カ所ありますが、そちらにつきましても確認したところ、１カ所に

ついては場所の確保ができないということと、もう１点は人材の確保がちょっと難し

いということで、薬剤師会からかなり推奨されていたところですが、お断りしたとこ

ろですということで御返事は聞いております。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。私もあまり、ただ調べることなく、感情面で、

皆さんにコロナワクチンについて最初からずいぶん質問をしたなと、そういう点で、
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今何回か質問していて、やっと何かこうたどりつけた。これは感染症というから風邪

かなと思うんですけど、５類というんですか伝染病の何か専門用語で言えば、だけれ

どもやっぱり早くインフルエンザになっていただくために、変わらず、その消毒、手

指消毒、マスク、もっとこういったことだけはきちっとやり続けていかなければいけ

ないというところにたどり着けました。ありがとうございます。 

佐藤委員  すみません、先ほど説明受けたんですけども、子育て支援アプリの件で

すけれども、もう少し知りたいことがあるんですけれども、これというのはお子さん

一人ひとりの情報が町と共有されるということになるのでしょうか。それと、あまり

いないとは思うんですけれども、スマホの機械をお持ちでない方に対しては、どうい

う対処をされるのかということと。それと母子手帳ということですけれども、今まで

の母子手帳は紙の媒体だったので１冊だったんですけど、例えば父親と共有できるな

ど、何かそういうこともできるものなのか、そこのところをお聞きしたいです。 

健康子育てＧ主幹  まず、お子さんの情報が保護者と町で共有できるのかというと

ころですが、この母子手帳アプリですが、保護者の方が自分で、成長曲線や予防接種

の管理などというものを入力して自分で管理するというところと、アプリの登録は本

名でするものではなくて、私たちが、誰が登録しているかはわからない状況になって

います。ですので、町と保護者がそのアプリを共有できるかというのは、結論から言

うとできません。ただ町が、例えば何歳から何歳、何年何月生まれから何年何月生ま

れの方に町の情報を送るということはできます。ですので、ピンポイントにこの方に

情報をお知らせするということではなくて、月齢でお知らせすることは可能です。ま

た母子手帳アプリのメリットとしましては、保護者の方が、例えばホームページでい

ろんな情報が更新がされているかと思うんですが、保護者の方が見に行って、ホーム

ページから必要な情報を選んで見るということが基本だと思うんですが、この母子手

帳アプリになりますと、ホームページで、母子情報や子育てのいろんなタイムリーな

情報が、アプリを入れたら飛んでいくようになっていますから、興味がなくてホーム

ページをもし開かなかったとしても、そこに情報が入ってくるということでは、こう

いうことやっているんだというふうにいち早く情報が得られるということがありま

す。母子手帳を父親と共有できるのかというところですが、このアプリはできます。

父親もできますし、おじいちゃん、おばあちゃん、パスワードなんかちょっとどうい

う形で見るかわからないですけれど、たぶん暗証番号やパスワードなど何かあると思

うんですが、そういう番号で共有して見られることができますので、例えばそこに写

真、タイムリーな赤ちゃんの写真などを入れると、おばあちゃんが遠くにいても見ら

れるという状況になってございます。先ほど課長からもありましたけど、災害時に役

立てられるということで、もし母子手帳をなくしたりとか、あるいはスマホをなくし

たり、あるいは変えたりというところで、バックアップがとれておりますので、ここ

についてはどういう状況になっても、それは保存されるということになっています。 

佐藤委員  情報セキュリティーの上で、共有ということになれば、いろいろ難しい

問題も出てくるのかなと思ったんですけども、今の御説明であれば、町側から情報を

流していただいて、スマホに来れば忘れないようになるという、そういう利便性があ

るということでした。それと先ほど、父親も一緒にわかるということでは、最近はや
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っぱり一緒に子育てするという家庭がすごく多いので、お子さんの情報を父親にもし

っかりわかっていただくという部分ではいいのかなというふうに思いました。わかり

ました。以上です。 

本間委員長  ほかに質問はございませんか。（なしの声） 

ないようなので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

職員の入替えがございますので、３時まで休憩いたします。 

（午後２時４９分） 

（午後３時００分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

介護保険特別会計の説明をお願いいたします。 

保健福祉課長  それでは、議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予算

の説明をいたします。 

 初めに歳出の説明をいたします。１５ページをお開きください。１款１項１目一

般管理費、本年度予算額１５８万４，０００円。介護保険事務全般に要する費用を計

上しています。 

次に、２項１目賦課徴収費、本年度予算額６５万１，０００円。保険料の賦課徴収

に要する費用を計上しています。 

１６ページをごらんください。３項１目認定調査等費、本年度予算額５８０万３，

０００円。介護支援専門員報酬、主治医意見書など、認定調査に関する費用を計上し

ています。 

２目認定審査会共同設置負担金、本年度予算額２２７万５，０００円。栗山町、由

仁町の３町で共同設置している審査会の負担金を計上しています。次ページをごらん

ください。 

４項１目計画策定委員会費、本年度予算額２５２万８，０００円。介護保険事業計

画の進捗状況の評価を行うための委員会開催と第９期の事業計画策定に向けて高齢

者を対象とした実態調査を行うための費用を計上しています。 

１８ページをごらんください。２款１項１目居宅介護サービス給付費 、本年度予

算額２億６２０万円。要介護１から要介護５までの方の居宅で利用できるサービスの

給付費を計上しています。 

２目地域密着型介護サービス給付費、本年度予算額１億７，３００万円。グループ

ホームや認知症対応型デイサービス等による給付費を計上しています。 

次に、３目施設介護サービス給付費、本年度予算額２億８，１００万円。食費、居

住費を除いた特別養護老人ホームなどの施設入所に係る給付費を計上しています。次

ページをごらんください。 

４目居宅介護福祉用具購入費、本年度予算額１２０万円、福祉用具購入に係る給付

費を計上しています。 

５目居宅介護住宅改修費、本年度予算額１６０万円、住宅改修に係る給付費を計上

しています。 

６目居宅介護サービス計画給付費、本年度予算額３，２００万円。居宅で介護サー

ビスを利用する際のケアプラン作成料を計上しています。 
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次、１９ページ下段から２０ページにかけての特例の名称がつく給付費は、償還払

いの場合の本人申請に基づくもので、例年、科目設定をしていましたが、令和４年度

の予算書よりそれぞれの該当する給付費に含めた計上を行うことといたしましたの

で、該当する給付費の説明の欄に記載しております。これ以降においても同様の内容

がありますが説明は省略させていただきますのでご了承ください。 

２０ページをごらんください。２項１目介護予防サービス給付費、本年度予算額 

２，２６０万円。要支援１と要支援２の方の居宅で利用できるサービスの給付費を計

上しています。  

次に、２目地域密着型介護予防サービス給付費、本年度予算額２０万円。 

次に、３目介護予防福祉用具購入費、本年度予算額３０万円。要支援認者の福祉用

具の購入に係る給付費を計上しています。次ページをごらんください。 

４目介護予防住宅改修費、本年度予算額１２０万円。要支援認定者の住宅改修に係

る給付費を計上しています。 

５目介護予防サービス計画給付費、本年度予算額４００万円。居宅で介護予防サー

ビスを利用する際の、ケアプラン作成料を計上しています。 

２２ページをごらんください。３項１目審査支払手数料、本年度予算額６６万円。

介護サービス、並びに介護予防サービス等の審査支払手数料を計上しています。 

４項１目高額介護サービス費、本年度予算額１，８４０万円。 

２目高額介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、サービス利用の

負担限度額を超えた部分について支給する給付費を計上しています。 

続きまして、５項１目高額医療合算介護サービス費、本年度予算額３５０万円。次

ページをごらんください。 

２目高額医療合算介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、１年間

に支払った介護と医療の自己負担額の合計額が限度額を超えた場合に支給する給付

費を計上しています。 

６項１目特定入所者介護サービス費、本年度予算額２，４００万円。 

２目特定入所者介護予防サービス費、本年度予算額２０万円。いずれも、食費、居

住費の自己負担に伴う低所得者に係る給付費として計上しています。なお、保険給付

費全体では２．２８％、１，７９９万６，０００円の減額となっています。 

２４ページ中段をごらんください。３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業

費、本年度予算額７８３万３，０００円。要支援１・２の予防給付の訪問介護と通所

介護や住民主体のサービスなどに係る経費を計上しています。２４ページから次ペー

ジにかけて、２目介護予防ケアマネジメント事業費、本年度予算額８２万８，０００

円。予防給付における個々の計画作成に係る経費を計上しています。 

２５ページから２６ページにかけて、３目一般介護予防事業費、本年度予算額４６

３万３，０００円。健康な高齢者が取り組める介護予防事業に係る経費を計上してい

ます。本年度の新規事業としまして、町民を対象としたフレイル予防講演会を開催し、

生活習慣病や介護予防に関心を持ち日常生活で取り組んでいただけるよう普及啓発

を行います。 

２項１目包括的支援事業費、本年度予算額４３万５，０００円。総合相談や権利擁
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護、介護支援専門員の資質向上に要する研修会負担金を計上しています。 

２目在宅医療・介護連携推進事業費、本年度予算額１万５，０００円。在宅医療と

介護を一体的に提供するため、医療関係者と介護事業者との連携をすすめていくもの

で、本年度は南空知４町で研修会を予定しています。 

３目生活支援体制整備事業費、本年度予算額３７５万円。主に生活支援コーディネ

ーター配置に要する経費で、社会福祉協議会に事業委託しています。 

２６ページから次ページにかけて、４目認知症総合支援事業費、本年度予算額３３

万５，０００円。認知症の方や家族に対し、早期診断・早期対応に向けた支援を行う

とともに、認知症サポーター養成講座に加えて、本年度は、養成講座を受講済みの方

を対象としたステップアップ講座を実施し、認知症の方を地域で支えるための経費を

計上しています。 

５目地域ケア会議推進事業費、本年度予算額１５万３，０００円。地域包括ケアシ

ステムを推進するため、自立支援型地域ケア会議の充実を図るための研修会開催に係

る経費を計上しています。 

２７ページから２８ページにかけて、６目任意事業費、本年度予算額９６０万７，

０００円。介護者のつどい、配食サービスなどに係る経費を計上しています。  

２８ページ中段をごらんください。４款１項１目介護給付費等準備基金積立金、本

年度予算額２，０００円。基金及び利子を積み立てるものです。次ページをごらんく

ださい。 

５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、本年度予算額１５万円。被保険者が所

得更生を行った場合などに過年度分の保険料の還付が発生するため、実績を考慮し計

上しています。 

２目償還金、本年度予算額１，０００円。科目設定でございます。  

６款１項１目予備費、本年度予算額１００万円、前年同額で計上しています。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。３１ページをお開きください。１

特別職と３２ページの一般職との合計で３０６万５，０００円計上しています。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをお開きください。１款１項１

目第１号被保険者保険料、本年度予算額１億５，６８５万４，０００円。１節現年度

分で１億５，６６５万４，０００円、第１号被保険者数２，６０４人、収納率９９．

０％で計上しています。２節滞納繰越分、本年度予算額２０万円。実績を考慮し計上

しています。 

続きまして、２款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億３，７５０万３，

０００円。施設等給付費の１５％、居宅給付費の２０％を計上しています。なお、２

節過年度分につきましては、１１ページの道支出金まで科目設定としていますので、

説明は省略させていただきます。 

次に、２項１目調整交付金、本年度予算額４，３０３万８，０００円。施設等給付

費及び居宅給付費の５．５％分、地域支援事業費（総合事業分）の５％分を計上して

います。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業 本年度予算額２６５

万４，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の２０％を計上しています。 
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１０ページをごらんください。３目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援

総合事業以外の地域支援、本年度予算額５４７万８，０００円。包括的支援事業・任

意事業費の３８．５％を計上しています。 

４目保険者機能強化推進交付金、本年度予算額１６２万９，０００円。令和３年度

の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

５目介護保険保険者努力支援交付金、本年度予算額１６２万９，０００円。介護予

防、健康づくり等に資する取組みを重点に行う市町村に対して交付されるものであり、

令和３年度の取組実績に応じた交付金額を計上しています。 

続きまして、３款１項１目介護給付費交付金、本年度予算額２億８０２万４，００

０円。２目地域支援事業交付金、本年度予算額３５８万３，０００円。１目、２目と

もに給付費および事業費の２７％を交付金として計上しており、財源は第２号被保険

者の保険料でございます。次ページ中段をごらんください。 

４款１項１目介護給付費負担金、本年度予算額１億１，２８９万６，０００円、施

設等給付費の１７．５％、居宅給付費の１２．５％の道負担分を計上しています。 

続きまして、２項１目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業、本

年度予算額１６５万９，０００円。介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％

を計上しています。 

２目地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 

本年度予算額２７３万９，０００円 包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を

計上しています。 

１２ページをごらんください。５款１項１目利子及び配当金、本年度予算額１，０

００円。介護給付費等準備基金積立金の利子を計上しています。 

続きまして、６款１項１目介護給付費繰入金、本年度予算額９，６３０万６，００

０円。施設等給付費並びに居宅給付費の１２．５％、の町負担分を計上しています。  

２目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業 本年度予算額１６５

万８，０００円 介護予防・日常生活支援総合事業費の１２．５％を計上しています。 

３目地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援 本年

度予算額２７３万８，０００円 包括的支援事業・任意事業費の１９．２５％を計上

しています。 

４目低所得者保険料軽減繰入金、本年度予算額１，１４６万６，０００円。別枠公

費による繰入金で、保険料第１段階から第３段階の方に対する軽減分でございます。

次ページをごらんください。 

５目その他一般会計繰入金、本年度予算額１，２８４万円、歳出の１款で説明しま

した総務費のうち総務管理費、 徴収費、介護認定審査会費、計画策定委員会費の事

務費を 一般会計負担として計上しています。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、本年度予算額７２７万５，０００円でござ

います。 

続きまして、７款１項１目繰越金、本年度予算額２００万円。令和３年度繰越金を

見込み計上しています。 

続きまして、８款１項１目第１号被保険者延滞金、１４ページの２項１目第三者納
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付金及び２目返納金、予算額それぞれ１，０００円につきましては科目設定でござい

ます。 

３目雑入、本年度予算額７万円、地域支援事業の利用者負担金などを計上していま

す。 

以上 歳入歳出、本年度予算額８億１，２０４万３，０００円、前年対比で１，８

７７万７，０００円の減額でございます。 

以上で、議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予算の説明を終わりま

す。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

内田委員  地域支援事業について、いろんなことがお休みされているというか、寂

しく思っている方がほとんどですけれども、これはいつ頃どのような、どこから開催

されるのか。一遍にみんなが同時にできるマージャンや何かができるのでしょうか、

それとも何を基準で開催されていくのか伺います。 

それともう１点。地域リハビリテーション活動支援事業、昨年新規事業から変わっ

たと思うんですけれど、内容と今後についてということで２点伺います。 

高齢者包括Ｇ主幹  まず１点目の、地域支援事業に関してです。まず、地域支援事

業の優先順位という話でしたが、今、まん延防止等重点措置期間でありますが、町内

の住民における施設利用が可能であることから、シャキッとの運動に関しましては、

あいくる開催は参加者を半分に分けて火曜日と金曜日のコース、また、ふれあい館に

関しましてはもともと参加者人数も少ないことから木曜日１回の開催で継続して行

っている状況です。まん延防止措置が終了となる時期におきましては、新年度の事業

も始まるということもあります。例えば、水中運動教室は、４月の広報で周知をかけ、

例年であれば５月から開催となりますので、感染対策を講じながら水中運動も開催の

予定をしておりますし、また現在、開催を見合せていますサロンやボランティア活動

に関しましても、コロナ感染対策に関しましては、今に始まったことではありません

ので、令和２年度の当初から感染対策を講じて、なるべく継続して行えるような環境

づくりを行っておりますので、早くしなさいよという言葉がけはないものの、また少

し落ちついた段階で、開始できるのではないかと想定しています。また、運動事業や

サロンにかかわらず、今回予算資料に掲載しています地域支援事業の主な予算の中で

は、高齢者のフレイル対策として、冒頭の説明もありました、自主的に予防に取り組

むための住民向けの講演会や、近隣４町と行う研修会の実施、また、高齢者の生活に

おける地域課題を把握して検討を行う会議というものがあるんですけども、そういっ

た令和４年度の予算に計上させていただいた内容を、コロナによってできないという

ことがないように、できる限りコロナの状況を鑑みながら、うまく対応して事業が遂

行できればなと考えております。地域支援事業の優先順位は、以上です。 

続きまして、地域リハビリテーション活動支援事業です。この事業に関しましては、

令和３年度より新規事業として展開させていただいております。第７期計画時におき

ましてはこの事業はなくて、その前は、貯筋力アップ事業、また元気応援ネットワー

ク事業というところで展開させていただいておりました。この事業に関しましては、

貯筋力アップは、ＤＶＤを見てサロンや老人会などで運動を行うというような事業で
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したが、南幌町の介護施設または病院の中に、リハ職がたくさんいると言いますか、

配置されているものですから、そのリハビリ職の専門の方たちを、何とか活用といい

ますか、お願いをして、生活機能改善に向けた取り組みをもう一歩進めていくという

ところで、地域リハビリテーション活動支援事業を令和３年度から開催しているもの

です。令和３年度の実績を申しますと、全部で６回開催しております。老人会に行っ

たり、また介護者の集いであったり、１４区のカフェサロンに行ったりなど、それぞ

れ町立病院の理学療法士の先生、また、特別養護老人ホームの介護福祉士の方、老健

ゆうの作業療法士の方などを依頼して行っています。で、１月、２月も実は予定をと

いうところで入れさせていただいていましたが、やっぱりコロナのまん延防止という

ところで中止させていただきたいということがありましたので、１月、２月分は残念

ながら中止となっております。参加人数にいたしますと８９名の方たちに参加いただ

いているというところで、まだまだ計画値の数字には全然追いついてはいないんです

けども、順次コロナの対策の環境を整えながら、また周知啓発して事業を進めていけ

ればなと考えております。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。こうして聞いていると。コロナがいろんなこと

を変えてくれるというか、新たなことも発見できて、辛さゆえに、皆さんの思いを変

えながら挑戦していくということがわかってきました。大変ありがたいなと思います。

町民の方はやっぱり寂しがって早く始まるといいなと楽しみにしているものですか

ら、これから、ぜひ元気な高齢者のためによろしくお願いしたいと思います。私、Ｄ

ＶＤの運動そういえば老人会でしました。なかなかきつかったなって思います。 

高齢者包括Ｇ主幹  事業自体はなくなりましたが、ＤＶＤを活用して、運動してい

る、サロンや老人の方もいらっしゃいます。 

内田委員  本当まめに来ていただいてよかったなと。今後ともよろしくお願いいた

します。 

本間委員長  ほかに。 

西股委員  昨年行った議会の報告懇談会の中で、町民の方から、介護保険料何とか

ならないのだろうかという意見というか、そういうような質問がありました。今、南

幌町は決して高いという位置ではないですけれども、今後、夕張みたいなような状況

になってくると、月に８，０００円ぐらいの確か保険料だったかなというふうに思え

るんですが。その方も年金生活者だったということもあるので、年金から直接天引き

される金額がどんどん大きくなってくると、非常にやっぱ苦しいというような意見で

したので、今後の推移として、やはり保険料を抑制できるような方法というのが何か

ないのかなというところの方策があれば、聞きたいなというふうに思います。お願い

したいと思います。 

高齢者包括Ｇ主幹  介護保険料の、今後大きくなる負担のことについて御説明させ

ていただきます。南幌町の介護保険におきましては、基準額は、現在御承知のとおり

５，５５０円。全国の平均は６，０１４円。道の平均は５，６９３円と平均を下回っ

ている状況ではありますが、御承知のとおり、介護保険料は３年に１回見直しが行わ

れます。また見直しを行い、４期計画時から今回の第８期計画時におきましてはやは

り徐々に高くなっておりまして、被保険者の皆さまには大きな負担を強いられている
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ことと感じています。介護保険制度におきましては、御承知のとおり、介護保険料と

公費、国や道、町公費で賄われているものですから、保険給付費、各種事業について

は、これらの財源を活用して運用されているところです。第８期介護保険事業計画に

おきましては、高齢者は増えて、また、サービス利用においても増えるという推測を

しておりまして、こういった状況の中で、介護保険料を低くするとか、また各種事業

を縮小するというようなことなどは、高齢者におけるサービスの停滞を招くおそれも

あるというところから、非常に厳しいのが現実かと感じております。ただ、そのよう

な状況の中で、介護保険料の上昇を少しでも制限するというか、少なくする方策と言

えば、やはり要介護認定者の増加を防ぎ、介護サービスの給付費を増大させないとい

うことだと考えています。それには、要支援、要介護認定者に陥るようなことがない

介護予防または重度化防止に向けた取り組みが、今後一層、重要視されるのではない

かと考えています。そのためには、現在事業化している介護予防事業の取り組みはも

ちろんでありますが、生活習慣予防における対策についても、地域で総合的に展開し

ていくことが、今後重要でないかと考えております。介護予防事業では、先ほど御説

明しました、令和３年度から展開している地域リハビリテーション活動支援事業を通

して、生活維持向上を図る観点から進めておりますが、介護予防事業以外では、先ほ

ど住民課長の予算説明の中でもありました、高齢者の保健事業と介護予防の一体化と

いうものが、厚生省のほうで令和６年度まで各自治体で取り組むことを目標に掲げて

いる事業があります。この事業において、本町では令和２年度から後期高齢者医療担

当課と一緒に進めているところであります。また、この高齢者の保健事業と介護予防

の一体化ということですが、なかなか聞きなれないというところで御説明させていた

だきますが、主な内容は、高齢者に対する個別支援、専門用語になりますが、ハイリ

スクアプローチといいまして低栄養防止や生活習慣病の重症化予防、また重複投薬者

の相談や指導、また健康状態の不明な高齢者の把握を行い、課題分析、または疾病が

要因で要介護状態に陥ることを予防するような取り組みとなっております。また、ポ

ピュレーションアプローチといいまして、これにつきましては、通いの場を利用して

積極的専門職を活用しながら、フレイル予防やフレイル状態の高齢者の把握を行うと

いうことになっております。現在、コロナの感染症が長期化となっておりまして、な

かなか収束しない状況の中、集合して行う事業は開催が困難な場合もあります。ただ、

現在の運動事業をできるだけ継続して参加できる体制づくりをさらに努めまして、先

ほど説明しました、一体化におけるハイリスクアプローチを含めて行いながら、重症

化予防に取り組み、違った目線から要支援や要介護認定者の増加を抑制できればと考

えています。以上です。 

西股委員  私もだんだん近づいてきているみたいですが。予防という部分、いろい

ろ事業をやられているのは確かですが、それに参加する方が、ちょっとやはり頭打ち

になっている可能性もあるのかなというふうに思います。同じような顔ぶれの方が、

いろんなものに取り組んでいるというような形になるので、もう少し底辺を広げるよ

うな形で参加者を募るというような方策もどんどん組み入れてほしいなというふう

に思います。以上、要望して終わります。 

本間委員長  ほかにございませんか。（なしの声） 
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質問がないようなので、質問を終了させていただきます。 

職員の入替えがございますので、暫時休憩いたします。 

（午後３時３３分） 

（午後３時３５分〉 

本間委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

審査順序６番目、国民健康保険特別会計。関連議案といたしまして、議案第１８号

 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての説明をお願いい

たします。 

住民課長  議案第２０号 令和４年度 南幌町国民健康保険特別会計予算の説明

をいたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。予算書１３ページをごらんください。１款１項

１目一般管理費、本年度予算額４０１万５，０００円。国保業務システム改修をはじ

め、国民健康保険全般に係る事務処理経費を計上しています。 

２目連合会負担金、本年度予算額９５万２，０００円。北海道国保連合会への負担

金を計上しています。 

次ページ、２項１目賦課徴収費、本年度予算額６４万円。国保税の納付書等の作成、

口座振替手数料などの経費を計上しています。 

次に、３項１目運営協議会費、本年度予算額２１万円。国保運営協議会委員９名分

の報酬、費用弁償などの経費を計上しています。 

次ページ、４項１目医療費適正化対策事業費、本年度予算額８１万３，０００円。

特定健診受診勧奨や保健指導に係る職員時間外勤務手当、ジェネリック医薬品の利用

促進に係る経費などを計上しています。 

次に、５項１目収納率向上対策事業費、本年度予算額３５１万３，０００円。次ペ

ージにかけまして、滞納データ整理などに係る会計年度任用職員一般事務報酬、職員

時間外勤務手当などの保険税収納率向上対策に係る経費を計上しています。 

続きまして、２款１項１目療養諸費、本年度予算額５億５，６４７万５，０００円。

北海道国保連合会に対する、入院、入院外、歯科、調剤などに関する療養給付費負担

金５億５，０００万円、補装具制作などに関する療養費負担金５００万円を、それぞ

れ実績に基づき必要額を計上しています。 

次に、２目高額療養費、本年度予算額８，２２０万円。次ページにかけまして、被

保険者の高額療養費に係る保険者負担分の経費として高額療養費負担金８，２００万

円、高額介護合算療養費２０万円を、それぞれ実績に基づき必要額を計上しています。 

次に、３目出産育児諸費、本年度予算額３３６万２，０００円。出産育児一時金と

して、１件当たり４２万円、出産予定件数８件を見込み計上しています。 

次に、４目移送費、本年度予算額１０万円。医師の指示による緊急的な移送に係る

費用として移送費交付金を計上しています。   

次に、５目葬祭諸費、本年度予算額３０万円。葬祭費として、１件当たり３万円、

１０件分を見込み計上しています。 

次に、６目傷病手当金、本年度予算額３０万円。傷病手当金は、新型コロナウイル
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ス感染症の感染等により、労務に服することができなくなった被保険者に対して、一

定期間に限り、傷病手当金を支給するもので、支給額は、国から示された算定式に基

づき支給します。 

続きまして、３款国民健康保険事業費納付金につきましては、北海道において決定

された通知額を、それぞれ計上するものです。 

１項１目医療給付費分、本年度予算額１億９，５５７万５，０００円。一般医療給

付費分として計上しており、次ページ、退職被保険者等分については前年度精算分を

計上しています。 

次に、２目後期高齢者支援金等分、本年度予算額５，４２８万５，０００円。後期

高齢者支援金等分を計上しています。 

次に、３目介護納付金分、本年度予算額２，０９６万５，０００円。介護納付金分

を計上しています。 

次の、４款１項１目、共同事業拠出金につきましては科目設定です。 

続きまして、５款１項１目特定健康診査等事業費、本年度予算額１，７８２万９，

０００円。２０ページにかけまして各医療保険者に義務付けされている、特定健康診

査及び特定保健指導等などに係る経費を計上しています。特定健診受診率向上対策と

して、健康ポイント制度などの費用のほか、北海道及び国保連合会並びに市町村の共

同事業で、特定健診等データをＡＩ等により分析し、効果的・効率的な受診勧奨を行

う、特定健診受診率向上支援共同事業の経費を計上しています。なお、健康ポイント

制度では、健康ポイントから取得するチケットの利用可能施設の一部拡大を図り、利

用促進及び付加価値を高めてまいります。 

次に、２項１目保健衛生普及費、本年度予算額３９０万３，０００円。被保険者の

健康づくりのため、人間ドック健診事業等への助成、医療費通知、高齢者インフルエ

ンザ・高齢者肺炎球菌予防接種助成に係る費用を計上しています。 

次ページ、６款１項１目基金積立金、本年度予算額１万円。国民健康保険事業特別

会計基金利子積立分を計上しています。 

次の、７款１項１目財政安定化基金償還金につきましては、科目設定です。 

続きまして、８款１項１目保険税等還付金、本年度予算額７０万円。保険税の過年

度還付金として計上しています。 

次に、２目保険給付費等交付金償還金及び３目その他償還金につきましては、科目

設定です。 

次ページ、２項１目直診施設勘定繰出金、本年度予算額９５万円。直診施設勘定繰

出金では、病院事業会計繰出金として、道保険給付費等交付金のうち、直診施設整備

に対する特別調整交付金分を町立病院へ繰出すもので、本年度は、除細動器及び輸液

ポンプの更新に係る補助金相当額を計上しています。 

次に、９款１項１目予備費、本年度予算１００万円。実績等を考慮し、前年度対比

５０万円を減額して計上しています。 

以上で 歳出の説明を終わります。 

続きまして、給与費明細書の説明をいたします。２３ページをごらんください。１

 特別職です。本年度、その他特別職９名で、国保運営協議会委員の報酬１８万６，
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０００円を計上しています。次ページにまいります。 

２ 一般職です。本年度、会計年度任用職員６名に係る報酬５０７万円。期末手当

５０万１，０００円、共済費９１万円と、住民課、税務課及び保健福祉課職員計１１

名分の時間外勤務手当１５９万７，０００円、合計で８０７万８，０００円を計上し

ています。次ページ以降については、その内訳となっておりますので説明を省略させ

ていただきます。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。１款１項１目

国民健康保険税、本年度予算額２億４１３万８，０００円。１節から３節につきまし

ては、現年課税分として、いずれも必要額を見込み収納率９７％で計上しています。

４節から６節につきましては、滞納繰越分として、いずれも実績を考慮し、計上して

います。なお、現年課税分については、令和４年３月末に予定されている地方税法等

の改正に伴う課税限度額の引き上げを見込み計上しています。また、同時審査いただ

きます、南幌町国民健康保険税条例の一部改正におきまして、未就学児の被保険者均

等割額について、その５割の軽減措置を見込み計上しています。 

続きまして、２款１項１目手数料、本年度予算額１，０００円。科目設定です。 

次ページ、３款１項１目災害臨時特例補助金、本年度予算額１，０００円。科目設

定です。 

続きまして、４款１項１目保険給付費等交付金、本年度予算額６億６，８６５万５，

０００円。１節保険給付費等交付金（普通交付金）、６億４，２４３万６，０００円。

本町の保険給付の実績に基づき北海道から交付され、本町から国保連合会などに対し、

保険給付費として支払うものです。 

２節、保険給付費等交付金（特別交付金）、２，６２１万９，０００円、説明欄 保

険者努力支援分では、特定健診・保健指導の実施などの取組の指標に対する交付とし

て、４５４万４，０００円、特別調整交付金分（市町村向け）では、医療費適正化に

係る費用などに対する交付として、１，３９５万２，０００円、道繰入金（第２号分）

では、レセプト点検や収納率向上の積極的な取組に対する、いわゆるインセンティブ

分として５５８万３，０００円、特定健康診査等負担金では、特定健診に係る負担分

として２１４万円を、それぞれ計上しています。 

次に、２項１目財政安定化基金交付金、本年度予算額１，０００円。科目設定です。 

次ページ、５款１項１目、利子及び配当金、本年度予算額１万円、国民健康保険事

業特別会計基金積立金の利子分を計上しています。 

続きまして、６款１項１目、一般会計繰入金、本年度予算額７，００２万９，００

０円。一般会計繰入金については、国が定める一般会計が負担すべき繰入基準に基づ

き計上しています。説明欄、国民健康保険基盤安定繰入金５，２４２万円の内訳とし

ては、保険税軽減分として、応益分の軽減相当額を公費で財政支援するもので、財源

は道４分の３、町４分の１で、３，３２５万２，０００円です。また、保険者支援分

として、保険税軽減（応益分の７割、５割、２割）の対象者数に応じて、公費で財政

支援するもので、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１で、１，９１６万８，

００円です。いずれも、補助金は一般会計の歳入で受け、町負担額と合わせて、本特

別会計に繰り入れるものです。 
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次の、未就学児均等割保険税繰入金は、歳出で説明しました未就学児均等割保険税

５割の軽減措置に対する公費負担分で、財源は国２分の１、道４分の１、町４分の１

で、５９万円を計上しています。 

次の、国民健康保険財政安定化支援事業繰入金は、市町村国保の財政安定化のため、

地方交付税で措置され、一般会計から国保会計へ繰り入れるもので、１，１５９万２，

０００円を計上しています。 

次の、国民健康保険出産育児一時金等繰入金は歳出の出産育児一時金の３分の２を

計上しています。 

続きまして、２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、本年度予算額３８７

万１，０００円。国保財政の安定化を図るため財源調整分を計上しています。次ペー

ジにまいります。 

次ページ、７款１項１目繰越金、本年度予算額１００万円。令和３年度からの繰越

金を見込み計上しています。 

続きまして、８款１項１目延滞金から２項２目過誤払給付費返納金までは、科目設

定としています。 

次の、３目雑入、本年度予算額３９万２，０００円。特定健診に係る一部負担金を

計上しています。 

以上 歳入歳出それぞれ、本年度予算額９億４，８１０万１，０００円、前年度対

比で１，３０３万８，０００円、１．４％減額の予算編成となっています。 

以上で、議案第２０号 令和４年度 南幌町国民健康保険特別会計予算の説明を終

わります。 

 

続きまして、関連議案の、議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例制定について、説明をいたします。別途配布しています、議案第１８号資料 

新旧対照表をごらんください。 

初めに、改正の概要について申し上げます。本条例の改正につきましては、令和３

年６月１１日に公布された、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険

法等の一部を改正する法律による、地方税法の一部改正に伴い、子育て世帯の経済的

負担軽減の観点から、納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就

学児に係る均等割額について、その５割を公費により減額するものであります。なお、

公費による負担割合は、国２分の１、道４分の１、町４分の１となり、町負担額と合

わせて、一般会計からの繰り入れとなるものです。 

新旧対照表、左側が改正後の新条例、右側が改正前の旧条例、下線の箇所が改正部

分です。 

第３条及び第５条は、見出しについて規定の明確化を図るため、改めるものです。 

次に、第６条の規定は、見出しについて規定の明確化を図るために改めるほか、法

令の改正に伴い、第２６条に第２項を追加するため、引用する条項を改めるものです。 

次ページ、第７条から次ページ第１４条までは、見出しについて規定の明確化を図

るため、それぞれ改めるものです。 

次に、第１８条の規定については、法令の改正に伴い、規定を整理するものです。 
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次に、第２６条の（国民健康保険税の減額）の第１項第１号から次ページの第２号

及び第３号までの規定については、地方税法の改正に伴い、項が追加されたため、そ

れぞれ引用する法令の条項を改めるものです。次ページをごらんください。 

第２６条に新たに第２項を追加するものです。地方税法及び施行令の改正に伴い、

未就学児に係る被保険者均等割額の減額について規定するもので、減額は、被保険者

の均等割額において、低所得者世帯に係る法定軽減措置である７割、５割、２割の減

額した後の額に対して１０分の５を乗じた額となります。第１号では、基礎課税額の

均等割額、次ページ、第２号では後期高齢者支援金等課税額の均等割額について、そ

れぞれ減額する額を規定するものです。 

次に、第２６条の２の規定は、第２６条に第２項を追加するため、引用する条項を

改めるものです。 

次ページ、附則の改正になります。 

附則第３項については、本則、第２６条に第２項を追加するため、引用する条項を

改めるほか、地方税法の改正に伴い、引用する法令の条項を改めるものです。 

次に、下段、第４項から、最終の１４ページ、第１４項までの改正規定は、本則、

第２６条第２項を追加するため、それぞれ引用する条項を改めものです。 

附則として、第１項、施行期日、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

第２項は、適用区分を規定するものです。 

以上で、関連議案、議案第１８号の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。（なしの声） 

質疑はないようですので、終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

職員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。 

（午後３時５６分） 

（午後３時５７分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ会議を再開いたします。 

審査順序７番目、後期高齢者医療特別会計。説明をお願いいたします。 

住民課長  議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明

をいたします。 

初めに、歳出の説明をいたします。予算書９ページをごらんください。１款１項１

目一般管理費、本年度予算額１９２万２，０００円。システム保守など一般事務に係

る費用を計上しています。 

次に、２項１目徴収費、本年度予算額４０万９，０００円。保険料徴収に要する費

用を計上しています。 

次ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額１億１，７

０４万１，０００円。ここでは、広域連合の構成員である市町村が納付する負担金を

計上しています。 

事務費負担金の内訳は、均等割が１１１万２，０００円、７５歳以上の高齢者人口

割が１２６万３，０００円、市町村人口割が１４１万９，０００円となっています。 

次の、保険料等負担金につきましては、本町が徴収する保険料と延滞金を広域連合

へ納付するものです。 
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次の、保険基盤安定負担金につきましては、低所得者の保険料軽減分を広域連合に

納付するもので、財源につきましては、北海道が４分の３、本町が４分の１をそれぞ

れ負担し、いずれも一般会計で措置をしています。 

続きまして、３款１項１目保険料還付金、本年度予算額１２万円。実績を考慮し計

上しています。 

続きまして、４款１項１目予備費、本年度予算額１０万円。前年同額を予算計上し

ています。 

続きまして、歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。１款１項１目

後期高齢者医療保険料、本年度予算額８，０９４万５，０００円。１節現年度分８，

０９１万５，０００円、２節滞納繰越分３万円です。後期高齢者医療保険料は、広域

連合が算定したもので、予定収納率は１００％で予算計上しています。なお、保険料

につきましては、都道府県単位で計算され、２年ごとに見直されます。令和４年度、

５年度の保険料率につきましては、２月１８日開催の広域連合議会定例会において改

正案が可決されています。 

改正後の保険料率は、均等割では、５万１，８９２円、前回と比較しまして１５６

円の減額、所得割の負担率は１０．９８％で変更はありません。限度額につきまして

は、６６万円で２万円の増額となっています。 

続きまして、２款１項１目手数料、本年度予算額１，０００円。科目設定です。 

続きまして、３款１項１目事務費繰入金、本年度予算額６２２万５，０００円。事

務費繰入金のうち町業務分につきましては、歳出で説明しました、総務費と予備費の

合計額を計上しています。広域連合共通経費分につきましては、歳出の広域連合納付

金のうち事務費負担金と同額を計上しています。 

次に、２目保険基盤安定繰入金、本年度予算額３，２３０万円。歳出の広域連合納

付金のうち、保険基盤安定負担金と同額を計上しています。保険料軽減額を町が４分

の１、道が４分の３の割合で負担するものです。道の４分の３の負担額は、一般会計

の歳入で受け、町負担額と合わせ、本特別会計に繰り入れし、歳出で一括、広域連合

に納付するものです。 

 次ページ、４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。令和３年度からの

繰越金として科目設定しているものです。 

続きまして、５款１項１目延滞金、科目設定です。 

次に、２項１目雑入、本年度予算額１１万９，０００円。実績を勘案して計上して

います。 

以上、歳入歳出それぞれ、本年度予算額１億１，９５９万２，０００円、前年度対

比で３７２万１，０００円、３．２％増額の予算編成となっています。 

ここで、国の後期高齢者医療制度の改正についてご説明させていただきます。別途

配布しました、後期高齢者医療制度に関するお知らせをごらんください。後期高齢者

医療制度につきましては、令和３年６月１１日に公布された、全世代対応型の社会保

障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により、本年１０月１日

から後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しが行われ、被保険者のうち、現役

並み所得以外の被保険者であって、一定所得以上の方については、窓口負担割合が１
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割から２割になります。２割負担の対象となるかどうかについては、課税所得や年金

収入をもとに、世帯単位で判定されることになります。なお、新たに２割負担の対象

となる方については、３年間の配慮措置があり、１か月の負担増加額の上限が３，０

００円まで抑えられます。制度改正の内容につきましては、別途パンフレットを配布

させていただきましたので、後ほど、参考としてごらんいただきたいと思います。 

以上で、議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算の説明を終

わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。（なしの声） 

質疑がないようですので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、本日予定しておりました審査項目が終了いたしましたので、明日１０日

午前９時３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後４時１０分） 
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予算審査特別委員会記録 

（２日目 R4.3.10  9:30 ～15:40） 

 

本間委員長  それでは、昨日から延会となっておりました予算審査特別委員会をた

だいまから再開いたします。本日の出席人員は１０名全員であります。 

それでは、早速、審査順序８番目、第５款農林水産費について審査を行います。そ

れでは説明をお願いいたします。 

農業委員会事務局長  ５款１項１目農業委員会費、本年度予算額７７７万７，００

０円。農業委員会運営経費として５９９万５，０００円。事務局経費として１７８万

２，０００円を計上しております。増減の主なものは、道営基盤整備事業の西幌地区

の換地処分に伴い、農地台帳データの更新及び農地情報システムの更新により１３６

万４，０００円増額となっています。 

産業振興課長  予算書は、９５ページです。予算資料は、１３ページから１４ペー

ジになりますので、あわせてごらんください。２目農業振興費、本年度予算額５億３，

７５０万１，０００円。農業振興経費では、総合農政推進協議会開催経費、農業気象

情報システム運営費負担金、農業関係団体等への負担金や補助金など、１６９万２，

０００円を計上しています。 

次に９６ページ中段。有害鳥獣対策事業では、実施隊員の報酬、個体処理手数料、

捕獲委託料、狩猟免許取得支援助成金など３０４万１，０００円を計上しています。 

次に、経営所得安定対策事業では、農産物の生産目標の調整や確認を行う南幌町農

業再生協議会への補助金として、２７６万円を計上しています。 

次に９７ページ。耕地利用高度化推進事業では、西幌地区の貸出用畦塗り機 1台の

購入経費として２１３万４，０００円を計上しています。 

次に、農業振興補助金交付事業では、南幌町農協が取り組む重点施策事業に対して

行う補助金４００万円を計上しています。 

次に、農業経営高度化促進事業では、農地、農業水利施設の整備に伴う農家の負担

軽減措置の負担金と工事に伴う休耕による農家の所得損失の補てんのための負担金

として２億９，７２６万２，０００円を計上しています。なお、財源措置として、歳

入予算の道補助金で２億２３６万円、起債で４，０２０万円の総額２億４，２５６万

円を計上しています。 

次に、スマート農業推進事業では、ＲＴＫ基地局の回線利用料として１０万２，０

００円を計上しています。 

次に、農業制度資金利子補給事業では、平成２４年度までに認定農業者等が借入を

行なった農業経営基盤強化資金の利子補給補助金、２３２万９，０００円を計上して

います。 

次に、担い手育成対策事業では、農婚塾負担金や４Ｈクラブ活動補助金のほか、新

規就農支援として国の制度、農業次世代人材投資事業補助金、町独自のふるさと就農

促進給付金、担い手育成対策奨励金など、６９３万１，０００円を計上しています。 

資料１４ページ上段をごらんください。新規事業、担い手育成対策奨励事業として、
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次代の農業を担う新規就農者を確保し、農業後継者の育成を図るため、経営開始時に

支度金として１人につき１０万円を支給します。予算書に戻ります。 

９８ページ中段。地産地消活動推進事業では、農産物加工センターの管理経費、キ

ャベツキムチ町民還元事業経費など、２９２万円を計上しています。 

次に９９ページ。都市との交流と販路拡大事業では、グリーンツーリズム事業や日

本ハムファイターズ主催ゲームでの農産物提供経費、３６万円を計上しています。 

次に、食育活動推進事業では、親子農業体験塾やバケツ稲づくり学習、中学生まで

の子育て世帯を対象に減農薬米「なんぽろピュアライスきたくりん」を支給する子育

て支援米支給事業経費のほか、外部講師を招いて行う食育講演会など、４６７万５，

０００円を計上しています。 

次に１００ページ。多面的機能支払事業では、農業農村が有する多面的機能の維

持・発揮を目的に、分水区ごとに組織されている 3つの活動組織への支援交付金と推

進事務費、１億９，７１６万円５，０００円を計上しています。なお、財源措置とし

て、歳入予算の道補助金で１億４，７９１万３，０００円を計上しています。 

次に、環境保全型農業直接支援対策事業では、環境保全を重視した営農活動の普

及・推進を目的に取り組む、農業者への補助金と推進事務費、１，２１３万円を計上

しています。 

次に、３目農地費、本年度予算額８，８７２万５，０００円。土地改良事業経費で

は、道営経営体育成基盤整備事業 西幌地区ほか４地区の換地業務経費、国営造成施

設管理体制促進事業補助金、南 7線排水路改修工事費、高規格道路工事に伴う鶴城地

区農道用地補償費など、８，０５７万９，０００円を計上しています。 

次に１０２ページの、農業集落排水事業特別会計繰出金は、特別会計予算で説明い

たします。 

次に１０６ページ。２項１目林業振興費、本年度予算額３５９万７，０００円。林

業振興経費では、防風林監視人に対する報酬、野ねずみ駆除薬剤散布業務経費、町有

林の倒木等処理経費のほか、地域材活用推進事業として、森林環境譲与税基金を活用

し、町内企業が製作する道産木材を使用した道具箱を小学一年生に贈呈する経費など、

３５９万７，０００円を計上しています。 

以上で、農林水産業費の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

西股委員  ページ数、ちょっとこれは別ですけれども、特に該当するページがない

ですけれども、国のほうでみどりの食料システム戦略が法令化される見込みというふ

うになっているんですが、近々なってくるかなと思うんですが、これに対して、町と

してどのような対応を考えているのか。近々なるのではないかなというふうには思い

ます。農協のほうともこれについての協議をしているかどうか、その点についてお伺

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

農政Ｇ主幹  みどりの食料システム戦略ですけれども、内容としては、有機農業の

取り組み面積割合を２５％に拡大するということ。化学農薬の５０％低減、化学肥料

の３０％低減という、この３つが主な内容ということになるかと思います。現在の支

援ですけれども、環境保全型農業直接支援対策事業の中で、有機農業の取組と化学肥
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料化学農薬の５０％低減に対して補助金を出すという形で推進している状況です。み

どりの食料システム戦略の中でも、特に有機農業の部分ですけれども、現在の国内の

有機農業の取組面積割合が耕地面積の０．５％という状況です。有機農業については、

作物の収量や品質が不安定になるといったことと販路の確保といった課題がある中

で、この０．５％を２５％まで拡大させるということで、かなり厳しい目標だと考え

ています。南幌町内の有機農業の取組面積についても現在０．５％程度ということで、

国内の取組面積割合とほぼ同じような状況になっています。南幌町の場合、土地利用

型農業ということで展開していますので、米と麦、大豆、ビートといったもので町内

の耕地面積の約９割を占めておりますので、この状況で町内の有機農業面積の取組面

積を拡大するというのはちょっと限界があるかなというふうには感じています。それ

と化学肥料と化学農薬の部分ですけれども、環境保全型農業直接支援対策事業の中で、

堆肥と緑肥にあわせて化学農薬、化学肥料の５０％低減という取組は行っていますけ

れども、これも全部の耕地面積に広げていくとなると作物の収量や品質に影響が考え

られますので、収量や品質を落とさないような技術対策が必要になってくるのかなと

思っています。農協との関係ですけれども、現在農協のほうで、全圃場対象に土壌診

断という形で定期的に行っております。土壌診断結果に基づいて、過剰な肥料を投入

するといった取組は行っておりますので、引き続きそういった取組をしていきたいと

思っています。以上です。 

西股委員  確か、目標年としては２０５０年までで進めるということですけれども、

現行で生産しているイエス・クリーンの中では、たぶん有機の肥料も使うようになっ

ていたのではないかなと。肥料は３０％減でしたか、というような仕組みの中で生産

されているということであれば、イエス・クリーンで考えれば、ある程度の面積は南

幌町としてはいけるのかなというふうに思うんですが、蔬菜関係をはじめ、麦や大豆

もそういうような取組がされているのであれば、ある程度ちょっと早めにそういうの

もできるかなと思うんですが、現状どのようになっているのでしょうか。 

農政Ｇ主幹  まずイエス・クリーンの考え方ですけれども、今言われたように、化

学農薬については５０％、化学肥料については３０％低減ですので、みどりの戦略に

は一致していると思います。現在のイエスクリーンの状況ですけども、米でいいます

と、米の作付のうち１３％程度になっています。そのほか野菜もキャベツ、ブロッコ

リー、ネギといったものについては、ほぼクリアしているのかなと思いますけれども、

麦ということになってくるとちょっと厳しいのかなという感じをしています。以上で

す。 

本間委員長  ほかに。 

佐藤委員  資料の１４ページ、食育活動推進事業の中の新規事業ですけれど、この

事業の目的が農産物への理解促進などを目的に、食育を推進しますという内容でたく

さんあるんですけれども、タイトルだけを見るとこれまでの事業と似たような感じも

見受けられますが、他の事業と農業体験交流事業というのは、どのように違うのかと

いうことを１点。 

それと食育講演会ですが、参加対象者等、どのような方を講師にお呼びするのかも。

この２点よろしくお願いします。 
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農政Ｇ主幹  まず、農業体験交流事業ですけれども、昨年、令和３年からコロナの

影響で、調理を伴うような料理教室の事業がちょっとなかなか思うようにできてなか

ったということから、その代わりとして、令和３年から既に実施しているものになり

ます。内容としましては、保育園と幼稚園の園児の方に、農家の畑に行っていただい

て、スイートコーンやトマト、ピーマンといった野菜の収穫体験を行うというものに

なっています。これを引き続き令和４年以降も計画しています。 

次、食育講演会ですけれども、講師については、理学療法士の方で主にスポーツト

レーナーをやられている方を想定しております。小学生にバケツ稲づくりや学習田と

いった農作業体験を行っておりますので、次のステップとして中学生向けに運動と栄

養というのをテーマに、健康な体づくり、成長に食事が不可欠であるということを伝

えることを目的として講演会の形で実施することを予定しています。以上です。 

佐藤委員  この農業体験交流事業と今までの既存のいろんな体験、例えば親子農業

体験、今のお話ですと親子農業体験塾など、ほかの事業と差別化するというか、この

タイトルだけ見ると、中身がだいたい内容が似たような感じですけれども、そういう

部分では、今までの既存の事業の参加者が、どのぐらいいたのかということと、それ

と事業はたくさんあるんですけれど、その数を縮小してもっと充実したものにしてい

ったほうがいいのではないかなという思いもあるんですが、そこのところ、お聞かせ

ください。 

それともう一つ講演会のほうですけれども、すばらしいなと思うんですけれどもそ

の中に、これは要望ですが、やっぱり食を通してＳＤＧｓを訴えていける良い機会に

なるので、ぜひそういう部分も入れていただけるように要望していただけたらなと思

います。最初の事業の内容ですけれども。 

農政Ｇ主幹  まず、親子農業体験ですけれども、こちらについては募集を行って、

参加者を募る形で行っております。こちらについては対象が親子ということで、お子

さんだけの参加ではなくて親子を対象にしております。コロナの関係でここ２年ぐら

いできてないということを、過去にやっている事例も数組であります。内容について

は、収穫体験ではなくて、収穫した後にジャム作りやピザ作りまで行うというのが農

業体験事業になっています。今回の農業体験交流事業ですけれども、コロナの影響で

なかなか食育事業が制限される中で、何とかできる事業ということで、保育園と幼稚

園、これは募集ではなくて、全ての園児を対象として農業体験をしてもらうというよ

うな内容になっています。以上です。 

佐藤委員  一つずつ聞くとわかるんですけれど、タイトルだけ見るとちょっとわか

りにくい部分もあるのかと思いますので、せっかくいい事業をたくさんされているの

で、やるのであればもう少し差別化されて住民の人にわかりやすいようにしていただ

きたいと思います。 

本間委員長  ほかに。 

石川委員  予算書の１０６ページにあります、林業振興費について。今年度はこの

予算として３５９万円を計上していますけれども、昨年の予算の段階で見ますと１５

７万円ということで、今年は２００万から増えているということですが、その内訳は

どういうことなのか。先ほど道具箱を作成するという話もしていましたけれども、道
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具箱に２００万円なんてかかるのかどうか、その辺りちょっと詳しく教えていただき

たいと思います。 

農政Ｇ主幹  林業振興費の増額ですけれども、町有林内の倒木処理の関係になりま

す。これまでの町有林の倒木処理については、町負担のない道の治山事業で整備を進

めてきております。今回の増額については、道央圏連絡道路の長沼南幌道路の整備に

伴って、南１９線の防風林が使用となります。この補償が必要となることから、国か

ら金銭補償を受けて町が伐採することになっております。伐採にかかる費用としては

７０万円程度ですけれども、防風林の樹木については、公共補償の評価額が高いとい

うこともありますので、実際に国から補償費として受け取る額についてはそれよりも

大きくなります。確定していませんけれども、現時点で少なくとも３４０万円程度と

見込んでいますので、国から受け取る補償費と実際にかかる伐採費用との差額分を財

源として、整備が遅れています南１５線の倒木整理作業に充てているということを予

定しております。そのために、防風林の維持管理業務の費用が増額になったというこ

とです。以上です。 

石川委員  南１９線道路の伐採が主というふうな形が大きいということですね。わ

かりました。いずれにしましても１５線道路、その分またやるということですけども、

道有林は何か、前からも言っていますけれども、なかなか伐採が進んでいないという

か、倒木の処理が進んでいないという話はしているんですけれども、この、１５線道

路をその分振って返してというか、その予算で処理していくということですけども、

あくまで伐採した後の処理というふうな形だけであって、それ以外にも、さらに工事

を進めていく上ではやはり道のほうの予算を使うようなことになるのでしょうか。道

から防風林の倒木の処理などについて、何がしか、今年はこれぐらい進めていくとか

何かそんなものが伝わっているならば、お伺いしたいと思いますが、お願いいたしま

す。 

農政Ｇ主幹  この南１５線の更新の予定ですけれども、まずは倒木処理を進めると

いうことで、倒木処理が終われば、道の治山事業を使って更新をしていくということ

になります。古い木を伐採して、新たに植えていくという流れになっています。前々

からですけれども、道のほうとそれは協議をしておりますし、強く要望して予算の増

額というお願いをしていますので、今後も引き続き要望していきたいと思います。以

上です。 

石川委員  わかりました。もう一つ加えて言うならば、結構その倒木処理で広範囲

に、パラパラではなくて一気にざっと木を処分しているところ、例えば１５線の１４

号界隈、このあたりはもう見事に１００メートルぐらいなくなっているんですけども、

ああいう形になると、ほんと防風がきかなくなってしまうということもあるんですけ

ども、早々にやっぱりそのあと植え付けるような形でもしていかなければ、暴風の効

果が全く見られないと。農作物だけではなくて、通行する車によっても、今年のこの

吹雪で結構あそこは雪が多かったような話をしていましたし、そういったことに対し

ては、どういうふうな形でどこかに要請しているのか。どういう考えなのか、それを

も伺いしたいと思います。 

農政Ｇ主幹  西１４号のところですけれども、あそこ町の土木処理ではなくて、道
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の治山事業で施工したところになりますが、治山事業でやる場合、倒木処理という考

え方だけではなくて、次の更新を見込んだ整理になるものですから、どうしてもああ

いう前年を処理してしまうという形になったんですけれども、確かに交通の影響や周

りの農地の影響もありますので、今後やる場合についても、一列でも残せないかとい

うのは、道と協議していきたいと思います。それから。今後更新していく中でも、全

部の列を一気に伐採するのではなくて、列の半分ずつ伐採するという方法はとれない

かもあわせて道に協議していきたいと思います。以上です。 

内田委員  農業委員に関係したことですけれども、女性の農業の資格を持った方と

いうのはどのような資格で何人ぐらいいらっしゃるのか。農業士というのでしょうか。 

本間委員長  農業委員ではなくて、農業士、指導士とか。 

内田委員  指導者というのでしょうか。そういう方が、またほかにも、もし資格な

どがあれば、教えていただきたいです。 

いずれは、今佐藤委員もおっしゃいましたＳＤＧｓ時代ですから、やはり女性参画

というか農業委員に、前にも聞いたこともあるんですけど、いずれはそういったお考

えというか、されることはないのか。伺います。 

それと今佐藤委員が聞きました、食育活動推進の新しい形として、幼稚園の子ども

が交流体験事業という、それがどのような圃場といいますか、どこで計画されている

のか。こういった中でも、このお母さんというか、そういったことがやられていると

いうことであれば、本当に立派なＳＤＧｓだと思うんですね。だからどんどんそうい

ったのを取り入れてやっていただければと思います。この３点です。 

農政Ｇ主幹  まず農業士・指導農業士の割合ですけれども、道の指導といいますか

方針もあって、女性の農業士、指導農業士を増やしましょうということもあって、増

えてはいるんですけども、割合としてはまだ男性のほうが多いというような状況だと

思います。 

それと、３つ目の農業体験事業ですけれども、圃場の場所まではまだ決めておりま

せんけども、それなりの人数とそれなりの野菜の量が必要ですので、大きな面積、１

枚の畑の面積が大きなところでやらなくてはならないということになりますので、大

規模の農家の方の圃場になるかなと思います。 

農業委員会事務局長  もう１点の、女性農業委員の関係ですけれども、現在町の総

合計画の中で、各種委員については３割を目標に登用していきましょうということで

計画をされています。農業委員についても同様です。その中で今、国のほうからも女

性農業委員の登用について取り組みをどのようにされていますか、どのようにしてい

きますかなどという調査が入っています。ただ、農業委員の仕事につきましては、な

かなか女性の役割もありますが、過去からの農業委員の成り手については、農業経営

者の方が主になられている場合が多くて、農業経営になると、各農家さんの経営者は

ほとんどが御主人がやられているので、御主人の方、男性が農業委員として出られる

方が多かったんですけれども、道内でもいろんな農業委員会の組織の中で、数名の方

が女性の農業委員が入ってきていますので、そういう事例も参考にしながら、我々も

次の改選期が令和５年ですから、その中では農家の方や農業団体、改良区、農協にも、

女性の登用について説明して御理解いただければ、推薦や立候補などをしてもらって、
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農業委員になってもらいたいなという思いはありますけれども、こればっかりは選ん

でもらわないと、こちらからこの方にということができないので、その辺も理解いた

だきたいというふうに思います。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。どうしたら地域の思いというか、またちょっと

関連という形になるのかもわかりませんけど、地産地消、地場産のものを食べる機会

といいますか、物がだんだんなくなってきた、少なくなってきた、つくっていただき

たいなど、可能かどうかわかりませんけれども、そういった声をやっぱり女性であれ

ば伝えていける可能性はあるのではないかなと。また、子どもたちを育てるにも、や

っぱり将来、話が大きくなりますけれど、スポーツアスリートを育てるにもやっぱり

食、ここを南幌は食、そのぐらい大きな夢を持って、そしてやっぱり女性ですからほ

んと動くとき、きっかけをつくるのは女性、そして本当に動いてくるのは男性という、

そういうつながりが持てたらいいなと思うので、ぜひＳＤＧｓの取っかかり、農業か

ら進めていっていただきたいと思いますが、ＳＤＧｓへのお気持ちをお聞かせくださ

い。お願いいたします。 

本間委員長  先に、農業士と指導農業士の人数もちょっとお願いします。 

農政Ｇ主幹  先ほどの指導農業士と農業者の人数については、人数を確認して、後

ほど報告をさせていただきます。 

産業振興課長  女性の登用ということで、農業士、指導農業士については、昨年、

一昨年ですか、令和２年に女性の農業士さんが３名農業士として誕生しています。こ

れまでも数名の方が、女性の農業者さんということで、やっていただいていますが、

今後も農業士等と連携して、女性の感覚等もあると思いますので、そういう良い部分

も含めて、順次推薦していっていただければなというふうにはお伝えさせていただき

たいと思っています。以上です。 

本間委員長  内田さんの質問で、食育の関係でＳＤＧｓを入れてほしいという質問

については。 

農政Ｇ主幹  ＳＤＧｓの関係ですけれども、食育事業の中で、農政だけではないで

すけれども、教育と福祉と農政で食育をやっていますけれども、その中で食品ロスの

取組は特にやることになると思いますので、ＳＤＧｓは反映されてくるかなと思いま

す。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑は。 

川幡委員  農林水産業費の資料１４ページ、担い手育成対策事業について聞きたい

と思います。一般質問の中で、石川さんがこのことについては質問していたんですけ

れども。それで南幌町も遅ればせながら、新規就農者を確保して農業後継者を図るた

め、新規就農者奨励金、取りあえず１０万円ですけども、予算を付けていただきまし

た。このことについては、非常に南幌町の今の農業人口が、農家戸数が１６０戸とい

うことで、非常に少なくなってまいりました。南幌町の大半の農家は、皆さん御存じ

のとおり土地利用型農業ということでやっているんですけども、そのために非常に全

国の有数な所得のある農業地帯です。しかしながら、今後、水田活用交付金の問題が

出ておりますけれども、いろんなことで制約を受けるような状況になってきておりま

す。ぜひ、土地利用型でもいいですけれども、それでいろんなことで水田活用のよう
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なことができれば、非常に所得のほうが不安定な状況になると。当然やっぱりそれを

補完するためにも、高収益作物や、または新規就農者を入れた中で後継者の確保を図

らなければならないと思っています。どうやってやるかについては、私もちょっとわ

かりませんけども、石川さんが質問した状況の中では、栗山町あたりはかなりそうい

うことに力を入れて、何戸かの新規就農者が入っているということで、南幌町もこの

ことを打ち出した以上、何らかの形で新規就農者を作らなければならないと思うんで

すよね。やっぱりそれには、町側、そしてＪＡ、農業委員会を交えた中の組織なり何

らかのものをつくって、いろんな調査をしながら、後継者、新規就農者を募っていっ

ていただきたいと。やるとすれば、やっぱり最低限生計を立てるぐらいのものがなけ

れば、どっちにしても推進はできないと思うんですよね。それでは、土地のあっせん

や資金の対応など、そういう面はメニューを示してやらなければ、そして手助けをし

ていなければ、なかなかこの事業は進まないと思うんですけども、その辺、町長の執

行方針の中にも出ていたんですけれども、そのような中身を持ってやってると思うの

で、将来どのような形にしていくのか、考えがあればお伺いします。 

農政Ｇ主幹  まず担い手育成対策奨励事業の内容ですけれども、新規就農者に対す

る支援としては、これまで国の就農支援制度になります、農業次世代人材投資事業の

事業で、年間１２０万円から１５０万円、５年間で最大６９０万円ということで、新

規参入者が受けられる制度になっています。国の就農支援制度の対象とならない親元

就農者に対しては、町が独自で、ふるさと就農促進事業として、研修期間と新規就農

後をあわせて５年間、町が給付金を給付するという形で支援してきています。令和３

年度から、国のほうですけれども、親元就農も対象とする新規就農支援制度として、

国と市町村の折半ですけれども、機械設備費や研修費に最大１００万円補助するとい

う制度ができています。それと、令和４年からになりますけれども、新規就農者育成

総合対策として、経営開始時の資金と機械設備の投資支援に対して最大８２５万円と

いうことで、こちらについては国と都道府県が補助するという制度が創設されていま

す。こちらの制度についても、新規参入者も親元就農者もどちらも対象となるという

ことから、新規就農者に対する経営維持の支援は、今の国の施策で十分受けられると

いうふうに考えています。町としては、新規就農者に対して、新規就農者激励会でお

祝い金として１０万円を渡すということで組み替えたというものになっています。新

規就農者の就農後の農地や資金が必要になってくるかと思いますが、こちらについて

は、認定農業者あるいは認定新規就農者といった認定が必要になります。これまでも

農協や普及センターと支援してきておりますけれども、今後も関係機関で連携して、

新規就農者の支援をしていくということで考えています。以上です。 

川幡委員  どういう形でやるかはちょっとわからないですけれども、先ほど言った

ように、やっぱりＪＡなり農業委員会とも相談というか、そういう新規就農者の募集

の組織をつくるという、そういうことは考えていますか。研究したり、メニューを示

したりなど、こういう方向だということを考えているのか、その辺は将来的にどうす

るのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

農政Ｇ主幹  新規就農者の受け入れについては、現在の担い手協議会のほうで対応

するということで、一般質問の中でもお答えをしているかと思います。今後もこの体
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制になるかと思います。国の就農支援制度であっても、交付対象者への側面的な支援

というのは地元の関係団体でしていくということになります。現在も、関係機関で交

付対象者へのサポートチームを設置しています。経営技術部門については農協と農業

改良普及センター、営農資金部分は町と農協、農地部門は町と農業委員会という形で、

経営状況や課題の確認、助言、指導というのを行っていますので、今後もこの体制で

進めていきたいというふうに思っています。以上です。 

川幡委員  各組織、別々でやってもうまくいかないと思うので、やっぱり今度連携

をきちっと取ってやっていただきたいと思います。その面はどうでしょうか。 

農政Ｇ主幹  担い手協議会には、農業関係団体が全部入っています。町、農協、改

良区、農済、普及センターまで入っていますので、関係機関と連携して新規就農者の

支援はしていけると思っていますので、今後もそのように進めていきたいと思います。

以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございますか。 

熊木委員  資料の１４ページの地産地消活動推進のところと地域材活用推進事業、

この２点伺います。１点目、地産地消活動の中で、先ほども内田委員のほうからも出

されていましたけれども、今、地場産の食料を使うとことがますます大事になってく

ると思うんですよね。それでここの中に特産物加工事業とあるんですけれども、その

内容を教えてほしいと思います。今ウクライナのことなどがあって小麦がすごい急騰

しているということで、町内でも小麦を作っているんですけれどもなかなか地元産の

小麦が手に入らないということがあるので、その辺の加工というのは考えているのか、

それ１点です。 

それからもう１点は、地域材活用推進事業で、これは昨年、道具箱をということで

出されて、今年２年目の事業だと思うんですけれども、新入学児童に道産木材を使っ

た道具を送りますということで、昨年やられてその道具箱はどのように活用されてい

るのか。その２点お願いします。 

農政Ｇ主幹  まず、特産物加工事業のほうですけれども、こちらについては南幌産

の酒米を使用した米焼酎の加工経費になっています。多良木町のほうで焼酎を作って

いただいていますが、米と酒米を送る経費は農協のほうで負担ということで、でき上

がった焼酎、製品を南幌町に送る経費を町が負担するという形で行っております。小

麦にはちょっと関係していないものになっています。町内の小麦ですけれども、品種

の問題もあって、全てが全部食べられるとはちょっと限らないですけれども、食べら

れる品種については今、給食の中で使っているという状況です。 

それと地域材ですけれども、こちらについては、もともと小学校でプラスチック製

の道具箱を使っていましたが、小学校１年生に道産の木材を使った道具箱を渡して６

年間使ってもらって、卒業後も自宅で使ってもらうということで、毎年実施するもの

です。今年２年目ということになっています。以上です。 

熊木委員  地産地消の活動で、酒米ということで焼酎になるというのはわかりまし

た。小麦が学校給食に使われていることは私も承知しているけれども、道産小麦でパ

ンを作るにもいろいろ種類がありますよね。そういうのを選んで買ったりするんです

けども、以前ＪＡにも置いていたんですけども、なかなか今は手に入らない状況にあ
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るんですよね。それを、町単独でできるとは思わないんですけれども、やはり学校給

食にも使うということで確保をお願いしているのであれば、もう少しそれを町民が使

えるような形で、それを町民が南幌町で作った小麦でパンを作るなどという形に普及

するのがすごくいいのではないかなと思うんですけれども、その辺を取り組まれるこ

とは検討などがされているのか、してほしいと思うんですが、それ１点伺います。 

あと、道具箱のことですけれども、自宅に持って帰るのではなくて学校に置いて使

っているということですね。それ、昨年も質問がいろいろ出ていて、例えば木育とい

うか、そういう中で自分たちで何か手を加えることができないのかという質問もあっ

たかと思うんですけども、その辺は、２年目に向かって何か考えていることがあるの

かどうか伺います。 

農政Ｇ主幹  まず小麦のほうですけれども、町内でつくっている小麦、秋小麦でい

いますと、きたほなみが８８％、約９割で、ゆめちからが１０％ちょっと、ゆめちか

らのほうがパンを作る麦と、きたほなみについてはパンは作れないような、うどん向

きの麦になっています。どうしてもパンやパスタということになりますと、外国産の

小麦のほうがどうしても向いているということもあって、なかなか南幌産小麦を使っ

て大々的に行くというのはなかなか難しいという感じはしています。なので、小麦で

はなくて、野菜や米の地産地消を進めるほうが大切かと思っています。 

それと、道具箱ですけれども、道具箱のほうは、学校のほうで入学式にお渡しして

おりますので、その後使い方については学校のほうにお任せしたいと思っています。

以上です。 

熊木委員  道具箱のことについてはわかりました。特産物加工で、なかなか小麦が

難しいということですけれども、今いろいろ道産小麦、道産に限らず国産小麦を使っ

て、パンやパスタなどいろんなものを作ろうという形で、いろんな取り組みがされて

いると思うんですよね。そういう中で、せっかく町内で小麦がつくられているので、

岩見沢などが結構パンをつくれる小麦なども増やしているように思うんですけれど

も、ＪＡや町などがやっぱり協力しあって、そういうものの生産をお願いするなど、

その加工にまでつなげていくという形で、先ほどの新規就農のことも、いろいろ研究

ということを、先ほど川幡委員のほうからも言われたんですけども、やっぱりそうい

う形で、安全な食料を町民にということでは、すごく大事な取り組みなので、ぜひ、

できないのでなくて、研究しながら進めていくように計画を組んでほしいと思うので、

要望します。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

質疑がないようなので質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは、続きまして審査順序９番目、第６款 商工費。同時審査として、統計調

査費。関連議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを説明をお願いいたします。 

産業振興課長  初めに商工費を説明いたします。予算書は１０７ページです。予算

資料は、１５ページから１６ページ、２１ページになりますので、あわせてごらんく

ださい。６款１項１目商工振興費、本年度予算額１億９３９万５，０００円。商工会
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運営助成事業では、商工会が実施する経営改善普及事業と地域振興事業に対する補助

金、７７６万３，０００円を計上しています。 

次に、観光協会運営助成事業では、町長杯争奪パークゴルフ大会経費、観光協会特

販所常駐職員配置経費、観光協会サポートアドバイザー業務委託に対する補助金、４

８７万円を計上しています。 

次に、中小企業資金利子補給事業では、中小企業者への負担軽減対策として北海道

中小企業総合振興資金融資に対して、中小企業総合振興資金利子補給補助金、新型コ

ロナ関連融資に対する中小企業等経営支援利子補給補助金、２２２万８，０００円を

計上しています。 

次に、南幌温泉経費では、自動火災報知設備修繕、南幌温泉指定管理料、大規模改

修実施設計費、町民無料入浴券配布事業負担金、４，６１１万円を計上しています。 

資料１５ページ中段をごらんください。新規事業、南幌温泉改修事業として、宿泊

棟浴室の配管等の改修工事に対する実施設計を行うため、９９０万円を計上していま

す。予算書に戻ります。 

地域おこし協力隊設置事業では、令和３年度に採用した、観光情報の収集発信や観

光資源の利活用などに取り組む、地域おこし協力隊員の配置に要する経費、７６０万

円を計上しています。 

続いて１０８ページ下段をごらんください。緊急経済支援事業では、「南幌プレミ

アム付商品券事業」「食品製造業町民還元事業」「なんぽろ割宿泊助成事業」「小規模

事業者持続化特別補助金」など、町民・事業者への新型コロナウイルス感染症対策事

業として、３，７８４万円を計上しています。 

続いて１０９ページ中段をごらんください。商工振興経費では、南空知 4町広域連

携事業の通年雇用促進支援事業やさっぽろ連携中枢都市圏などの負担金、北海道そら

ちグルメフォンド負担金、空き店舗活用支援事業補助金など、２９８万４，０００円

を計上しています。 

２目 ふるさと物産館管理費、本年度予算額 １，５３８万１，０００円。ふるさ

と物産館管理経費では、施設の管理運営並びに維持管理に係る経常経費など、１，５

３８万１，０００円を計上しています。 

以上で、商工費の説明を終わります。 

続いて、総務費、統計調査費を説明いたします。予算書６９ページをお開きくださ

い。２款５項１目統計調査費、本年度予算額１９万２，０００円。統計調査経費では、

定期的に実施される 4つの法定統計調査経費、１９万２，０００円を計上しています。 

以上で統計調査費の説明を終わります。 

 

続いて、同時審査、議案第１６号南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例制定について、御説明いたします。議案書の議案第１６号を

ごらんください。初めに、改正の概要について申し上げます。本年１月２５日開催の

全員協議会におきまして、御説明させていただきました、「誘致企業によるふるさと

物産館の使用」につきまして、町内への事務所の立地や起業、新たな産業の育成を推

進することを目的として、ふるさと物産館３階会議室をテレワーク施設として貸し出
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すため、会議室を専用使用できるよう使用料等を規定するため、改正を行うものです。 

それでは、別途配布しております議案第１６号資料 新旧対照表をごらんください。

左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所です。 

使用料、第７条において、１ヵ月の専用使用料を規定するため、別表１の後に「及

び別表２」を加え、営利を目的とする使用時のみ前納することと施行規則において規

定していましたが、他の公共施設と合わせ一般の使用時においても前納とするため、

「納付」を「前納」に改めるものです。 

次に、第７条の次に次の１条を加える。専用使用の対象者、第８条、専用使用でき

るものは、個人又は法人のうち、専用使用した後において、新たに町内へ事務所を開

設しようとしているものであって、町長が使用させることが適当であると認めたもの

とする。ここでは、本町において新たに事務所等を立ち上げ新規参入しようとする事

業者のために新たに規定したものです。 

次に、第８条、第９条を１条ずつ繰り下げ、第９条、第１０条とし、第１０条の次

に次の１条を加える。 

原状回復の義務、第１１条、使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を

停止され、若しくは取消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還し

なければならない。第２項、町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これ

を代行し、その費用を使用者から徴収することができる。ここでは、専用使用にあた

り、施設改修等も考えられるため使用後の現状復旧を新たに規定したものです。 

次に、第１０条を第１２条とし、第１１条を第１４条とし、第１２条を第１５条と

し、第１２条の次に次の１条を加える。 

必要措置の命令等、第１３条、町長は、管理上必要があると認めるときは、使用を

許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置を取ることを命ずる

ことができる。ここでは、専用使用することが可能となるため、管理者が立ち入り調

査できるよう規定したものです。 

次に、別表１、第７条関係は、専用使用料を規定するため施設使用料の「施設」を

「一般」に改め、同表の次に、別表２、専用使用料を加えるものです。 

別表２、専用使用料につきましては、専用使用できる３階会議室部分の料金となっ

ており、１カ月単位での料金設定となっております。大会議室、３室分、１５３，０

００円。中会議室、２室分、１０５，０００円。小会議室、１室分、４８，０００円

としております。同表備考、第１項、月の中途で専用使用を開始または終了する場合

の当該月の使用料は日割計算による。第２項、別表２及び前項により算出して得た額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。 

附則として、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

川幡委員  予算資料１５ページの南幌温泉管理運営事業の中の南幌温泉に係る負

担料金事業と改修事業に関連して、温泉の今後の経営のあり方についての質問をした

いと思います。新型コロナの影響だと思うんですけれども、温泉の入込み客の現状は

非常に大変で、数十％の減少になっているのではないかと思います。現在のままでい
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くと、何か集客方策をやらなければ、現状の回復は、打開は難しいと思うんですよね。

そこで温泉との協議はどのようにしているのか。町側と指定管理者の協議をしている

のかどうか。令和５年度、来年度に温泉の大規模改修、執行方針に事業関係が載って

いたと思うんですけど５，０００万円をかけて大規模改修をやると出ていたんですけ

れども、これに関しても、どのような温泉の運営と集客をどのようにするかという、

きちんとしたことを計画しなければ、大きな負担だけが残るような気がします。そん

なことで、経営のプロなので、南幌温泉のアンビックスは、それだけではなく、いろ

んな方策をとった中で集客をやらなければならないと、このように考えるんですけれ

ども、この面についてはどのような方策をとるのかお聞きしたいと思います。 

産業振興課長  南幌温泉の入込客数ということで、南幌温泉につきましては、これ

まで年間最大で４０万人を超える集客があった時期がありました。ただ、近隣市での

浴場の建設などもありまして、平成２０年を境に、２０万人で推移してきています。

今では、コロナ禍によりまして、平常時と比較しまして日帰りで８０％、宿泊で４６％、

宴会では８％まで落ち込んできています。日帰り客の落ち込みは、比較的少なく、宿

泊客の減少が顕著であるというような状況となっています。コロナ禍での令和２年度

の集客数は１８万人を切る状況となっていました。コロナの影響によりまして、集客

の減少を他のアンビックス系列の指定管理を受けている温泉施設と比較しますと、日

帰りの落ち込みが大きく、逆に宿泊客の落ち込みが少ないと聞いています。このこと

から、南幌温泉の全体の集客はもちろん落ち込んでいるんですけども、常連といわれ

る固定客、一定の方は継続して利用していただいていると考えています。この部分に

つきましては、町だけではなくて指定管理者のほうについても同様の見解でございま

した。現在では、この固定客、常連を離さないようにしまして、新たな客数をつかま

えるために、営業形態や温泉でのイベントなど、町と指定管理者が、現在協議を繰り

返しながら、集客に向けた方策を練っているところです。以上です。 

川幡委員  非常に大変な状況だと思うんですけども。向こうもプロですからいろん

な方法は考えると思うんですが、やっぱり町側も研究して、営業のプロというかな、

コンサルタントみたいなところでも使ってでもいいですけれども、いろんな方策で集

客を進めていって、もとの賑わいを取り戻すことが大事だと思うので、その面につい

てお願いしたいと思います。現在のところは、こんなものしかないんですけれども、

また我々もいろんなことを調べながら、何か活用できることがあれば進言したいと思

いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。終わります。 

西股委員  資料の１６ページ、予算書の１０７、１０８ページの、地域おこし協力

隊の関係で、今は外間さんに来てもらって、いろんな新しい事業に取り組んでいただ

いていますが、今年度考えている中で、また新たな事業というのがあれば教えていた

だきたいというのと、１０８ページのほうにアドバイザーの関係が出ているんですが、

このアドバイザーというのが、昨日総務費のほうでも確か２８０万円をみていたと思

います。ですからこれは１人に対して１人付くようになるのですか。それとも２人あ

わせてという感じではないということで捉えていいかどうか、そこをお聞きしたいと

思います。 

産業振興課長  まず地域おこし協力隊、今年度の取組はということです。今年度の
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取組につきましては、特産品コーディネート活動業務として特産品の情報発信、特産

品をＰＲするためのイベントへの参加。観光振興活動業務としてビューローの特販所、

軽食コーナーの運営補助、あと観光協会イベントへの参加、そしてＳＮＳを活用した

観光情報の発信というものを令和３年度から実施しておりまして、まずこの部分につ

いては、継続をさせていただくという部分と、あと令和３年度、昨年コロナの影響に

よりまして、外間さんのほうで考えていただいていたイベント等が、いくつかありま

したが、これは全て中止なってしまったという部分がありますので、これらのイベン

トの開催。内容については、ビューローの軽食コーナーでの新たなメニューの提供や、

教育委員会の放課後子ども教室でのコラボ企画等を、昨年企画しておりまして、この

部分についても、まず令和４年度で実施したいということをおっしゃられていました。

また、昨年から、現隊員につきましては、地域の方たちとのつながりや近隣の地域お

こし協力隊とのつながりというものを進めていまして、令和３年度において一度開催

しましたが、南空知四町の地域おこし協力隊を呼んで、ビューローでのイベントとい

うものを実施したんですけども、ああいうものを連携事業として、南幌だけではなく

近隣の自治体に行って開催するということも、検討しているようでございます。 

続きまして、アドバイザーの関係ですけども、こちらについては総務課にいる地域

おこし協力隊員、そして産業振興課の分と、それぞれの予算で持っているところです。

今回、産業のほうの予算で持っている分については、外間さんの分の経費となってい

ます。以上です。 

西股委員  昨年、いろんな事業をやられていた部分で、私も行ってみていましたが、

何か新しい取り組みをされていたというように思います。それとＳＮＳなどでいろい

ろ発信しているというのを見ていますが、今度は町のほうでもどんどんサポートをし

て、そういう事業のバックアップをしていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

それとアドバイザーの関係というのが、昨日、アドバイザーについて説明を受けて

いますが、これ１人、マン・ツー・マンみたいな形がいいのかどうかということだと

思います。ちょっと、後ろまで見ていなかったものですから、総務費のほうと商工費

の関係の中で２８０万円ずつの予算をみているということですが、これについては、

ちょっと違和感があるかなというふうに思うんですが、アドバイザー自体のちょっと

形が違うかもしれないですが、この辺でちょっと違和感ある部分について何かありま

すでしょうかね。 

財務Ｇ主幹  アドバイザーの関係でございます。総務費のほうでも御説明をさせて

いただいていましたが、このアドバイザーの事業につきましては、特別交付税で５６

０万円が措置される事業になっています。それを２人で、折半といいますか、分けた

形で予算計上をさせていただいています。それで起業に向けた支援ということでアド

バイザーを招くわけですが、それぞれ求めているものが違う部分もありますし、同じ

部分もあります。アドバイザーについては直接アポを取ってお願いをして、どういっ

た内容でやるのかというのは、これから調整をすることになっていますので、重なる

部分とそうでない部分がありますので、その辺はうまく総務課、産業振興課と調整し

ながらやっていきたいと思っています。また、昨日お話がありましたとおり、町民の
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方また事業者の方を含めた中での形で実施できるかというところも、検討はしていき

たいと思っております。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑は。 

石川委員  まず一つ目、資料のほうの１５ページの一番下にあります観光振興事業

ですけども、これは毎年計上されていますけども今年は４０万円ぐらいしか出ていな

いと。昨年だったら１００万円以上あったけれども、中身的にもそんな変わらないよ

うな気もしたんですけども、なぜ半額以下まで減ったのか、それについてお伺いした

いと思います。 

もう一つ加えてですけれども、先ほどの条例改正の中で、一つちょっと疑問に思っ

たんですが、この料金で大会議室、中会議室、小会議室、それぞれありますけども、

普通、小会議室は１室の単価はいいけれども、倍になったら値段が倍になるだとか、

３倍だったら３倍になるような気がするんですが、みんなそれぞれバラバラになって

いるというのは何か理由があるのでしょうか。それについてもお願いします。 

産業振興課長  まず１点目の予算の減少ということで、こちらにつきましては、令

和３年度において町内の観光案内パンフレットを増刷していまして、予算が６０万程

度となっておりました。今回はその部分がありませんので、減額となりまして、４０

万円となっている状況です。 

続きまして、ビューローの会議室の料金設定の関係ですけれども、まず、部屋が３

室ありまして、真ん中の会議室だけが若干大きいです。両端が同じ大きさになってい

ますので、ちょっと、料金が２部屋で単純に倍になるのではないかということにちょ

っとならないような形になっています。単純に面積が両端に２部屋は同じで、真ん中

の部屋だけ若干大きいというような形になっています。以上です。 

石川委員  観光振興事業につきましては、単純にパンフの発行が昨年あったからと

いうふうなことですね。いずれにしましても、先ほどの川幡委員の質問もそうですけ

れども、コロナの影響で、結構全国的ではありますけども観光事業が相当打撃を受け

ていることでは、この予算の中ではあれなのかもしれませんけれども。とにかく目に

見えない中で一生懸命やはり町のほうとしても応援していただきたいと思いますし、

商工費、プレミアムだとかいろんな形ではやっていますけれども、そちらのほうでも

新たに補正組むぐらいの形でも応援していただきたいなというふうに思います。 

それと会議室の話ですけども、あくまで１室という捉え方ではなくて、会議室とい

う見方ですね。真ん中の部屋に借りたいという場合には、値段がまた違うのかなとい

う感じもしましたが、あくまで貸し方としては端から順番という言い方で捉えてよろ

しいのでしょうか。以上です。 

産業振興課長  まず、コロナによって町内の集客が少ないということで、現状でで

きる範囲の中で、新しいことといいますか何かやっていかなければいけないなという

部分については重々承知しておりまして、令和３年度からですけれども、観光協会の

ほうでサポートアドバイザーというものを設置しています。観光情報等の発信を行っ

ていますが、このアドバイザーに、昨年９月に地域おこし協力隊を退任された青木さ

んに担っていただいているところですけれども、協力隊員時に青木さんのほうで情報

発信していたインスタグラムがあるかと思うんですけども、現在ですねこのアカウン
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トを観光協会のほうに変更していただいて、これまで同様に青木さんに情報発信をし

ていただいているというような状況になっております。また、イベント等にもお手伝

いをいただいているというような状況ですので、この部分については、令和４年度に

ついても同様に観光協会のアドバイザーとして活動していただくということとなっ

ております。 

続いて、先ほどの専用使用の関係ですけれども、真ん中の会議室だけ専用するとい

うことにはなかなかならないのかなというふうに考えておりますので、端から使って

いただくというような形にしかならないかなということで、このような料金体系とさ

せていただいています。以上です。 

本間委員長  ほかに。 

佐藤委員  ちょっと今と同じのところで、資料の１５ページの観光振興事業の中の、

さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会ですが、これ３０万円負担とあるんですけれども、

町としての来年度の具体的な動き、活動内容を教えていただきたいと思います。 

産業振興課長  ただいまの御質問ですけども、さっぽろ連携中枢都市圏の観光部門

の協議会ですが、こちらのほうでホームページ等を立ち上げていまして、そこにかか

る一町村あたりの負担金という形で、３０万円を負担金で支払うというような形にな

っております。ただ、何か事業ということとなると、なかなかないですけども、単純

にホームページの管理費等々となっておりまして、これまでであれば、札幌市内での

イベントのあっせんといいますか、物販に来ませんかというようなお話をいただくな

どというような形で連携をさせていただいているというところです。以上です。 

佐藤委員  私も広報やアプリなどでこの内容は見ているんですけれども、やはり大

都市と連携してまちづくりができるということでは、やっぱり町としてももっと住民

の人たちに知ってほしいという思いがあるんです。その中で江別市の大型商業施設の

中にも、大きくこの連携中枢の協議会ということで、大きなパネルポスターを貼って、

あれはＷＡＯＮと連携をしているんですけれど。何かそういう部分で、見せ方といい

ますか、市民の人への見せ方というのはすごいなという思いがあったんですね。です

ので、ぜひやり方はちょっとわからないですけれども、役場庁舎の前にまた大型パネ

ル、何かパネルなど、何か住民の人たち目を引くような形で、もっとアピールしてい

ってほしいなという部分で、地域おこし協力隊、先ほどそのアドバイザーの方もいら

っしゃるということでしたけれども、そういう方たちにも協力してもらって、やっぱ

り広めていってほしいなとは思うんですけれど、そこのところを、ちょっとお聞かせ

願いたいです。 

産業振興課長  ただいま江別市への事例というものをお聞きしましたが、そういっ

たポスター等があるのかということをちょっと確認させていただきたいという部分

と、あとそういうものがございましたら、積極的に町民の皆さまにもお知らせさせて

いただいて、町の取り組み等の情報発信をさせていただきたいと考えていまます。以

上です。 

本間委員長  ほかに。 

内田委員  飲食店による認証店の割合、それをお聞きしたいと思います。 

産業振興課長   ただいまの御質問は、第三者認証の関係ですか。飲食店の第三者
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認証ということで、町につきましては現在町内で２２の事業所が認証を受けておりま

して、全体で約７１％が認証を受けられているというところです。この数字につきま

しては、空知管内でも高いほうの部類に入るかと思っています。以上です。 

内田委員  国や道から示された支援金で、あるのとないのとの時間の紛らわしさと

いいますか、それで随分と皆さんのところにも何か質問等があったかもしれませんけ

れども、それでは、結局休んだほうがいいかということで休むということで。また認

証が間に合わなかったというか、そういうお店もありました。それで今後については、

こういったことはどのような方向性になるのか。そのままでいっていいのではないか

とか、また改めてその認証を取ったほうがいいのか。それがどうなのか。 

それと格差というか、そういったものが、格差、各お店で皆さんにも応援していた

だいていますけれども、多少なりとも格差が生じて、そういう道や国などの支援から

漏れるようなところへの、町としての支援など、そういったものを考えておられるの

か、調査などをしておられるのか、それをお聞きします。 

産業振興課長  ただいまの第三者認証の関係ですけども、この第三者認証が始まる

当初、町のほうからも話をさせていただいたんですけども、商工会のほうで積極的に

第三者認証を取得するように、会員さんのほうに呼びかけをしていただいているとこ

ろです。期間は、まだこれからでも認証をとることができますので、今後においても

商工会等を通じて、事業者のほうへの呼びかけというのは引き続きさせていただこう

というふうには考えております。 

また支援の関係ですけども、現在飲食店については、お酒の提供をする場合は認証

を取らなければいけないということで、提供時間も午後８時までの提供ですというこ

とで、その場合については１日あたり２万５，０００円の支援、認証を取っていても

取っていなくても、時短営業で８時までの営業とした場合については３万円の協力金

を出しますということになっています。町として、これまで飲食店の経営継続支援金

等を出させていただいていますけれども、今後についても、出さなければいけないタ

イミングで出していければというふうには考えていますので、令和４年度については

当初予算では計上しておりませんけども、タイミングを見ながら予算計上をさせてい

ただいて、支援のほうはしていきたいというふうに考えております。以上です。 

内田委員  はい、よろしくお願いいたします。 

本間委員長  ほかに。 

熊木委員  南幌温泉のことについて伺います。予算書の１０７ページで、先ほど川

幡委員のほうからも質問があったんですけれども、指定管理者との協議というか、温

泉経費のところで、指定管理者への委託料が３，０００万円となっていますが、コロ

ナによってこの金額になっているのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

指定管理者側の自助努力というか、その辺はどのように協議などがされているのか。 

先日長沼温泉のことでちょっとお聞きしたら、町は町民に無料券というか、そうい

うものの枚数がすごく多いようです。それで、うちは町民にたくさん利用してもらう

ということでそこにお金をたくさんかけて、指定管理という形ではなくて、やっぱり

自助努力でやってもらうという形にしているそうです。だからその辺、どのような会

計になっているのかはまだちょっと調べていないですけれども、以前、南幌も７０歳
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以上に１０枚など、そういう形があったと思うんですよね。今、現在３枚になってい

ますけれども、こういうコロナで、なかなか人が入らないというときこそ、町民にも

っと利用してもらうという形のことを検討したほうがいいのではないかなと思うん

ですよね。リニューアルをした時に、もう少し外観をきれいにするというところで、

それは指定管理者に求めるべきではないかというような意見も、確かあったと思うん

ですけども、その辺はどのように協議が続けられているのか、伺います。 

産業振興課長  まず、１点目の指定管理料の関係です。指定管理につきましては、

例年５００万円ということで計上させていただいておりまして、これについては、源

泉井戸くみ上げポンプの保守点検料ということで出させていただいています。今回は

３，０００万円ということで計上していますが、これから年度協定ということで結ぶ

ことになってくるんですけども、当初では例年どおりの５００万円で、年度協定を結

ばせていただこうというふうに考えております。南幌温泉の経営状況としましても、

やはり先ほど説明させていただきましたが、入館者がやはり減少していると。宿泊に

ついても半分ぐらい減って、宴会についてはほぼないというような状況で、今期につ

いても赤字になるであろうということで話を伺っています。これについても、昨年末

に本社のほうに行きまして、アンビックスの社長のほうから聞き取りを行ったところ

でした。今後も継続して南幌温泉の指定管理をしていただくために、アンビックスの

ほうからは要請といいますか、今後また指定管理についての要請が多分あるだろうと

いう話もいただいておりますので、当初予算のほうで、要請があった場合については、

支援していくというような形を取らせていただこうと思いまして、当初予算で組んで

います。 

続いて、運営の方法ということで、これまで入館者数の減少によりまして経営のほ

うも悪化しているというところですけども、南幌温泉の施設ですけれども、実際経営

体が二つの施設があるような形になっておりまして、経常経費、ランニングコストも

倍かかっているというような形になっていますので、今回の大規模改修におきまして、

通常の老朽化しているところはもちろんですけれども、このランニングコストが削減

できるような施設になるよう改修のほうも進めていきたいというふうに考えており

ます。また現状、温泉のほうでのランニングコストの低減ということで、いろいろな

部分で策を打っているということはお聞きしています。電気代の節減や水道の節減な

ど、そういう部分については昨年からずっと取り組んでいるところです。話のほうも

聞いています。 

続いて、町民への還元、町民の皆さんに温泉を利用していただきたいということで

すけども、現在は南幌温泉の無料入浴券ということで、アンビックスのほうで年間一

人に３枚無料入浴券を出しておりまして、町がその半額を助成しているというような

事業となっておりますが、昨年から、温泉の支配人が変わりまして、お話をしている

中で、やはり町民の方に、町の施設ですので、町民の方に使っていただくのが一番で

すということをお聞きしています。その中で検討されている部分というのが、高齢者

に対して、高齢の方が行きやすい、来やすいような環境をつくるのが一番だと思いま

すということをおっしゃられていまして、例えば、町民で高齢者の方は入館料を下げ

るなど、そういうこともちょっと検討していますということで話のほうは聞いていま
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す。以上です。 

熊木委員  指定管理料のことについて内訳はわかりました。引き続き協議はしてい

るということでしたけれども、最後に言われた、高齢者に対してというところで、温

泉に行く手段というか、あいるーとなどを活用しながら温泉にも入るなどいろんな形

でやっぱり町民が利用できるように、ぜひ協議をしてほしいなと思います。だからそ

れを引き続き続けてほしいのと、やはり指定管理を受けている以上、やっぱり自分た

ちで工夫してやられているとは思うんですけども、どこでもやっぱり厳しい中自助努

力で集客をしようということで動いていると思うんですよね。だからそれを、ぜひ協

議の中で進めていただきたいと思います。要望します。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。（なしの声） 

質疑がないようなので、質疑を終結したいと思います。 

職員の入れ替えがございますので、１１時１０分まで休憩いたします。 

（午前１１時００分） 

（午前１１時１０分） 

 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１０番 ７款土木費、同時審査としていたしまして、機場施設管理費。関

連議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定についての

説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、７款土木費について御説明いたします。予算書１１１ペ

ージをごらんください。また、予算資料は１６ページとなりますので、あわせてごら

んください。７款１項１目土木総務費、本年度予算額６６万６，０００円。土木総務

経費では、土木積算システムなどに係る経費を計上しています。 

２項１目道路橋梁総務費、本年度予算額１８５万６，０００円。道路橋梁総務経費

では、道路台帳の修正業務、並びに、道路、治水など関連７団体の負担金を計上して

います。次ページにまいります。 

２目道路維持費、本年度予算額３億３，４０２万８，０００円。町道管理経費では、

次ページにかけて、町道及び普通河川などの維持管理費として１億７，９５２万３，

０００円を計上しています。 

予算資料１６ページをごらんください。町道長寿命化改修事業、１億８９９万３，

０００円は、老朽化する町道及び道路施設の改修について、個別施設計画に基づき整

備を進めるために、委託料並びに工事請負費で５事業の経費を計上しています。財源

は、補助金及び起債を活用しています。予算書にお戻りください。１１３ページです。 

町道除排雪事業では、町道及び公共施設などの除排雪業務に係る経費として１億５，

３１８万７，０００円を計上しています。次ページにまいります。 

総合保安センター管理経費では、施設の維持管理に係る経費として１３１万８，０

００円を計上しています。次ページにまいります。 

３項１目都市計画総務費、本年度予算額１，０１５万８，０００円。都市計画総務

経費では、都市計画審議会委員の経費、本年度新たに都市計画マスタープランの詳細

版としての立地適正化計画策定の委託料並びに関係団体の負担金を計上しています。 
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２目公園費、本年度予算額１億７，８１９万１，０００円。公園施設管理事業では

公園および緑地帯などの維持管理に係る経費を計上しています。１２節委託料 ６，

９６０万４，０００円は、緑地帯などの施設管理及び公園の指定管理料を計上してい

ます。都市公園の指定管理料においては、令和 4年度からの指定管理期間の更新に合

わせ、本年度新たに中央公園ちゃぷちゃぷ池付近に仮設トイレの設置・管理業務を加

えるなど指定管理料の見直しを行っているほか、樹木剪定業務、毎年義務付けられて

いる、公園遊具の点検業務、中央公園トイレ基本・実施設計業務を計上しています。

１４節工事請負費、９，３３３万７，０００円は、中央公園大型滑り台改修工事、中

央公園ベンチ改修工事、緑町児童公園遊具改修工事に係る経費を計上しています。１

５節原材料費では、緑化活動に係る経費を計上しています。 

３目公共下水道費、本年度予算額６，５１０万６，０００円。下水道事業特別会計

繰出金につきましては、別途、下水道事業特別会計にて御説明いたします。次ページ

にまいります。 

４目街路事業費、本年度予算額４１２万円。街路事業経費では、街路灯電気料など

の経費を計上しています。 

４項１目住宅管理費、本年度予算額１，９７７万円。建築事務経費は、建築業務の

設計積算に必要な経費として、２７万１，０００円を計上しています。 

町公営住宅管理事業は、町公営住宅３団地１０８戸及び子育て住宅４戸の維持管理

を行う経費として、７９０万２，０００円を計上しています。次ページにまいります。

１４節工事請負費は、栄町公営住宅、２戸に浴槽を設置する経費を計上しています。

これで、令和２年度７戸、令和３年度３戸、令和４年度２戸で、あわせて１２戸とな

ります。 

続きまして、道公営住宅受託管理事業は、道より指定管理者として指定管理料を受

け、道営住宅６０戸の維持管理を行う経費３８９万７，０００円を計上しています。

次ページにまいります。 

住宅リフォーム等助成事業６００万円は、平成２７年度から実施しておりますが、

本年度も引き続き実施いたします。また、本年度新たな空き家対策として、空き家等

解体助成事業と中古住宅購入助成事業を計上しています。 

以上で、７款 土木費の説明を終わります。 

続きまして、同時審査の機場施設管理費について御説明いたします。予算書１０２

ページをごらんください。５款１項４目機場施設管理費、本年度予算額１億５，５３

８万７，０００円。管理する９機場の機能を維持するため、点検整備及び機場の運転

に必要な経費と負担金などを計上しております。１０節需用費、修繕料では、揚排水

機場の点検結果に基づく修繕、及び計画的な整備補修に必要な経費を計上しています。

次ページにまいります。 

１４節工事請負費は、南幌向揚水機場取水ゲート・除塵機設備更新工事を行います。 

機場施設管理事業の財源としましては、９機場のうち６機場は、基幹水利施設管理

事業の対象施設となっている外、修繕料と工事請負費については、長寿命化事業、高

度化事業など、有利な補助金や起債を活用しながら、計画的に施設の点検整備を行っ

てまいります。 
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以上で、説明を終わります。 

 

続きまして、関連議案であります議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明いたします。今回の改正は、道路法施行令の改

正により、地方自治体が道路占用料を定める場合、道路施行令に定める額、国の基準

を参考とするよう通達が出されていることから、南幌町道路占用料徴収条例の別表の

占用料を改正するものでございます。 

別途配布している議案第１７号資料 新旧対照表をごらんください。左が改正後の

新条例、右が改正前の旧条例で、下線の部分が改正点でございます。 

改正内容は、別表、第２条関係、占用料の額の全体の見直し、１ページ下段、法第

３２条第１項第３号に掲げる施設として自動運行補助施設を追加する改正となって

います。 

附則として、この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

以上で、議案第１７号の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

内田委員  住宅リフォーム助成事業について伺います。昨年、漏れた方への対応な

どいろいろ今聞きましたが、それが変わりあるのかないのか。 

それと公営住宅です。今年は雪が多くて、灯油配送の事業者も大変苦労されて、今

後はこの配送について考えるということを申し合せたみたいです。各３社というんで

すか。それでまた入居者にも聞いてみたところ、やっぱり高齢者になってホームタン

ク、前はなんでもなかったけれど、３階まではなかなかきつくなったということで、

その辺の調査といいますか、聞き取りもよくしていただきたいと思います。２点です。 

都市施設Ｇ主幹  まず、住宅リフォームの抽せんに漏れた件数ですが、令和３年度

の実施件数については３０件となっています。申込件数については４６件ということ

で、１６件の漏れという形になっています。 

それと２点目のホームタンクの関係ですが、今回栄町の公営住宅のほうでは、南幌

農協さんや高松給油所のほうで、灯油配送の対応をしていますが、今回、南幌農協さ

んからホクレン商事さんに変更になったという部分もありまして、今現在は玄関内の

タンクの方まで配送している方法につきましては、４月以降についてはできなくなる

と。物置のところの前にポリタンクを用意してくださいというような形の協議のほう

がうちの課のほうにありました。それに基づいて、私たちのほうでも協議させていた

だきましたが、基本的に栄町公住のホームタンクの設置というのは、公住の建設当初

から、湯沸し器などに必要なガス供給設備については設置してございました。ただ灯

油ボイラー等の設置の使用という形ではないものですから、灯油はあくまでも暖房器

具に使うというような形で考えていまして、それらの暖房器具や灯油タンク、石炭庫

に入っていますが、それについては入居者個人の方々で設置していただくというよう

な、もともとの仕様になっていました。それらを踏まえますと、現時点でちょっと町

のほうでなかなかタンクを設置するというのは難しいのかなというふうに考えてい

まして、ただ、内田委員が言うように、入居者のほうから、どうしたらいいんだろう

というような御相談も確かにございましたので、それらに対応する形として、私たち
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のほうも近隣へ調べさせていただきまして、札幌の配送業者のほうに、ミナミ石油と

いうところがありまして、営業所が岩見沢のほうにもあるみたいですが、そこで若干

手数料が割高にはなりますが、宅内配送ということもやっていただけるというような

形の回答をいただいていますので、なかなか高松給油所さんのほうはこれ以上できま

すかということも確認しましたが、何かちょっと厳しいと。エネオスさんも１階部分

以外については厳しいというようなことも確認して、栗山などにも結構確認はしまし

たが、なかなかその辺の業者は見つからなかったんですが、今言った札幌の業者さん

ですが、確認できましたので、今４件ほど問合せがございました。その方々には、こ

ういうところがありますので問い合わせしてくださいという形でお知らせをして、わ

かりましたということで了承はいただいてございます。まだ、そのほかの方からは、

特には言われてはいないんですが、随時、どうしたらいいのだろうというようなこと

で御質問がありましたら、私たちのほうでできる限りそういった情報提供はしていき

たいというふうに考えています。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。早速答えていただいてありがたいなと思います

けれども。今年、とても火災が多かったですね。そういったことで、だんだんとこの

高齢者への対応というんですか、そういう安全な方法をさらに探っていかなければな

らないかもしれないし、もしかしたら１階のほうなどに住替えなど、そういったこと

もあろうかと思うんですけれども、消防法で全然問題がなければ、物置にホームタン

クに入れておくということで今まで、ずっとそういうようにしてきたということでい

いのかなと思いますけれど、本当に高齢者に対して、事業者さんもそのように協力を

いただける、そういうところを探していただいたということは、よかったなと思うん

ですけれども、また地元の業者さんも、どうにかもう少し折り合いというか、簡単に

ホームタンクといかない、またいずれもしかしたらそうなるかもしれないところまで

お互い折りあって、そこを協力いただければと思いますのでそういったお願いは随時

していただきたいなと思います。 

それと、昨年いろいろ住宅リフォームですけど、プールしたらいいのではないかな

どと言って、説明もいただいたんですけれども、それは今までどおりということで解

釈してよろしいですか。あと、外れた回数の多い方からなどという意見というか愚痴

などですけれども、今までどおりということでよろしいでしょうか。 

都市施設Ｇ主幹  リフォーム事業につきましては、一般財源で事業を行っていると

いう部分もございまして、令和２年度から予算の範囲内でやらせていただいていると

いう経緯があります。事業内容につきましては、今、議員おっしゃるように、継続し

ていきたいという形で、後期計画の間、これから今後５年につきましては、何とか今

の補助率の形で継続していきたいというふうに考えてございます。いろいろ助成率を

下げて件数を拾うなど、いろいろなことも検討はしてきましてが、やはり町内業者の

育成ということを考えると、割引率を下げると、町外業者さんを使って値引きで対応

するということも考えられることや、さまざまなことが考えられます。それで現制度

のまま後期計画の間は行きたいと考えています。抽せん漏れの方で優先ということも

いろいろと考えていますが、なかなか現在の事業の内容や、 募集の件数も一時期若

干下がりましたが、また少し上がってきているような部分も見られます。それで優先
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順位を付けてしまいますと、落ちた方があまりにも多過ぎると次年度で賄いきれなく

なるなどということも考えられますし、どういった事情があるかはわかりませんが、

事業内容、補助率が改定になるなどという形になった場合については、前年度の補助

率で後回しになった方の対応をどうするのかというようなことなど、なかなかそうい

うような問題点も出てくる可能性があるものですから、申請受付時に十分その辺につ

きましては御説明をさせていただいて、抽せんになりますので、事業のほうができな

くなる可能性もありますということは了承していただいて、事業のほうは進めている

ところです。今のところ落選された方のほうから苦情がすごく来るなどということは

なく事業を進めていますので、こういった形で、このまま進めていければいいのかな

というふうには考えています。以上です。 

本間委員長  ほかに。 

佐藤委員  １点だけです。資料の１６ページ、緑化活動推進事業です。町内の花植

えですけれど、コロナ拡大で、一昨年は業者さん、昨年は職員の皆さんに植えていた

だいたと思うんですけれども、今回のこの予算に対しては、どのような形でされるの

かということが１点。 

それともう一つ、美園地区の花植えはされるのか。 

それと３点目に、中央公園の花壇も花植えはする予定なのか。この３点、お聞きい

たします。 

土木Ｇ主幹  まず１点目ですけれども、一昨年、昨年とコロナの関係で地域の方々

に御協力いただけない部分がありましたが、令和４年度につきましては、これまでど

おり町内会・行政区さんのほうに花植えをやっていただくということで進めていると

ころです。 

次の２点目ですけれども、美園地区の部分に対しての花植えについては、今のとこ

ろ計画はありませんが、１点申し添えますと、昨年、東町町内会さんのほうで、花植

えを実施したいという御要望がありまして、それで緑町町内会が今やられている向か

い側のエリアを、東町町内会で令和４年度より取り組んでいただくということで準備

を進めているところです。 

３点目の中央公園についてですけれども、公園のほう、指定管理者側のほうに管理

等をお願いしているところでして、そちらにつきましては、これまでパークゴルフの

受付のところにプランターを設置してというようなこともやっていました。いずれに

しましても、指定管理者側と打合せをしながら進めていかなければというふうに考え

ているところです。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。今年は町内会でされるということですけれども、

町内会自体もだんだん高齢化してきて、見ていると参加者もかなり高齢の方が多いの

ではないのかなという思いでおります。それで町内会・行政区のほうから、この花植

えに対して、いろんな声があったのかどうなのかということが１点と、それと美園地

区のほうは、わかりました。中央公園のほうもわかりました。ただこの緑化事業自体

があくまで行政区とか町内会でなければ、町内会や行政区に対しての花植えの助成と

いう書き方ですけれども、例えば、別の団体などが花植えなどをするなどということ

に関しては、特別な助成などはないのかということをお聞きします。 
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あと花植えともう１点、ちょっと公住のことであったので、それ１点だけお聞きし

ます。 

本間委員長  いや、公住も言っていいですよ。 

佐藤委員  いいですか一緒に。公営住宅の管理事業ですけど、先日栄町の公住の入

り口の防犯灯が壊れていまして、センサー式に改修していただいたということで、住

民の人がすごく喜んでいたんです。それでほかのほうもやったのかなと思ったらそこ

の場所だけだったものですから、追々に順次取り付ける計画はあるのかどうなのか、

その１点だけ。 

土木Ｇ主幹  まず、１点目の高齢化等による花植に対する要望についてお答えしま

す。令和２年度より、一部地域からそういうような御要望、御意見がありましたので、

区長さん・町内会長さんとの意見交換会というのを１０月に実施していまして、その

中で、地域でどのような形で取り組むのかということで、打ち合せ会議を行って、そ

の中でやはりなかなか集まりにくい部分がありますという町内会などがありまして、

それで、例えば、花植えの場所を検討していただくなどということを意見として出さ

れたものですから、その辺の内容を踏まえまして、それを令和３年度にその部分を実

施するというようなことで今、この度であれば、西町町内会が今まで２列植えていた

のを１列にするということと、あと１４区でも一部今までやっていたところをやめて、

若干規模を縮小していただくというようなことをしています。今後もこちらの打合せ

会議を通じて、地域の方々の御要望に沿って、いずれにしましても、環境の向上です

などといったところと、あと地域の方々で緑化に対する意識向上をつなげていくとい

う事業ですから、我々の事業に対する考え方もお伝えしながら継続していきたいなと

いうふうに思っているところです。 

２点目の緑化の部分のところですが、現行の補助金の要綱では町内会という形を限

定してやっています。場所につきましても当然どこでもいいという話にはなりません

ので、当然町有地や公共用地になるものですから、今のところは町内会などと、そう

いった部分でやっていただくというふうに考えているところです。以上です。 

都市施設Ｇ主幹  公住の入口の防犯灯ですが、基本的には入居者の方々で、蛍光管

が切れてしまったなどというのは対応していただいているのが現状ですが、今回、本

棟の建物の入り口部分、玄関の入り口部分のところの防犯灯という形でいわれまして、

若干現場の確認もしましたが、確かに入口付近、かなり地盤沈下もありまして、段差

が結構付いているような状況となっています。入居者それぞれの方たちの、何といい

ますか、電気を消したり、付けたりという部分の操作の部分もあって、結構高齢の方

などがちょっと薄暗くなってきてから帰ってくるときに、周りが見えないなどという

ことのケースがかなり見られるということもありましたので、栄町の公住の玄関のと

ころの防犯灯というのは、ほとんどの器具が一度も替えていないような状況でした。

それで建設当初から約３５年経過しているものですから、器具の老朽化というものを

考えて、今回１棟先行して交換させていただきましたが、そのほかの５棟の両サイド、

１０カ所部分につきましても、状況を見ながら、随時予算の状況と蛍光灯の状況も見

ながら、交換のほうは進めていきたいなというふうには考えています。以上です。 

佐藤委員  花植えですけれども、やっぱり町のイメージアップとしては本当にすば
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らしいと思います。そういう部分で、各町内会の皆さんが、本当に大変ながらそのよ

うに絶やさないように頑張っていただけるということには、本当に感謝の思いです。

ぜひまたそういう形で、取り進めていっていただきたいなと思っています。 

防犯灯も、センサーということで、特にやっぱり高齢者の人たちが荷物を持って防

犯灯のスイッチを付けなくてもいいということで、センサーのものを付けたというこ

とで大変喜んでおりました。そういう部分で、公住もだんだんいろんな形で古くはな

るんですけれども、ぜひともそういう最先端なことを考えて、また取り組んでいただ

きたいなと思います。以上です。 

本間委員長  ほかに。 

西股委員  ２点お聞きします。中央公園トイレの基本計画ということで、今年、中

央公園のトイレを見直すような計画が出ていますが、どのような内容になるのかとい

う点をお聞きしたいと思います。 

それと２つ目の資料の１６ページです。住宅リフォームの関係ですが、落選の方が

１６人いたということであれば、予算をそもそも６００万円からちょっと最初から増

やすということはできないのだろうかと。例えば補正で後から増やすなどということ

でなくて、それだけの数の方が落ちるのであれば、もう予算自体を、もう少し７００

万円などにするなどという形のほうがスマートではないかなというふうに思うんで

すが、今年は難しいということであれば、次年度以降にそういう計画もあるかもしれ

ないですが、やはり町民から望まれているのであれば、そういうようなふうに取り上

げていただいたほうがよろしいかなと思うんですが、この辺に対しての考え方をお願

いいたします。 

土木Ｇ主幹  １点目の、中央公園のトイレの設計の件についてお答えします。まず、

今年度、中央公園の大型滑り台の改修工事もあります。そちらのほうや誘客施設の部

分のところもありますので、それで今、駐車場付近にあるトイレの設置の更新という

形で考えているんですけども、例えばその場所や規模など、そういったところも踏ま

えて基本設計を立てまして、それを踏まえて実施設計ということで、令和５年度の工

事実施に向けて設計を進めていくということで、今回、調査設計を行います。以上で

す。 

都市施設Ｇ主幹  住宅リフォームの関係ですが、先ほども若干触れましたが、平成

２７年から事業を進めていまして、５年間につきましては、補正対応ということで全

件対応していました。令和２年からは、一応現計の予算額６００万円という形で、２

カ年やらせていただいたんですが、今、西股議員おっしゃるように落選者の部分とい

うのがある程度の人数がいるということも踏まえますと、もう少し予算額が上げられ

ないのかという部分もあるとは思いますが、今、まだ当初予算内で進めて、２年部分

ということで、これからもう少し様子を見させていただいて、申込者数がある程度の

件数多くなってきて、さらに、抽せんから漏れる方という部分が多くなるような状況

が続くということであれば、予算の許す範囲内で増額という部分も検討していくとい

う形では考えていきたいというふうには思ってはいるんですが、今現時点においては、

もう少し様子を見させていただきたいというふうに考えているところです。以上です。 

西股委員  まずトイレの関係ですが、昨日誘客のほうが採択になったという話です
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が、そうなってくると今度エリアマネジメントの関係などもいろいろ出てくると思い

ますが、その辺との連携の中で、今回の基本計画を組む部分で予算がダブつくような

感じにはならないのかなと。そういうようなイメージを感じますが、その辺のところ

をうまくコントロールしていただきたいなというふうに思います。来年、新しいトイ

レができ上がってくるということであれば、それが使いやすいような形になればいい

というふうには思います。 

それと住宅リフォームの関係ですが、やはり抽せんから漏れている方というのは、

令和２年以降はやっぱり数が多いというふうに受け止めます。はっきり言えば、３０

件やったうちの４５ですから、５０％ぐらいは落選なんですよね。ということは、や

はりそれだけの需要というのは見込まれているということになってくるので、そうな

ってくると、やはり今年は最初から組んでいる部分はありますので、それは分かるん

ですが、来年度にはやはりそれはもう確実には上げておいてもいいかなと思います。

それから、それに満たなかったら、それはまた補正でマイナス組めばいいだけの話で

すから、当初はやはり７００万円なり８００万円なりで組んでも問題はないのかなと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

都市整備課長  まず１点目のトイレの関係ですけれども、当然、誘客の今言うエリ

アマネジメントの関係もございまして、その公園の山、冬場も使うことはもともとか

ら検討していきたいということの話をいただいております。また、誘客施設ができれ

ば、あそこの駐車場のところは１年間使うということになれば、除雪もして冬も入っ

てくるということになります。当然、施設との距離もございますし、パークゴルフ場

のところにも簡易トイレがありますから、そのバランスもあろうかと思います。ただ

やっぱり、例えばあそこの施設、この駐車場についたときに、用を足してから遊びに

来る、あと帰る前に用を足してから帰るというところをある程度総合的に考えて、あ

の辺の場所にはなりますが、ある程度そういったバランスをとりながらですね設置を

していきたいということがまず１点あります。それと、今のトイレにつきましては、

やはり防犯上、壊されたりなどもして中もかなり傷んでいる状況があります。そうい

うセキュリティー的なものとやはり防犯的な要素もございますので、その辺も十分考

慮しながら、設置については、十分、今回の設計で検討していきたいというのが、ま

ず１点目です。 

それと２点目のリフォームの関係ですけれども、うちのほうでは基本的に使う方、

要は補助を受ける方と、建築業者さんのバランスというところもございます。当然、

今言うように、町内の業者に直していただけるとすごくすばらしいことではあるんで

すけれども、考え方としては、５年間天井なしでやった、そのあとは、６００万円で

今２年目終わりましたということになっています。ある程度経過を見て、当然今、コ

ロナ禍という状況もあって、住宅に投資する方が増えているというのが実際のところ

ですので、本年度、ある程度受付が終わった段階で、どれぐらい落ちる方がいるのか

というのをしっかり捉まえて、当然、次年度以降、今言う需要のバランスがあります

ので、その辺について前向きに検討はしていきたいと思っています。ただ、私たちも

それよりもやっぱり５年間まずは続けていく、同じフレームで続けるということをや

るということは、約束させていただいていますので、その辺の中で、当然今言う、年
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間で１００万円、２００万円を増やしていけるかというところの議論は、十分その辺、

今の実績を見ながら検討させていただきたいなと思っています。 

西股委員  毎年そういうように、あふれる方がいるということであれば、検討の材

料にはやはりしていかなくてはならない。５年間固定云々というのは、それは建前の

部分であって、それからいくらでも変更するというような考え方は絶えず持ってもい

いかなと思うんですが、この辺もやはり検討材料の一つに置いて、来年以降、そうい

うような感じに組立てをしていただきたいというふうに要望しますのでよろしくお

願いします。トイレについてはわかりました。 

本間委員長  ほかに。 

加藤委員  町道長寿命化ですが、私が言いたいことは、昨年の予特でも言いました

が、柳陽通り、南１５線とぶつかる交差点の２車線のところのことですけれども、や

はり直進車、第１車線と第２車線があって、大多数の人が第２車線で直進をすると、

真っすぐになっていますけれども、第１車線も左折と直進ができることになっている

はずなんですよね。そこで、両車線、第１車線、第２車線と同時に直進した場合、危

険があるのではないかというところで、あそこは通学路にもなっていますし、ガソリ

ンスタンドもある交差点ですので、事故の可能性は極力減らさなければいけないので

はないかと思っています。そこの点についてどう考えているのか、お伺いしたいと思

います。 

土木Ｇ主幹  今おっしゃっていた南１５線道路と西９号道路の交差点、エネオスの

交差点の２車線になっているところから小学校側に向かって１車線のことかと思い

ます。そちらにつきまして、我々といたしましては、今現行２車線あって、右折する

車がかなり多くあって、そこに渋滞するようなことは、我々としては今のところ見受

けられないのかなという部分もありますので、今段階では、すぐにそこのところの交

差点改良をするというような考えはないですけれども、今後交通量が多くなったり、

今後、道央圏連絡道路も令和６年に中樹林道路が開通するという予定もありますので、

そこのまた交通の形態などが変わった段階で、我々もまたそこで流れが変わって交通

が多くなったということがあれば、再度検討するような形で考えていくことになるの

かなというふうに思います。以上です。 

加藤委員  確かに、全体的といいますかトータルでの交通量というのは、そこまで

多いものではないかと私も認識しています。何かやっぱり朝の時間帯、多少なりとも

集中するということで、小学校へのスクールバスも通りますし、送り迎えする保護者

の皆さんもいらっしゃいます。昼の時点などという時間帯では特に危険はないのかな

とは思いますが、朝は多少危険性が増えているのかなと私も認識しておりますし、町

民の方からも危ない瞬間があったことあるよという方は少数ながらもいました。そう

いう声もありましたので、ぜひ検討のほどお願いしたいと思います。以上です。 

本間委員長  要望でいいですか。ほかに。 

熊木委員  資料１６ページの下段の空き家対策事業について伺います。これ新規事

業で１７０万円の予算が付いています。それで、総務常任委員会で空き地の雑草の調

査ということで年に２回しています。そういう中で住民課の担当ですけれども、空き

地の雑草を見たときに、やはり住宅も傷んできていて雑草や樹木が飛び出していると
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いうような状況などをいろいろ見ました。それで、町内のそういう危険な中古住宅な

どの調査はされていて、何件ほどあるのかということが一つと。 

それから、１７０万円の予算に対して、空き家解体工事は１件あたり１５万円、中

古住宅購入は２５万円となっていますが、これは申込み順なのか、先ほどの住宅リフ

ォームと同じように申込みが多数になったときにどのような措置をするのか、その２

点お願いします。 

都市施設Ｇ主幹  町内の空き家関係という形ですが、今、私たちのほうでは台帳整

備という形で戸数を捉えています。市街地地区ですが、今現在は５７戸の空き家があ

ります。ただ、これは昨年の３月の調べで、今回調査はかかっていますが、まだちょ

っと資料のほうにまだ反映されてないということで、大きな変更等はないとは思いま

すが、今、市街地の中では５７戸の空き家があります。農家地区が約６７戸になりま

す。あわせまして町内には、家屋１２４戸の空き家の家屋が今のところ確認されてい

ます。ただ、この空き家については、連絡先など何かしらのことはほぼわかっていま

す。今現在、完全に不明の住宅が３戸ほどあります。その部分につきましても、今現

状の特定空き家といわれる、将来的に行政代執行等の対象になっていくような空き家

の部分については、基本的に特定空き家というのは、建物自体の老朽化の部分と近隣

に対しての危険性の部分という総合判定をかける形になっています。皆さんも御承知

のとおり予備軍的なものとして、やっぱり国道３３７号線沿いにあります昇月旅館の

ほうが、ちょっと老朽化がしていまして、近隣のほうにも影響があって、建物自体に

もある程度の老朽化はしているとなっていますので、私たちのほうでも、２年ほど前

に一度立入りをさせていただいて、内部調査をした結果、それほど悪くはないという

結果が出ています。２階部分の底抜けなどもないですし、柱の破損や壁の膨れ上がり

というのも少ないですので、今現在、特定空き家の予備軍にはなりますが、そこまで

の状況ではないということから、町内の空き家でいえば、そこまでの部分の空き家と

いうのはないという形で捉えています。ただやっぱり、先ほど言うように、市街地で

は５７戸ほどの空き家の部分が見られるということもありますので、そういった部分

をよく確認しながら、空き家の対処のほうは進めていきたいと考えています。 

もう一つ、２点目の空き家解体に関わる事業ですが、今回中古住宅の購入の助成事

業と空き家解体の助成事業の２点を追加させていただきました。もともと町内の空き

家に対する住宅施策というような形で考えると、空き家の発生を未然に防ぎながら特

定空き家にならないように、空き家自体の価値を高めていって再利用を促すといった

ような形を目標として私たちのほうも考えています。このようなことを考えると、定

住のほうを促進させて空き家にさせないということで住宅リフォーム助成事業とい

うのを、まずは継続してやっていこうということで、その次に空き家を増やさないと

いうことで、移住定住もさらに増進させるということで、もともと住宅リフォームの

中に除却の事業というのは認めてはいましたが、住宅リフォームが、先ほど西股委員

もおっしゃったように、４月の申込みの段階で一気にきてしまいますので埋まってし

まうっていう部分もあって、その辺でやりたい人がいてもできないということも考え

られるのではないかということで、空き家の解体助成事業というのは、外枠にさせて

いただいて今回新たに新設して、先ほど言ったように抽せんについては、一応１月３



 

 ８９ 

１日まで申し込まれた方で、先着順で考えています。熊木議員が言うように、予算額

については４５万円で、上限１５０万円になります。助成率は１０％ですので１５万

円が上限になります。一応３件分ということで、４５万円の予算を計上させていただ

いていますが、今までリフォームの事業の中で除却のほうは申し込まれた方はいない

ですが、最近何点かお問合せ等もあったものですから、この事業を活用していただい

て、空き家抑制につながればいいなというふうに考えて、解体事業のほうをつくって

います。それともう一つ、中古住宅の購入の助成事業ですが、これについては移住定

住を促進させるというのと、空き家の数を増やさないということも目標にしていきた

いということで作っています。これについては２月２８日までに申し込まれた先着順

と考えています。予算額については１２５万円で、事業費の上限も１２５万円になり

ます。助成率は２０％で２５万円まで５件分計上しています。ただ、これは一応補足

ですが、個人売買等があった場合については、ちょっとどういうことがあるかわから

ないものですから、基本的には宅建取引業者の資格を持っている者が仲介に入るとい

う部分を一つとして、何点か要件を付けています。その部分で事業自体で不正になら

ないように、しっかり明確にしながら空き家解体と中古住宅の購入と、住宅リフォー

ム、それと建築助成、その辺を絡めていきながら、町内において空き家の抑制という

のを総合的に図っていきたいなと考えているところです。以上です。 

熊木委員  とても詳しく説明していただいてありがとうございました。農家と市街

地をあわせると１２４戸の家屋ということではすごく多いなと思います。それで、ち

ょっと今聞き間違いかな、空き家解体の申込みが１月３１日と言いましたか。それは、

令和４年度のということですね。それで、思ったほど多いということと、完全にわか

らないところが３戸あるということで、全国でもやっぱりそういうところが増えてい

るということで、総務委員会で住民課と懇談したときにその空き地、そういう条例が

国のほうでも示してくれるはずだというような形の説明だったんですよね。だからそ

れに沿っていくのかなとは思うんですけれども、住民課や土木、建設、そこで一緒に、

町内の台帳を基に、緑町にはこれだけなど、何かそういうような形での会議体という

か、そういうものはやられているのでしょうか。それは、空き地の雑草の時に、ずっ

と総務委員会で何年もかけてやっているときに、やっぱりいろいろ効果の違いはある

けれども、その町内の現状を見るというときに、課がまたがりながらいろいろ協議を

するということが必要でないかという意見も出ていたんですよね、私も出しましたし。

だからそれによって町の実態がよくわかって、解決につながるのではないかなと思う

ので、そういうことがやられているのかどうか、それをまず１点伺います。 

それから、限度額のところで、空き家解体のほうでは何件とか、そういうような住

み分けをしていての予算配分をしているのか。それも伺います。 

それから今年の大雪で、全道各地で、家の屋根が壊れたり、潰れたりとあるんです

けれども、現在その１２４戸の中で、そういうような実態は寄せられているのかどう

か、調べられているのかどうか、それを伺います。 

都市施設Ｇ主幹  まず空き家に対する、庁舎内の連携みたいな形ですね。私のとこ

ろで、空き家の窓口といいますか、空き家対策会議等の関係で、空知総合振興局の建

設指導課のほうから文章のほうが来ているという部分もありまして、必要な部分につ
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いては合議等で回させていただきながらやっているところもあります。そういったこ

ともあるものですから、先ほど言いました空き家台帳の整理というのは、私たちのほ

うでやらせていただいて、所有者等の調査は開示請求に基づいて、固定資産台帳等を

確認しながら所有者等の調査は行っているところです。この空き家台帳を基にして、

住民課に対しては空き地の関係、まちづくり課に関しては空き家バンク、総務課に関

しては特定空き家に対する最終的な、例えば行政代執行もそうですし、調査を追って

行ったりした時に個人情報等の問題などというものもあって、その４つの課を含めて

情報共有の対策会議は２回ほどやっています。その中で空き家台帳は配布などはして

いないですが、今言ったようなこういった件数の空き家があるということで情報提供

をしながら、例えば住民課からいえば、その空き家があるところの空き地の除草など

の周知についてはどういった形で対処していったらいいのか。例えば固定資産の通知

を出すときに、同一の文書を入れて、こういった表現にして書いて送ったらどうだろ

うなどと協議はしています。ただ、いずれですが、空き家対策計画の作成も視野に入

れていかなければいけないなということを考えますと、対策協議会等の設置というこ

とも考えていかなければいけないのかというのはありますが、今の段階では、庁舎内

の連携をとって、各分野における課題を情報共有しながら、空き家対策に対して進め

ていって、町内１２４戸の空き家があるということですから、これの状況等も見なが

ら、増えたり、さらに老朽化が進んでいったら、もっと空き家対策に対して踏み込ん

でいかなければいけないというふうに考えていますので、その辺は状況を見ながら、

さらに進めていきたいと考えています。 

２点目の、先ほど言った事業の振り分けですが、もう一度お知らせいたします。中

古住宅の購入ですが、助成率については２０％になっています。補助金の上限は２５

万円で、５件分予算計上しています。予算額については１２５万円になっているとこ

ろです。これは個別で中古住宅の購入の助成事業に対して、こういう助成率になって

います。もう一つ、空き家等の解体の助成事業については、助成率は１０％で、補助

金の上限は１５万円。事業費の上限としては１５０万円までいってしまえば、１５万

円はもう変わらないので１５０万円というのが上限となっています。予算の枠は３件

分ということで、１５万円の３件分で４５万円の予算を計上しています。  

最後に空き家の現状ですね、先ほどもちょっと昇月旅館のことも含めて言いました

が、今、３月の段階で、ちょっと全ての件数回れませんでしたが、市街地はほぼ全域

回っています。他の市街地外の行政区についても見られるところについては、見てい

るような形です。その中で潰れているなどというような住宅については、こちらのほ

うでは確認はしていません。以上です。 

熊木委員  ありがとうございました。すいません。聞いていたんですね、その住み

分けというところで。失礼しました。情報共有がやられているということを聞いて安

心しました。それから、住宅リフォーム助成と空き家対策事業、こんなふうにして計

画の中に組み入れながらやっていくということでは、やっぱりすごくいいことだと思

うんですよね。それで農家の空き家についても、近年、コロナの影響もあって、一戸

建ての持ち家を探している人や、それから新規就農のことでも、石川議員も質問をさ

れていましたけれども、田舎暮らしを楽しみたいというような人が増えているように



 

 ９１ 

思うんですよね。そういう中で、うまく、農家の空き家とその周りの畑も使えるなど

ということの希望に合えば、何かそういう形で新しく移り住んでくる、移住につなが

ることになると思うので、それを積極的に進めていってほしいなと思います。以上で

す。 

本間委員長  まだ質問もあるんですけども、お昼過ぎてしまいましたので、１時２

０分まで休憩いたします。 

（午後１２時１０分） 

（午後 １時２０分） 

本間委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。質疑を引き続き行います。 

細川委員  それでは予算書の１１３ページ、町道除排雪事業について、関連でちょ

っと質問いたします。町道の除雪に関してはとてもきれいにしていただいて、大変助

かっているところですけれども、実は、団地内の遊歩道の除雪の関係で質問したいと

思います。団地内の遊歩道の中には、生活路線になっている遊歩道がありまして、利

用者もすごく多いところがあります。例えば、全部遊歩道の関係、私のほうで把握は

できていないんですけども、例えば北町の国道３３７から入る道路のところ、まっす

ぐの遊歩道ですね、ここは一個人の方が緑地を使わせていただいているということで、

気を使っていただいてずっと個人で開けていただいているんですよね。ですから、こ

こはその方が体調が悪かったり、入院をしない限りはずっと除雪が入っています。そ

れから、まっすぐ抜ける道路で、北町コミュニティーセンターに抜ける遊歩道がある

んですけれども、ここのところ、通学や通勤、それから老人の方の買物等、あとバス

の利用者の消防署前の停留所、こちらに出る方がかなり多く、実際のところ町内の有

志といいますか、その近所の方が雪をはねたりはするんですけども、現在の状況でも

１メーターぐらい高いところを皆さん歩いている状況になっています。それでこうい

ったような状況のところがほかの団地内にもあるのではないかと思うんですけども、

そういうところを確認していただいて、毎回とはいわないですけれども、年に数回歩

道を開けるような機械で開けていただけると、地域のほうもそれに伴って除雪を続け

てできるのではないかと思うんですよね。そういったことを検討していただけないか、

ちょっと質問したいということで、今回お願いしたいと思います。 

土木Ｇ主幹  今の御質問の遊歩道の除雪についてということで、現在、町のほうで

は、遊歩道の除雪につきましては歩道用ロータリーで実施しているところでして、小

学校の通学に伴う部分などで、北町のそよかぜ橋や美園地区の小学校へ至るまでの通

学路で使っている遊歩道の部分、柳陽公園と西町２丁目の一部を除雪しているところ

です。これらにつきましては、先ほどお話ししたように通学路で使っている部分や、

あと実際やるにあたってロータリーで飛ばすものですから、実際の場所が雪を飛ばす

場所があるのかないのか、あと、そのほか、通常除雪の際に遊歩道に実際雪を押し込

みをしています。それで、そこの部分をまた開けるとなりますと、当然除雪の質の低

下などということにもつながるものですから、我々としては、あと機械力という部分

でいいますと、現在その町の歩道ロータリー１台と、受託業者である維持組合の機械

が１台の計２台で実施しているところで、機械力という点からも、遊歩道を開けると

いうことの路線を増やすというのは、今のところは考えていないところです。以上で
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す。 

細川委員  機械の関係などいろいろあって大変だということはわかりますけれど

も、もし除雪の空いている時期に、除雪機の空いているときに、何回かでも入ってい

ただけるだけでもかなり違います。たまたま今、私が言ったのは北町の関係で言った

んですけども、そこのところ両方とも緑地帯が横についてますので、真っすぐ飛ばす

のだったら、縦に飛ばしていくのならできると思うんですね。それで今回何でそんな

ことを言ったかといいますと、一番ひどいときに１メーター５０センチぐらい高くな

っちゃったんですよ。ただ老人の方が両手に買物袋を持って、そこから転がって落ち

てきたんです。これは危ないなと、下手したら骨折するなと思って、その方は７０歳

後半から８０歳ぐらいの方ですけれども、いつも夫婦で足腰鍛えるためにそこの通路

を使って、最短距離なものですから、道路をぐるっと回ると３倍以上の距離になって

しまうものですから、どうしてもその遊歩道を渡るんだという話なんです。町内にそ

ういうところが何か所かあるのではないかと思うんですけども、そういったところを

できれば、地域も頑張りますけれども、何回かでも入っていただければ足場になって、

今だと１メーター以上高いところを歩いているので、それが少し緩和されて危なくな

くなるのではないかと思いますので、その辺、今後検討していただければと思います。

これは一応要望ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

ないようですので、質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは審査順序１１番、下水道事業特別会計。同時審査といたしまして、合併浄

化槽等整備事業費、上水道費。以上、説明をお願いいたします。 

都市整備課長  それでは、議案第２２号 令和４年度南幌町下水道事業特別会計予

算について御説明いたします。 

歳出から説明いたします。１３ページをごらんください。１款１項１目総務費、本

年度予算額８万７，０００円。下水道協会への負担金を計上しています。 

２目管理費、本年度予算額１億２，３７６万１，０００円。管理費では、事業にた

ずさわる職員２名分の人件費,次ページにかけて、管渠、ポンプ場など下水道施設の

維持管理に要する経費、公営企業会計移行に要する経費、及び江別市公共下水道施設

の維持管理負担金、並びに施設整備時に借り入れを行っておりました、起債償還負担

金などを計上しています。 

１５ページにまいります。３目建設費、本年度予算額 1億１４万５，０００円。 

１２節委託料では、下水道管渠及びポンプ施設の老朽化に伴う改築計画として、晩

翠ポンプ場改築計画策定業務にかかる経費を計上しています。 

１６ページにかけて､１８節負担金補助及び交付金では、江別市公共下水道事業で、

南幌関連工事にかかる負担金を計上しています。 

２款１項１目元金、本年度予算額６，０１７万８，０００円｡元金償還金です。 

２目利子、本年度予算額５４７万４，０００円。利子償還金です。いずれも、公共

下水道事業の整備に要しました費用の一部につきまして、起債の借り入れを行いまし

た下水道事業債、及び臨時財政特例債の償還費を計上しています。   
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以上で､歳出の説明を終わります。       

続きまして、５ページをごらんください。第２表、地方債についてご説明いたしま

す。江別市南幌関連工事に要します負担金、及び公営企業会計移行に要します費用に

ついて、それぞれ借入を行うものです。起債の目的、江別市南幌関連負担事業、限度

額９，０７０万円、及び公営企業会計適用債、限度額４８０万円、起債の方法、利率、

償還の方法については記載のとおりでございます。 

続きまして１７ページをごらんください。給与費明細書の説明をいたします。一般

職２名分の人件費１，３０６万７，０００円を計上しています。詳細につきましては、

以降のページにわたり記載していますので、御参照願います。 

続きまして２４ページをごらんください。債務負担行為に関する調書でございます。

江別市の公共下水道事業で平成２５年度までに南幌関連分の起債借り入れを、年度内

の限度額、前年度末までの支出見込額、本年度以降の支出予定額とそれぞれの期間を

示したものでございます。 

次に２６ページをごらんください。地方債に関する調書でございます。南幌公共下

水道事業に対します地方債の令和４年度中 起債見込額と令和４年度末現在高見込

額を示したものでございます。御参照願います。 

続きまして歳入の説明を行います。９ページをごらんください。１款１項１目下水

道事業負担金、本年度予算額９０９万１，０００円。１節受益者負担金は、徴収猶予

を行っております受益者負担金の科目設定でございます。２節管理費負担金は、みど

り野団地開発者の道住宅供給公社からの南幌及び江別市に対しましての工事負担金

にかかわる起債償還費を計上しています。 

２款１項１目下水道使用料、本年度予算額１億１，３２４万５，０００円。１節現

年度分使用料、１億１，２８６万円は、近年の使用料の動向を考慮して計上していま

す。２節滞納繰越分は、実績を加味し計上しています。 

続きまして、３款１項１目下水道事業費国庫補助金、本年度予算額６６０万円。公

営企業会計システム導入及び、晩翠ポンプ場改築計画策定にかかる社会資本整備総合

交付金です。次ページにまいります。 

４款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額６，５１０万６，０００円。管理費お

よび建設費、並びに公債費の起債償還に要します費用の一部に充当するため、不足分

を一般会計からの繰入れを行うものでございます。 

５款１項１目繰越金、本年度予算額１０万円。令和３年度決算による繰越金を計上

するための科目設定でございます。 

６款１項１目延滞金、本年度予算額１，０００円。 

２項１目雑入、本年度予算額２，０００円。いずれも科目設定でございます。次ペ

ージにまいります。 

７款１項１目下水道事業債、本年度予算額９，５５０万円。１節下水道整備事業債

については、江別市南幌関連負担事業に要します負担金につきまして、財源措置のた

め、借入を行うものでございます。２節公営企業会計適用債は、公営企業会計移行に

要する費用について借入を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ本年度予算額２億８，９６４万５，０００円。対前年度比 
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７，２４９万円の増額でございます。 

以上で、下水道事業特別会計予算の説明を終わります。 

続きまして同時審査の一般会計、合併処理浄化槽整備事業費、及び上水道費につい

てご説明いたします。一般会計予算書９３ページをごらんください。４款２項３目 

合併処理浄化槽整備事業費、本年度予算額３６４万６，０００円。この事業につきま

しては、農村地区における合併処理浄化槽設置に要する補助金等を計上しています。 

本年度の予定基数は７基を予定しており、水洗化にかかわる改造資金貸付金は、１

件を予定しています。次ページにまいります。 

３項１目上水道施設費、本年度予算額４，７３０万７，０００円。長幌上水道企業

団負担金です。１８節負担金補助及び交付金は、企業団に対しまして南幌関連事業の

第２浄水場フェンス改修事業、第１浄水場整備事業、及び高度浄水施設等整備事業、

水道施設耐震化事業の起債償還負担金並びに企業長給与の負担金を計上しています。

本年度は第２浄水場が４月１日から供用が開始されます。関連工事として配水ポンプ

施設の建設工事を実施いたします。 

以上で、説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

志賀浦委員  ちょっと説明をしていただきたいなと思ったのは、公営企業会計移行

によりけりということで、今まで公営企業会計に移るという説明がなかったようです

けれども、これに移ることによってどういうシステムになるのか、どういうメリット

があるのか。確か公営企業会計適用債というのは前々年度もありましたよね。今まで

あったものを、何で今回変えていくのか、その辺の内容説明をお願いします。 

都市施設Ｇ主幹  それでは公営企業会計への移行に関わる経緯と効果、また起債の

関係について御説明申し上げます。地方公営企業と位置付けられています今回の下水

道事業会計ですが、本町もそうですけれども、事業開始の当初から、いわゆる官庁会

計方式と呼ばれて、単式簿記の形の特別会計というふうになっています。今、昨今の

ですね、人口減少や少子高齢化という影響もあって、下水道の収量は減少している部

分というのがあるものですから、またさらに当町でいえば、晩翠ポンプ場や管路施設、

既存施設の維持管理、老朽化対策というものを進めていく上で、財政状況というのは

もう非常に厳しいものになっていると。また収量の収入というものも、少子高齢化に

伴ってだんだん下がってきているっていう部分になると、事業経営については一般会

計からの繰入れで賄わなければならないというようなことが想定されているような

状況が現状となっています。それを踏まえて、下水道事業については、適正管理で計

画的な経営をしていく必要があるということで、資産の動きや経営比較分析というの

を行って、より経営状況が把握できる複式簿記の形の企業会計に移行しなさいという

ロードマップっていうものが、総務省のほうから平成２７年に示されていました。そ

のロードマップに基づいて、当町のほうもいろいろ取り組みのほうを検討はしてきま

したが、その内容が人口３万人以上の都心についてはこの期間内、要は平成２７年か

ら平成３１年で移行しなさいと。３万人以下の市町村については、できるだけ移行し

てくださいと。農業集落排水については、団体の実情に応じて移行してくださいとい

うようなロードマップが平成２７年から平成３１年の期間で示されていました。検討
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のほうを進めましたが、なかなか人員不足の部分や会計移行に関わる費用の問題など

といったものを考えますと、なかなか今すぐに会計移行するというのが厳しいという

こともございまして、後年次に検討をするというような形で対応をしていましたが、

今回、新しいロードマップというものが総務省のほうから示されまして、３万人未満

の市町村については令和５年までに移行することというような流れができました。そ

れを踏まえて、当町としても、会計移行に対して進んでいかなくてはいけないという

ことで、令和２年度から進めています。令和２年度にプロポーザル方式を用いまして

業者選定を行いまして、令和２年度から令和５年度までの４カ年で、会計移行をやろ

うという形で進めています。それに対して、先ほどもちょっと起債の関係がありまし

たが、国の財政補助という形で、公営企業会計適用債というものを使ってくださいと。

それと、アドバイザリー的な人員についても御要望があれば派遣しますというような

形の国の対応、そういう形で示しますので、何とか令和５年度までの移行について行

ってほしいという形で、言うならば、ほぼ強制的な移行というような形になっていま

す。令和２年度から公営企業会計適用債を借りまして、本町の場合でいうと人口密度

で交付税措置の額が変わってきます。うちは約４９％なので、ほぼ２分の１、交付税

バックが入ってくる財源措置になっています。起債は１００％借りられますので、令

和２年、令和３年と借りている起債については１００％借りています。今回、令和４

年度ですが会計システムを入れるような形で考えています。公会計システムの導入に

関して、これは社会資本整備総合交付金の中の補助事業で、実は広域化でやれば２分

の１の補助があるというようなメニューがありまして、その広域化のメニューの中に

この会計システムを広域でやるというようなメニューがありましたので、予定してい

るのは、長沼町と広域で会計システムの形で進んでいければという形で今検討してい

るところです。それを使いますと社会資本整備総合交付金の２分の１が入ります。残

り２分の１に対して公営企業会計適用債を借りて、その４９％が交付税バックという

ような財源措置になっているところです。今回、新年度予算の起債の中で入っている

のが、公営企業会計適用債の部分と、今回下水道特会のほうで出ていますが、江別の

ほうの負担事業の部分の起債と公営企業会計適用債の部分というのは、今言ったよう

な形の財源で考えた、公営企業会計適用債を計上しているというような形になってい

るところです。それと、この公会計に移行することに伴うメリットというか、効果で

す。これは一番大きなところにつきましては、経営状況が明確になりまして、適切な

使用料の算定が可能になるというところを一番のメリットと考えています。３点ほど

考えてはいるんですが、一つ目としましては、維持管理に関わる取引、損益取引と建

設改良にかかる取引で資本取引のほうがあるんですが、区分のほうが可能というふう

になることから将来における経営計画がより適正にできる。二つ目については、企業

会計のほうは発生主義になるため、現金の収支の有無にかかわらず経理が行われると

いうことで、一定期間の間の経営状況や特定の時点における財政状況というのが明確

になりますよというのと。三つ目としましては、原価計算が行われることで使用料の

算定が明確になって、あわせて月次決算というのが可能な複式簿記になるため、誤り

等があった場合は確認しやすいっていうような部分が大きなメリットになると考え

ています。いずれにしましても、公共下水道も農業集落排水事業も、平成１７年の１
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０月に、１０％の料金改定をしています。平成２３年から２５年までの３カ年にわた

って１０％ずつ、あわせて３０％の料金改定をしています。ですので、３０％、４０％

の料金改定をして、今の現状に至っているところですが、今回、令和５年度までに企

業会計移行することによって、下水道会計にどれだけの資産があるのかというのと経

営状況はどうなっているのかいうのを総体的に把握することが可能という形になり

ますので、それらを見据えて、改めて料金改定が必要なのかどうかという検証を進め

ていきたいなというふうに考えています。令和５年度で会計の移行は終わらせなくて

はいけないということもありますので、令和５年度から令和６年度にかけて、料金形

態について再度見直しをして、上水道料金の見直しというのも、その辺の頃合いにま

た話が出てくるのではないかというふうにも思っているところがありますので、その

兼ね合いも見ながら考えていきたいと思っているところです。以上です。 

志賀浦委員  だいたいはわかりました。有利な起債ができていいのかなというのと、

逆に言うと得なのかなって気がしないでもないんだよね。今長沼との協議で、令和５

年に移行したいというので、もしそうなったとした時、その時に、例えば、上水道と

下水道と一緒の会計に盛り込むのか、下水道とは別にするのか。そうすると、長沼と

一緒に一部事務組合をつくったにしても、うちは江別にお願いしている部分があるの

で、その辺の計算はかなり大変だなと思うんですよね。それと逆に言うと今、最後に

言ったように、受益者負担額から増えてくると、そういうのを先に明確に言っていか

ないと、公会計に移行しますよといって、後から知らないうちに上がったんだという

ことになっちゃいますよね。その辺は、しっかり説明してくれないとまずいなと思う

んですよね。その辺考え的にどう思っていますか。 

都市施設Ｇ主幹  まず会計ですが、今、例えば、ぎょうせいというのも話の中に上

がっています。ぎょうせいさんの会計システムというところの中で、なかなか後の広

域の連携でやるっていう形になると、長沼町がぎょうせいさんのクラウドの一つの中

に会計システムをつくる、そして南幌町の下水道会計としてそのクラウドの中につく

るっていうような形で、一つのクラウドの中で別々に入るというような形になります。

会計は混同することはないですが、下水道事業会計という、うちの南幌町の枠の中で

農業集落排水と公共下水道というのがセグで分かれる形になります。これを一緒にす

ると、決算統計等などでも問題になるものですから、それはセグで分かれるようにな

っています。そして先ほど言いました水道事業ですが、水道事業はこれは完全に別に

なっていますので、長幌上水道企業団さんは当初から水道事業は企業会計になってい

ますので、それについては別個のものというふうに考えているところです。公会計移

行に関わる料金の改定の部分というのも含めて、企業会計に移行することによるメリ

ット、デメリットというのも当然あろうかと思いますので、その辺の情報を情報の提

供も含めて、どういった形でやるのが一番理解が得られるのか、深められるのかとい

うことも考えながら、会計移行の令和５年度までに含めて、ちょっと検討していきた

いなというふうには思っております。以上です。 

志賀浦委員  痛しかゆしでわかりましたけども、ただいずれにしても、隠れている

部分があるように見えるものですよね。できるだけ早めに情報公開してくれないと。

この予算書の中で、公会計企業に移りますよと一行書いただけで、これだけのものが
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隠れているということだから、早め早めに議会には知らせてもらわないと。逆にその

方向でオーケーであれば、それを広報していかないと。いずれ令和５年には上がりま

すよというぐらいのことは今から言っていかないと、１年半しかないですよ。そのぐ

らいのことを、しっかり周知してもらわないと困りますよということで、意見として

受けてもらえば。よろしくお願いします。 

本間委員長  ほかに質問ございませんか。 

ないようなので、質疑を終了してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは、続きまして、審査順序１２番、農業集落排水事業特別会計の説明をお願

いします。 

都市整備課長  それでは、議案第２３号 令和４年度南幌町農業集落排水事業特別

会計予算についてご説明いたします。 

歳出から説明いたします。１１ページをごらんください。１款１項１目管理費、本

年度予算額１，１９４万７，０００円。農業集落排水事業にかかわります管渠、浄化

センターなどの維持管理に要します経費を計上しています。１２節委託料では、昨年

度から行っております、公営企業会計移行に要する経費、２６４万円を計上していま

す。次ページにまいります。 

１款１項２目建設費、本年度予算額２０１万３，０００円。１４節工事請負費では、

夕張太浄化センター内、流量調節弁取付工事を計上しています。 

２款１項１目元金、本年度予算額３４１万３，０００円。元金償還でございます。 

２目利子、本年度予算額２６万７，０００円。利子の償還金でございます。これら

の目では、農業集落排水事業の整備に要しました費用の一部につきまして、起債の借

り入れを行いました下水道事業債、並びに臨時財政特例債の償還費を計上しています。   

以上で、歳出の説明を終わります。  

続きまして、５ページをごらんください。第２表、地方債について御説明いたしま

す。公営企業会計移行に要します費用について、借入を行うものです。起債の目的、

公営企業会計適用債、限度額２６０万円、起債の方法、利率、償還の方法については

記載のとおりでございます。 

続きまして、最終の１３ページをごらんください。地方債に関する調書でございま

す。農業集落排水事業に対します地方債の令和４年度中起債額見込額と令和４年度末

現在高見込額を示したものでございます。御参照願います。 

続きまして、歳入の説明をいたします。９ページをごらんください。１款１項１目 

農業集落排水事業分担金、本年度予算額１，０００円。徴収猶予を行っております受

益者分担金の科目設定でございます。 

２款１項１目 下水道使用料、本年度予算額６８９万１，０００円。１節現年度使

用料は、近年の使用料の動向を考慮して計上しています。２節滞納繰越分は、科目設

定でございます。 

３款１項１目一般会計繰入金、本年度予算額８１４万６，０００円。管理費および

建設費並びに公債費の起債償還に要します費用の一部に充当するため、不足分を一般

会計からの繰入れを行うものでございます。次ページにまいります。  
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４款１項１目繰越金、本年度予算額１，０００円。 

５款１項１目延滞金、本年度予算額１，０００円。いずれも科目設定でございます。 

６款１項１目下水道事業債、本年度予算額２６０万円。歳出で説明しました、公営

企業会計移行に要する費用について借入を行うものです。 

以上、歳入歳出それぞれ本年度予算１，７６４万円。対前年度比４０万６，０００

円の増でございます。 

以上で、農業集落排水事業特別会計予算の説明を終わります。  

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

質疑がないようですので、質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、職員の入替えがございますので、暫時休憩いたします。 

（午後 １時５０分） 

（午後 １時５１分） 

 

本間委員長  それは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

審査順序１３番目、９款教育費、同時審査といたしまして、農村環境改善センター

管理費についての説明をお願いいたします。 

生涯学習課長  それでは、予算書１２０ページをごらん下さい。あわせて予算資料

１７ページからごらん下さい。中段、９款１項１目教育委員会費、本年度予算額１９

７万２，０００円。教育委員会運営経費では、教育委員４名に係る報酬、旅費などの

経費を計上しています。 

次に、２目事務局費、本年度予算額１３３万９，０００円。事務局経費では、事務

局運営に係る経費のほか、いじめ問題専門委員４名、学校運営協議会委員１５名に係

る報酬、費用弁償及び、教育委員会における附属機関の内、教育文化表彰審査委員会、

いじめ問題対策連絡協議会、学校給食運営委員会の各委員の報酬、費用弁償を計上し

ています。 

次に、１２１ページ下段、３目教育振興費、本年度予算額５，２３５万２，０００

円。外国語指導助手招致事業では、指導助手に係る報酬、旅費など、４５５万５，０

００円を計上しています。 

次に１２２ページ中段、南幌高等学校支援事業では、大学や専門学校などへの入学

進学金補助として７０万円、資格取得検定料などの各種資格取得に係る補助を含む南

幌高校振興協議会への補助金として９０万円、閉校記念事業補助金として５０万円、

あわせて２１０万円を計上しています。 

次に、特別支援教育推進事業では、特別支援教育学習支援員を小学校４名、中学校

２名の計６名を配置するための経費及び小学校に配置いたします特別支援学級に在

籍する児童の学校生活等の補助を行う特別支援学級生活介助職員１名を配置する経

費を合わせて７０１万６，０００円を計上しています。 

次に、１２３ぺージ上段、中学生国際留学プログラム事業では、新型コロナウイル

ス感染症により生徒を安全・安心に海外へ派遣することが難しいことから、国内にお

いて海外留学と同等の英語学習環境が整った、山梨県富士河口湖のアチーブイングリ

ッシュキャンプへの派遣経費として、３２０万９，０００円を計上しています。 
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次に、１２４ページ上段、あわせて予算資料１８ぺージ中段をごらんください。学

校情報通信ネットワ－ク環境施設整備事業では、子ども未来応援事業の新規事業とし

てＩＣＴ活用事業、教育支援、学習ツ－ル、情報教育教材、管理・運用機能等を備え

た、小中学校向け学習支援ソフト「スマイルネクスト」の使用料として２０２万４，

０００円を含む、６７２万８，０００円を計上しています。 

次に、英語検定料助成事業では、同じく子ども未来応援事業の新規事業として、小

中学生を対象に一人年一回の英語検定料の２分の１を助成し、英語力及び学習意欲の

向上を図るための助成経費４９万９，０００円を計上しています。 

次に、１２６ページ下段、４目教育財産管理費、本年度予算額３９１万７，０００

円。教育財産管理経費では、教育財産に係る修繕料、火災保険料、維持管理の委託料

などを計上しております。 

次に、１２７ページ中段、５目通学バス運営費、本年度予算額１，８６４万７，０

００円。通学バス運営事業では、スク－ルバス３台分の運行経費を計上しています。 

次に、１２８ページ。２項１目学校管理費、本年度予算額２，８６２万３，０００

円。学校運営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補、公務補の業

務委託料、校務支援システム使用料など８８６万１，０００円を計上しています。 

次に、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保守点検委託料など校

舎管理に係る経費１，９７６万２，０００円を計上しています。 

次に、１２９ページ下段 ２目教育振興費、本年度予算額１，５９５万１，０００

円。１３０ページ上段、教育振興経費では、学校図書館システム導入に係る委託料及

び使用料のほか、教材消耗品費、児童用図書などの教育振興備品、要保護・準要保護

児童就学援助費など、９０３万７，０００円を計上しています。 

次に、１３１ページ、３項１目学校管理費、本年度予算額３，１０９万円。学校運

営経費では、学校運営に係る消耗品費や通信運搬料、事務補、公務補の業務委託料、

校務支援システム使用料など、８０４万５，０００円を計上しています。 

次に、１３２ページ中段、校舎管理経費では、燃料費、光熱水費、修繕料、各種保

守点検委託料など校舎管理に係る経費のほか、中学校前の１３線道路に面した立木伐

採業務委託として２４７万円。中学校体育館改修実施設計業務委託料として５８０万

８，０００円。体育用具倉庫設置等工事費として１０１万２，０００円を含む、２，

３０４万５，０００円を計上しています。 

次に、１３３ページ中段、２目教育振興費、本年度予算額１，５１０万６，０００

円。下段、教育振興経費では、教材消耗品費、生徒用図書などの教育振興備品、部活

動全道大会等補助金、要保護・準要保護児童就学援助費など、１，０７１万７，００

０円を計上しています。 

次に、１３５ページ、４項１目社会教育総務費、本年度予算額８８万８，０００円。

社会教育総務経費では、社会教育審議会委員１２名分の報酬や旅費のほか、消耗品費、

印刷製本費、各団体への負担金などを計上しています。 

次に、下段 ２目社会教育振興費、本年度予算額５３８万円。 

１３６ぺ－ジ中段、あわせて予算資料１９ページをごらんください。青少年健全育

成事業では、子ども未来応援事業の新規事業として自然体験や共同生活体験・避難所
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体験・英語でのコミュニケ－ションによるキャンプを子ども会育成連絡協議会等と連

携して行うチャレンジキャンプ事業やスポーツアスリートや文化系の著名人を招へ

いし、講演などを通じて子ども達の豊かな心の育成や将来の夢の実現に向けて活きる

力を育成するプロフェッショナル講演会に係る経費、あわせて１３０万円。少年団や

少年団未登録の活動、文化活動など幅広く全道・全国大会の出場に対する補助金３０

万円を含む、４２９万２，０００円を計上しております。 

次に、予算書１３７ページ中段、３目子ども未来費、本年度予算額２１万円。家庭

教育支援事業では、すくすく広場、親学講座など家庭教育支援に係る経費を計上して

います。 

次に、下段 ４目文化振興費、本年度予算額１５８万３，０００円。芸術文化推進

事業では、幼児・児童芸術鑑賞会実施に係る委託料５０万円、文化協会創立５０周年

記念事業に係る補助金５０万円を含む、１１６万４，０００円を計上しています。 

次に、１３８ページ中段、５目社会教育施設費、本年度予算額２１８万１，０００

円。社会教育施設管理費では、三重レ－クハウスの管理経費として指定管理委託料、

救命機器借上料を計上しています。 

次に、下段、６目生涯学習センター管理費、本年度予算額２，９０６万９，０００

円。生涯学習センター運営経費では、図書室職員に係る経費、施設消耗品費、燃料費、

光熱水費、管理清掃委託料、各種保守点検などの施設運営経費、図書、暖房機の備品

購入費などを計上しています。 

次に、１４１ページ１目保健体育総務費、本年度予算額７１９万２，０００円。ス

ポーツ推進委員事業では、委員８名分の報酬、旅費など４１万８，０００円を計上し

ています。子ども体力向上事業では、スイミングスク－ルやジュニアアスリートクラ

ブなど、子どもの体力や運動能力の向上を図るためのスポーツ教室の開催経費、スポ

ーツ少年団への補助金など、２７８万９，０００円を計上しています。 

次に、１４２ぺ－ジ下段、２目スポーツセンター管理費、本年度予算額６，２７２

万１，０００円。スポーツセンター管理経費では、１４４ぺ－ジ、スポーツセンター

改修実施設計業務委託料２，１６７万円。卓球フェンスなどの備品購入費４１万８，

０００円を含む施設管理に係る経費を計上しています。 

次に、下段、３目給食センター運営費、本年度予算額９，４９９万１，０００円。

給食センター運営経費として、厨房等の各種消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、

賄材料費、調理配送等業務委託料、各種保守点検等業務委託料、給食センター用備品

譲渡事業償還金などの経費を計上しています。なお、賄材料費は、米・麺・パンを含

めた主食分を町で負担するための費用、３４６万８，０００円を含め計上しています。 

次に、予算書１０４ページをごらん願います。５款１項５目農村環境改善センター

管理費、本年度予算額１，４２０万５，０００円。改善センター管理経費では、施設

管理に係る消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、管理清掃業務、各種保守点検業務

委託料などを計上しています。 

以上で、教育委員会所管の関係予算の説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

加藤委員  予算資料１８ページ、ＩＣＴ活用事業についてお伺いしたいですけれど
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も。まず、小中学校向け学習クラウド「スマイルネクスト」ということで、こちらは、

ちょっとインターネットで調べてみたんですが、ちょっとわからないところがあった

ので質問します。こちらは、児童生徒、各１台のタブレットパソコンにダウンロード

して使用することが前提なのでしょうか。もしくは家庭のパソコンなどにダウンロー

ドをして、アカウントを入力して、自宅のパソコンでもそのアプリを活用できるのか。 

あと日常的にＩＣＴを活用できる学習環境を整備するということで、日常的にタブ

レットを生徒が家に持ち帰るような体制になるのか。あと関連になるんですけれども、

開かれた学校教育ということで、このＩＣＴ環境をさらに活用するために、学校事業、

いろいろな学芸会や運動会、そういうものを保護者の皆さんにインターネット配信な

ど、そういうのを実現できるのではないかとちょっと私は考えているんですけれども、

その点どのように考えているか、お伺いしたいと思います。 

あと、この関連になってしまうんですけれども、中学校の部活動など、やはり生徒

数の減少によって南幌町単独でチーム編成がなかなか難しいような状況になって、他

町村との合同チームでやっていますけれども、今後どのように考えていくのか、ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

学校教育Ｇ主幹  まず、スマイルネクストの部分ですが、児童が使う端末にダウン

ロードするのかという部分につきましては、今使っているのはクロームブックという

ことになりますので、それぞれ端末依存ではなくて、クラウド上において使用すると

いう形になります。そういうこともありまして、課題等についても自宅のパソコンも

端末の持ち帰りなどをしているかと思うんですが、それと同じく自宅からもそのよう

なテキストなどの活用はできますので、自宅のパソコンでも、今後使用はできる方向

になっていくということです。あと、日常的に使えるように持ち帰りということです

けども、今現在は、端末を使っての宿題等の持ち帰りということはしていませんが、

今後は持ち帰っての端末を活用した家庭学習というような形も、そちらに向けて検討

していかなくてはならないなと思っています。それについては学校でもそのような考

えでおりますので、そちらについては、教材等がそろいましたら、持ち帰って家庭学

習ができるというような環境になってくるのかなということで思っています。 

４点目ですが、学芸会等のインターネット配信の関係です。実際、実は昨年、中学

校におきまして、学芸会・運動会と兼用でやったんですが、実は、父母のほうに配り

ましてインターネット配信しています。ただ、思ったより希望がなかったということ

で、中学校のほうから聞いております。ただ、小学校のほうではまだやっていません

ので、中学校のほうでできたという実績もございますので、その辺につきましてはま

た小学校のほうとも話をしていただいて、その方向で進めていければなということで

は考えています。 

部活動のことですが、議員おっしゃられるとおり、単独で難しい部活動も出てきて

います。中学校のほうにつきましては、極力やっている競技が１人でも２人でもある

のであれば、学校で対応できるうちはほかとの合同で大会のほうに出してあげたいと

いう気持ちがございますので、先生を付ける、付けない等もありますが、学校のほう

では一応そのような形で、合同であっても大会に出られる環境を整えたいということ

になっています。以上です。 
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加藤委員  アプリの関係、スマイルネクストですけれども、とてもいいものではな

いかと、私自身も非常に好印象なことなんですけれども、これ、ちなみに導入はすぐ

に始まるのか、いつ頃できるのか。タブレットの持ち帰りも前向きに検討していると

いうことだったんですけれども、やはりこれも、やっぱり急に発熱などで子どもたち

の体調変化は結構するし、朝起きて具合が悪いなどで急に休むことがあると思います

が、そういうときにも対応できるようになると思いますので、こちらもなるべく早く

に対応していただければと思います。 

インターネット配信、あまり要望がなかったという話でしたが、コロナ禍において、

やっぱり人が集まらないように、かつ開催できるための方法だと思いますので、こち

らの周知、不特定多数の人が見られるような配信だとちょっとまずいのかなと思いま

すので、保護者の方に周知等をさらに徹底していってほしいと思います。 

部活動に関しては、やはり一人ひとりでやりたいスポーツが違っていたりするもの

ですから、それになるべく付き添ってやっていただいているということで、非常にあ

りがたいと思います。これは日々の練習ですなどという部分は、南幌の合同チームに

所属している方は南幌で練習してという形になっているのでしょうか。１回合同で練

習場所に参加するというのか。その辺ちょっと伺いたいと思います。 

学校教育Ｇ主幹  まず、スマイルネクストの導入についてですが、これにつきまし

ては新年度が明けましたら早急に進めていきたいと考えてございます。持ち帰りにつ

きましても、学校の体制等もありますし、今、実際小学校のほうにつきましては家庭

用でやる指導というのがなかなか難しいものですから、１人１台の端末で入れるとい

う方法を授業で教えて、誰でもできるようにという指導をしているところです。なか

なか、毎日の持ち帰りとなると、やはり落としたりなどいう故障の部分がどうしても

出てくるものですから、その辺をいかに自宅のパソコンでできるように指導していく

かという部分も含めて、こちらにつきましてはすぐというのもなかなか難しいですが、

そちらのほうに向けて取り組んでいきたいと思っています。 

行事の配信のほうにつきましては、先ほど説明不足で申し訳ございません。中学校

のほうに配信をするにあたっては、その専用のパスワード等を保護者のほうに配布し

て希望者に入ってくださいという流れで実施をしています。 

部活動の練習ですが、基本的に聞いている部分では、平日については、南幌中学校

で練習をしています。週末、土日のほうで、それぞれ保護者が送迎してというような

形で、基本的には合同を組んでいる人数の多い学校で開催をしているということで聞

いていますが、やはり平日の練習は難しいということで、土日の練習ということで聞

いています。以上です。 

加藤委員  スマイルネクストに関しては、理解しました。タブレット、学芸会等に

ついてもいいと思います。部活動、土日の移動というのは保護者が送り迎えをしてい

るということでいいですか。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

佐藤委員  資料の１８、１９ページですけど、まず１８ページの国際交流プログラ

ムですが、昨年もコロナの影響ということで、国内のそういう施設を選ばれたわけで

すが、感染拡大ということでできなかったわけですけれども、国内に変わったことで
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子どもたちの反応はどうだったのかということと、中止になった場合のキャンセル料

というのはどういう形になっているのかということをお聞きしたいと思います。 

それと、１９ページのイングリッシュキャンプ。これは外国の子どもたちも一緒に

参加されるような形なのか。その２点をお願いいたします。 

学校教育Ｇ主幹  まず１点目、国際交流の関係です。今年度中止になった理由とし

ましては、感染症というより、夏休みに空いてなかったということで冬休みの実施と

いうことで予定をしていましたが、やはり時期的に３年生が受験前ということで出ら

れないという部分と、やはり国内という部分も多少ありまして申込みがなかったとい

うことで、今年度については中止という形になっています。キャンセル料という部分

につきましては、こちらにつきましては通常の国内の旅行会社と同じく、１週間前で

あれば５０％というような形の規定と同じような形でとられていくという形で考え

ていますが、募集の段階である程度先を見通した中で実際募集をしていくというよう

な形も考えています。ただ、そのキャンセル料がかからない時点でやはり最終的には

判断をしたいということで考えています。 

２点目のイングリッシュキャンプについてですが、こちらにつきましては、あくま

で小中学校の子どもたちに参加していただいて、キャンプのボランティアとしてＡＬ

Ｔ、それと大学の連携協定の中で外国語学科、国際学科などで、英語が堪能な大学生

等に協力をいただいた中で、１泊２日で考えていますが、英語を使いながら、英語に

親しみながらキャンプをしていきたいということで考えています。以上です。 

佐藤委員  ありがとうございます。今の国際交流プログラムですけれども、コロナ

禍の中で、名前は国際交流ということであったんですが、国内でということは致し方

ないかなとは思うんですけれども、ただ、その申込みがなかったということに関して

は、子どもたちがやはり直接外国に触れたいなという部分なのか、ちょっとそこのと

ころを申込みがなかったという原因もわかったら教えていただきたいなと思います。 

そして、今後コロナが落ちつきましたら、本格的に国際交流をされるとは思うんで

すけれども、それはそれでいいと思うんです。ただやっぱりその一人でも多くの子ど

もたちが活きた外国語に触れ合えるというところで、今オンラインで国際交流事業を

されているところが、少しずつ増えてきているみたいです。それは何かというと、外

国の同じ学年同士がクラスでお互いの授業の生のリアルに交流し合って、お互いの国

の紹介や町の紹介など、特に給食時間などになるとお互いの文化がよくわかるなど、

子どもたちが本当に同学年の子どもたちと触れ合うことで、すごく英語に興味が沸い

て外国に行きたいなどというふうに感じることができるという結果が出ているらし

いです。今回の事業ということはできないですけれども、今後、そういう形で実際に

国内で実践的な英語を身につけるということもいいですけれども、やはり自分と同学

年ぐらいの外国の子どもたちがどういう生活をしているのかということに触れ合え

ることはすごく大事だと思うんですよね。それで、先ほどのイングリッシュキャンプ

のほうもそうですけれども、ＡＬＴや、町内にいる外国語の先生というのもわかりま

すけれども、やはり国際交流プログラムと同じように、同じ年齢ぐらいの外国の子ど

もたちと触れ合えるような、参加していただけるような、そういう仕組みづくりとい

うのはできないものでしょうか。 
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学校教育Ｇ主幹  国際交流の部分で、まずは原因という部分ですけれども、先ほど

も申しました、どうしても冬休みの開催であったという部分と国内という両方の理由

がありました。先ほどちょっと説明が足りなくて申し訳ございません。冬休みの部分

で３年生が参加できなかったということで、来年度については夏休みの実施と考えて

います。それで夏休みで実施ができる施設ということで探しまして、場所が変更にな

ったという部分があります。そういうような形で、国内ではありますが行ってキャン

プという形でずっと英語の中に身を置いてなれ親しんでいくという部分の事業とい

うことで、外国に行った風習などというところに直接ではありませんが、講師につき

ましては外国人の方がそろっていますので、近い中での体験ができるのではないかな

ということで思っています。 

２点目の、イングリッシュキャンプの実施の方法という形で、その前にリモートに

よる交流という部分につきましては、今後御意見という形で、こちらで検討などをさ

せていただきたいというように思っています。イングリッシュキャンプのほうに子ど

もたちを招いてというような形もありましたが、実は来年、新規事業ということで、

まずはこちらの考えとしています、子どもたちにどれぐらい参加していただけるかも

ありますので、まずボランティアという形で、地元のＡＬＴ、英語が堪能な方と大学

の協力をいただいた中で、来年度が初年度ということで試行的に来年度開催をさせて

いただきたいということで思ってございまして、その後またそのほかの方策等につい

ても順次検討していければということで思っています。以上です。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

内田委員  コロナ禍などによって、子どもの体力不足が懸念されているという新聞

報道にもありました。そのことについて、どのように考えられているのか。ここに資

料の１９ページに、子どもの体力向上事業とありますけれども、そういったことも踏

まえてのこういった事業なのか、あまり前と変わらないような感じもするんですけど、

どうなのでしょうか。 

２点目は、給食センターの菌検査についてお聞きします。前に視察をさせてもらっ

て、とてもきれいで感動しました。使われている水というのはほとんど水道水なので

しょうか。たぶんたくさん使うから地下水なんかも使っているのかなどと思ったんで

すけれども、そのことについて伺います。それと食品検査、食品の菌検査、出される

給食のいずれかのものを検査しているのかなと。私も自分でイベントをしたりするも

のですから食品の検査、また自分のイベントに出るときには自分の検査、検便なども

行いますから、そういった職員の検査というのでしょうか。そういうのを、どのよう

に行われているのかお聞きします。 

それと３点目に、学校給食への理解を深めることを目的に町民を対象とした給食試

食会ということで、町長の執行方針にも出ておりましたけれども、この内容の説明を

お願いいたします。どのようにして出されることを計画しているのかお願いいたしま

す。 

社会教育Ｇ主幹  １点目の子ども体力向上事業のコロナ対策を考慮した事業はで

きないかといったような質問だと思います。こちらについては、内田議員おっしゃる

とおり、次年度においても今年度と同様の事業で進めたいと考えております。一年を
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通じて、小学生を対象に事業を実施していまして、この事業については、運動能力を

向上することや、運動に興味を持ってもらって、この事業以外でも日頃、家庭でも運

動をしたり、またスポーツ少年団にも加入してもらい、日頃から運動に親しんでもら

うといったようなきっかけづくりを主な事業としていますので、コロナ対策というこ

とでは実施してございません。ただ、令和３年度の子ども体力向上事業については、

特にプール事業ですけれども、国の方針で、なかなかマスクをとる事業ですから、募

集人数が多くできなかったというところがありますので、この募集人数が多くとれる

ような緩和措置が出れば、また、たくさんの子どもたちが参加できるような形で実施

していきたいと考えております。以上です。 

生涯学習課長  まずは、２点目の給食センターの関係です。まず使っている水です

けど、これは水道水ということになっております。それから、この予算上に出ており

ます菌検査委託料の内容ですけれども、これにつきましては、衛生管理基準に基づい

て、給食センターの事務職員と、それから栄養教諭に関わる大腸菌検査ですね、これ

は月２回実施しておりますけれども、この２回分とノロウイルスの検査、これは１０

月から３月ということで、ノロウイルスが発生しやすい月に１回の検査委託費用です。

どちらも食中毒を発生させないための検査です。厨房に入ります調理につきましては、

委託業者、今年度また、日総のほうでやっておりますけれども、そちらで同様の検査

をしておりまして、それについては必ず検査が終わった後に、給食センターのほうに

報告をいただいて、毎回調査をしているというところです。食品については給食セン

ターで直接検査をしておりませんけども、当然その仕入れる材料については、検査基

準というものをクリアしたものを入れていますので、その辺については特に問題ない

かと思いますが、そのほかに年１回ですけども放射能検査というのをやっておりまし

て、これは特に南幌の食材が多く使用される時期に、農薬残留検査を実施して衛生基

準を保っているというところです。また、給食センターについては、衛生管理基準が

もともと厳しい状況の中での施設ですので、調理員さんについても常日頃からそうい

う手指消毒などを実施して、毎日の検温なども必ず実施して、その調査のもとに厨房

に入ることになっていますので、そういった面では衛生管理が保たれているというふ

うに承知しています。 

それから３点目の給食試食会についてですが、まだ詳細までは決定してないところ

もありますが、実施の趣旨といたしましては、執行方針にも述べていますように、学

校給食や基幹産業である農業への理解を深めるなどの食育を推進するために実施を

するということです。南幌の給食については、従前から非常に評判が良くて、南幌に

来られる先生方からも非常においしいとの評判があります。そういったこともありま

して、どのような給食が提供されているのかを、保護者や地域の皆さんにも試食して

いただくことで、学校給食に対する理解を深めていただきたいというふうに考えてい

ます。また実施の時期については、例年１０月下旬に実施している南幌産給食週間と

いうものがあります。これは５日間設けていますが、この５日間に実施したいという

ふうに考えています。特にこの時期については、南幌産の食材を多く取り入れられる

時期ですので、そういったことから、基幹産業である農業への理解を深めていただく

ためにも、ちょうど良い時期ではないかなというふうに考えております。また、食数
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については１日２０食として、５日間合計１００食を予定しております。会場につき

ましては、ぽろろの調理室で行い、町広報で希望者を募集し、応分の料金をいただく

形にはなりますけれども、そういった形で住民の方々に提供したいと、そんなふうに

考えております。以上です。 

内田委員  体力づくりですけれども、体力が落ちているのではないかという、そう

いう懸念だったんですけれども、これからコロナが収まれば水泳のほうに力を入れる

っていうことでわかりました。 

それと、給食センターですけども、水道水を使われているということで、これはも

う心配ないですね。地下水だったら、もうこれはその時によって違ってきますから、

もう当然検査の対象だと思うんですが。衛生管理基準というのもあるということで、

厳しい検査を受けられているということで、今ちょうどコロナ禍だったものですから

そういう菌に対してちょっと敏感になっているというか、たまに新聞でも出ます、ノ

ロウイルスが発生しましたなど。それで、前に岩見沢市のほうでも給食センターで大

規模に発生したというのがあるものですから、やっぱり特に気を遣います。 

あと、この給食試食会ですけれども、私は、商工会女性部でのイベント、何十年も

やってきて、そういう感覚で捉えておりました。それで、本来は行政が町民の背を押

して、そういうイベントというか、こういうものもどこかに委託してお出しするなら

理解は示せるところなんですけども、これをどのように出すのか再質問なんですけれ

ども、やっぱりとても楽しく、派手にやっているように思えるかもしれませんけども、

実はイベントというのはすごく地味で、そういうイベントを商売にしている方もいる

し、やっぱり食べ物屋さんがいるから、やっぱり食材にしても何でも、ものすごく気

を遣うことなんです。それで正直びっくりしました。だけども反面、理解を示すとこ

ろでもあったので、どんな形でするのかなということは興味があって、やっぱりぽろ

ろのあそこかなと、私自身もやるのであれば、あそこかなっていう思いはありました

けれども、ただ、募集したら、これたぶん臨時営業にあたると思うんですよね。そし

て料金をいただいたら、臨時営業にあたると思うんです。それで、その辺が行政とし

てやられるのか、本当に試食というと、私ももう何回も保健所に通って、ああいうイ

ベントに出す新しいものをしたら、試食ですと言っては、お金をいただいたりしてい

るんですけれども、試食といったらほんの僅かなものであって、やっぱり食事となっ

てトレーにのせる、そういったことになると営業になるのではないかと思うんです。

それで衛生管理者の資格、どなたが出すのかもちょっとお聞きしますけども、それが

必要だと思うんですね。それは申請するときに持っている方がいればいいんですけれ

ど、取らなくてはいけないです。それでまとめますけど、臨時営業になるのではない

ですかということと、あとそういう資格、そして出される方は教育委員会で調理され

ている方ですか、そのことと、前にも私、一般質問したことあるんですけど、ぽろろ

の２階の調理室を年間通じて行政が臨時営業の許可をとっていただければ、いろんな

方がそこで、例えば、子ども食堂やお年寄り食堂など、そういったのができるように

なると思うので、これを機に、そういうふうに、臨時営業の１回ではなくて、取ると

いうことも、今後、検討していただければと思うんですけれども。とにかくの単発、

１回だけでは臨時営業は要らないですけども、５回と言いましたよね。それはいると
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思います。これ、私も保健所で確認してきましたから、間違いないと思うんですけれ

ども、どなたがやるのか。料金はどれぐらい、給食の値段ですから料金は知れてると

思うんですけど、その何点か伺います。 

生涯学習課長  ただいまの臨時営業の許可の関係ですが、これについても、私ども

も保健所のほうに確認をさせていただいております。保健所からの回答としましては、

臨時営業許可については、不特定多数の方への提供が要件であり、今回、南幌町で行

う試食会については、事前に参加者を募り、食材程度の費用徴収であれば臨時営業の

対象にはならないということで、保健所のほうに確認をさせていただいているところ

でございます。これをぽろろの中で臨時営業許可をとってということになると、ちょ

っと政策的な部分もございますので、なかなか事務局的にはお答えしづらい部分もあ

りますが、そういった今回この試食会をやってみて、今回初めて我々もやる内容です

から、そんな内容の反応なども見ながら検討をさせていただければと思っております。

以上です。 

内田委員  作る方は、いつも給食センターでつくられている方ですか。 

生涯学習課長  その点についてお答えを入れていませんでした。給食センターでつ

くっている、委託されている業者の方に作っていただいて、通常平日に行いますので、

学校でつくっている食数にプラスして、試食分をつくっていただいて、その分を、ぽ

ろろの調理室で試食していただくというような形態になるかと思います。 

内田委員  もう１点すみません。それで、目指しているというか、まずお勧めした

いというか、そういうニーズ、お客様はどの年齢かを伺います。 

生涯学習課長  特にこの年代にターゲットを絞ってということは我々は考えては

いないですけれども、できるだけ広くといいますか、今はやってないんですけれども、

保護者の方は６年生の卒業の時期に一緒に給食を食べたりする時期もあるので、広く

地域の方に参加いただければなというふうに思っています。もちろん保護者の方を除

くわけでもございません。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

熊木委員  １点と今の関連でちょっと質問したいと思います。１点目は、教育運営

経費の中で、小学校は１２８ページ、中学校１３２ページにあるんですけども、その

中に生理用品の予算は含まれているのか。第３回定例会で質問して、学校と協議をす

るということだったんですけれども、それ１点伺います。 

それから今の給食試食会、すごくいいことだなと思って。私、前に、一般質問だっ

たのか委員会での質問だったかあれですけども、確か数年前に、美唄市で試食会とい

うものをやられていたんです。そういう中で、やっぱり保護者からの感想や美唄の食

材がこんなふうに子どもたちに食べられているということで、すごく関心を持っても

らえたというようなお話だったんですよね。そのとき質問したときは、給食を委託し

ているので、それはなかなかできないという、確か答弁をいただいたと思います。今

回これをやられるということで、今年は１日２０食の５日間で合計１００食というこ

とで、やっぱり多くの方に希望を出していただいて、たくさんの人に広めると、先ほ

ど課長が言われたように、南幌小学校の給食が評判が良いとは本当に昔からというか

前からそうで、煮物などもすごくいいということ、味付けも良いというふうに言われ
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ているので、やっぱりこれを南幌の子どもたちがこういうものを食べて大きくなって

いくんだということを、食育の面からも伝えるというのではすごくいい企画だと思う

ので、１年で終わらせないでぜひ続けていってほしいなと要望します。２点ですけど

も、答弁は１点だけでもいいです。 

学校教育Ｇ主幹  まず１点目の生理用品の予算についてですけれども、生理用品の

予算につきましては、それぞれ先ほど議員がおっしゃいましたとおり、各学校の学校

運営経費の消耗品の中に入っています。設置についてですが、議員のほうから１２月

に一般質問いただいてございまして、そのあと学校のほうと協議を行っています。小

学校のほうにつきましては、まだちょっと設置に至ってございませんが今月中の設置

ということで進めているところです。小学校のほうにつきましては、１年生からずっ

といるということもございまして、高学年の教室がある２階への設置ということで現

在進めているところです。中学校についてですが、こちらについては冬休みが明けま

して１月中旬から設置を始めています。確認をしましたら、１週間あたりだいたい８

個程度使用されていると、使っている方がその貧困なのか忘れたのかなどいろいろな

理由はあろうかと思いますが、使用の頻度としてはその程度ということを聞いていま

す。ただ、途中、学校閉鎖や学級閉鎖がありましたので、実際ずっと学校を開けてい

ればもうちょっと使用されるのかなということで思っています。そういうこともあり

まして、個数的には消耗品の中で対応できるということで考えていますので、よろし

くお願いします。 

生涯学習課長  ２点目の給食試食会の関係です。事前の質問のときに、冒頭ちょっ

とまだ詳細は決定してないところもあるというふうにお答えをさせていただいたん

ですが、事務局段階においては、できれば給食に対する感想や、それから事前には南

幌で採れる農産物のことや南幌での給食のことなど、そんなことを事前にレクチャー

しながら、その後に試食していただいて、アンケート調査などもして試食会を進めた

いなと思っています。できるだけ長く、１年で終わるようなことなく、できるだけ長

く継続したいなというふうには考えております。 

熊木委員  生理用品のことは、早速取り組んでいただいて、ありがとうございます。 

それから今の給食でちょっと思い出したんですけども、私、南幌の地産地消で南幌

の野菜などをいろいろ使うときに、どこか他のニセコ町かそっちのほうでは、作った

方の写真などが学校に飾っていて、今日は誰々さんの家のトマトですなどというふう

なことがやられていて、何かそういうことも、食育で地元の農産物を子どもが身近に

感じるということで、すごくいいのではないかというような提案をしたことがあった

んですけれども、一遍に何でもできないとしても、やっぱり今回の取り組みを、今課

長のほうからはできるだけ続けていきたいということだったので、ぜひ期待していま

すので、よろしくお願いいたします。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

それでは質疑がないようですので、質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの

声）。 

職員の入れ替えもありますので、３時まで休憩いたします。 

（午後２時５０分） 
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（午後３時００分） 

 

本間委員長  それでは、休憩を閉じ会議を再開いたします。 

審査順序１４番、８款消防費について説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書１１９ページをお開きください。下段８款１項１目消

防費、本年度予算額２億４，６５９万４，０００円。ここでは、南空知消防組合負担

金事業として、本部費並びに南幌支署費、次ページにかけて、消防団費、支署施設費

に係る一切の負担金を計上しています。 

予算書の１６３ページをごらん願います。消防費に関する明細書です。歳入では、

救急隊員用の新型コロナウイルス感染対策消耗品等に係る国庫補助金７４万２，００

０円、及び、消火栓更新に伴う充当財源として、５百９０万円の起債借入を計上して

います。 

次に、１６４ページ、歳出では、説明欄、消防組合本部運営助成事業として、１，

８５４万３，０００円。本部運営に係る経費について、構成４町がそれぞれ負担する

もので、例年並みに計上しています。 

次に、消防南幌支署運営事業として、２億３万２，０００円。１６７ページ上段に

かけて、支署職員２４名分の人件費や活動費、庁舎並びに車両の維持管理経費、各種

負担金などを計上しています。 

次に、南幌消防団運営事業として、２，６１８万２，０００円。１６８ページにか

けて、団員８８名分の報酬・共済費、費用弁償、被服代などを計上しています。なお、

本年度、消防団員の活動服の更新を行います。 

次に、１６８ページ下段から次ページにかけて、施設・資機材更新事業として、１

百８３万７千円。１４節工事請負費で、第一分団４部庁舎の補修工事、第二分団１部

庁舎サイレン塔撤去工事及び南幌支署ＷｉＦｉ通信環境整備工事の経費を計上して

います。以上です。  

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

志賀浦委員  予算説明書の１７ページ、消防水利施設整備事業。ちょっと疑問に思

ったんですけれども、開栓困難なものと設置していていかがなものかなという解釈に

なるんですけれど、定期的に変えるのであれば、こういう名称でなくてもいいのかな

と思うんですけれど、その辺どういうものなのか教えていただきたいです。 

財務Ｇ主査  開栓困難という言葉の意味ですが、消防に確認したところ、通常であ

れば手で回して開けることができるものは通常ですが、開栓困難というのは経年劣化

等で固着、固まったりして工具を使わないと開けられない、または力を思いっきり入

れないと開かないなど、そういった状態を指すということで。開けられないわけでは

ないと、使えないわけでもないので、開けづらいというような状況ということです。

今回の消防水利整備事業におきましては、開栓困難というのは確かにありますが、今

回部品の調達が難しい、できないものを対象に整備するということで、緊急防災・減

災事業、起債事業の年次が令和７年までありまして、その範囲内で令和４年度は６基

更新を予定しています。令和７年度までの間に２１を更新予定しているということで、

予算計上しています。 
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本間委員長  ほかにありませんか。 

質疑がないようなので、質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、質疑を終結いたします。 

 

１５番目、１０款公債費について説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書１４６ページをお開きください。１０款１項１目元金、

本年度予算額５億９，１８０万８，０００円。地方債元金の償還で、前年度と比較し

て３千３百１９万３千円の増額計上となっています。 

次に、２目利子、本年度予算額２，２４７万９，０００円。地方債償還利子のほか、

一時借入金及び基金繰替運用に係るそれぞれの利子を計上しています。以上です。  

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

続きまして、審査順序１６番、１１款予備費について説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書１４７ページの中段になります。１１款１項１目予備

費、前年度と同額の１００万円を計上しております。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

（午後 ３時０７分） 

（午後 ３時０８分） 

 

本間委員長  休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

議長も参加しておられますのでお伝えいたします。 

審査順序１７番、一般会計歳入について説明をお願いします。 

税務課長  それでは、予算書１５ページをお開きください。１款町税１項１目個人、

本年度予算額３億１，７６０万１，０００円。１節現年課税分３億１，６４２万円。

均等割、納税義務者数３，７２３人を見込み、１人当たり３，５００円で、１，２９

０万円。所得割、令和２年度及び令和３年度実績を考慮し、３億３５２万円、収納率

は、９９％で計上しています。２節滞納繰越分１１８万１，０００円、繰越見込額に

収納率８％で計上しています。 

２目法人、本年度予算額４，４６６万７，０００円。１節現年課税分４，４６０万

１，０００円。均等割は２０６法人を見込み２，１８９万５，０００円、法人税割は

令和３年度の実績を考慮し２，２７０万６，０００円、収納率は、いずれも９９％で

計上しています。２節滞納繰越分６万６，０００円、繰越見込額に収納率１０％で計

上しています。 

次に、２項１目固定資産税、本年度予算額３億１，４７８万６，０００円。１節現

年課税分３億１，４１３万６，０００円。土地は町有地売却に伴う課税地の増加によ

り７，３９０万５，０００円、家屋は、新築住宅増加により課税客体の増加を見込み、

１億８，５５２万７，０００円、償却資産については、事業所対象償却資産の減少な
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どを考慮し５，４７０万４，０００円、収納率は、９９％で計上しています。２節滞

納繰越分６５万円、繰越見込額に収納率８％で計上しています。 

２目国有資産等所在市町村交付金、本年度予算額１７４万１千円。北海道が所有す

る学校公宅、道営住宅等の土地・家屋と北海道森林管理局所有の防風林敷地に係る価

格により計上しています。 

次ページ、３項１目環境性能割、本年度予算額１６３万６，０００円。令和２年度

及び令和３年度実績を考慮し、計上しています。 

２目種別割、本年度予算額２，５２７万６，０００円。１節現年課税分２，５２１

万２，０００円。原動機付自転車４０万５，０００円、軽自動車２，１８４万４，０

００円、小型特殊自動車２９６万３，０００円、収納率は、９９％で計上しています。

２節滞納繰越分６万４，０００円、実績を考慮し、計上しています。 

次に、４項１目町たばこ税、本年度予算額５，４７７万円。前年度の実績により計

上しています。 

５項１目入湯税、本年度予算額１，４５７万７，０００円。一昨年度からの新型コ

ロナウィルス感染症による影響を見込み計上しています。以上です。 

本間委員長  ただいま説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑を終結いたします。よろしいでしょうか。（はいの声） 

職員の入替えがありますので暫時休憩いたします。 

（午後３時１２分） 

（午後３時１３分） 

 

本間委員長  休憩を閉じ会議を再開いたします。 

続きまして、２款地方譲与税から２２款町債までの説明をお願いいたします。 

総務課長  それでは、予算書１７ページをお開きください。２款１項１目地方揮発

油譲与税、本年度予算額２，１００万円。国税として揮発油に課税された地方揮発油

税の一定割合分が譲与されるものです。 

２項１目自動車重量譲与税、本年度予算額６，８００万円。国税として徴収される

自動車重量税の一定割合分が譲与されるものです。 

３項１目森林環境譲与税、本年度予算額７０万円。国税として徴収される森林環境

税の一定割合分が譲与されるものです。 

３款１項１目利子割交付金、本年度予算額５０万円。北海道に納付された利子割額

のうち一定割合分が交付されるものです。 

次に、１８ページ、４款１項１目配当割交付金、本年度予算額１５０万円。上場株

式などの配当に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、本年度予算額１００万円。上場株式などの

譲渡所得に課税される、道税の一定割合分が交付されるものです。 

６款１項１目法人事業税交付金、本年度予算額６５０万円。北海道に納付された法

人事業税の一定割合が交付されるものです。 

７款１項１目地方消費税交付金、本年度予算額１億６，２００万円。消費税１０％

のうち２．２％が都道府県に配分され、その２分の１が市町村に交付されるものです。 
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次に、１９ページ、８款１項１目ゴルフ場利用税交付金、本年度予算額４００万円。

リバーサイドゴルフ場利用税の７０％が交付されるものです。 

９款１項１目環境性能割交付金、本年度予算額５５０万円。北海道に納付された自

動車税環境性能割のうち、一定割合分が交付されるものです。 

１０款１項１目地方特例交付金、本年度予算額３００万円。減税の影響による地方

の減収分を補てんすることを目的に交付されるものです。 

次の、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金については皆減で

す。 

次に、２０ページ。１１款１項１目地方交付税、本年度予算額２６億２，０００万

円。内訳は、普通交付税２２億３，０００万円、特別交付税３億９，０００万円です。

前年度と比較して、１億２，０００万円の増額計上です。普通交付税は国の地方財政

計画を勘案し、また、特別交付税は近年の実績を考慮し計上しています。 

次に、１２款１項１目交通安全対策特別交付金、本年度予算額８０万円。交通違反

の反則金を原資に、一定割合分を交通安全施設整備のために交付されるものです。 

次に、１３款１項１目農林水産業費分担金、本年度予算額２８３万８，０００円。

１節農業費分担金では、排水路整備等に係る分担金を計上しています。 

次に、２１ページ。２項１目民生費負担金、本年度予算額８４１万３，０００円。

１節では高齢者保護措置費用徴収金、２節では学童保育料、３節では保育所保育料、

４節では滞納繰越分をそれぞれ計上しています。 

２目衛生費負担金、本年度予算額８９万６，０００円。長幌第２浄水場改築事業に

係る一般会計出資債利子の長幌上水道企業団負担分を計上しています。 

３目土木費負担金、本年度予算額３万円。南６線道路維持費負担金を計上していま

す。 

１４款１項１目衛生使用料、本年度予算額２２０万７，０００円。１節では墓地の

使用料及び管理料、２節では保健福祉総合センター使用料をそれぞれ前年度並みに計

上しています。 

２目農林水産業使用料、本年度予算額３５万円。１節では農村環境改善センター使

用料、２節ではふれあい館使用料をそれぞれ前年度並みに計上しています。次ページ

にまいります。 

３目商工使用料、本年度予算額１３７万３，０００円。ふるさと物産館使用料は、

専用使用料を見込み計上しています。 

４目土木使用料、本年度予算額２，６２５万２，０００円。１節では道路占用料、

２節では普通河川占用料、３節では公営住宅及び子育て支援住宅使用料、４節では滞

納繰越分をそれぞれ前年度並みに計上しています。 

５目教育使用料、本年度予算額２８８万円。１節では生涯学習センター使用料、２

節では町民プールを含めたスポーツセンター使用料、３節では学校開放使用料を、そ

れぞれ前年度実績を考慮して計上しています。 

次に、２項１目総務手数料、本年度予算額３９０万１，０００円。戸籍や住民票な

どの証明手数料です。次ページにまいります。 

２目衛生手数料、本年度予算額２７万５，０００円。畜犬登録及び狂犬病予防注射
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などの手数料です。 

３目農林水産業手数料、本年度予算額１２万円。営農証明などの手数料です。 

次に、１５款国庫支出金は、歳出でそれぞれ説明いたしました事業について、法令

等に基づいた国の負担割合相当分に係る負担金、補助金、委託金が主ですので、項目

のみを中心に説明させていただきます。 

１項１目民生費国庫負担金、本年度予算額３億５，３２８万１，０００円。１節で

は国民健康保険基盤安定等の負担金、２節では自立支援医療給付費負担金、３節では

障がい者自立支援給付費負担金、４節では介護保険低所得者保険料軽減負担金、５節

では養育医療給付費負担金、６節では障がい児施設措置費給付費等負担金、７節では

児童手当負担金、次ページ、８節では子どものための教育・保育給付費等の負担金を

それぞれ計上しています。 

２目衛生費国庫負担金、本年度予算額１，２９５万３，０００円。新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費負担金です。 

次に、２項１目総務費国庫補助金、本年度予算額９，６８８万６，０００円。１節

では、地方創生推進交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、地

域内フィーダー系統確保維持費補助金、地域住宅計画に係る社会資本整備総合交付金、

２節では、個人番号カード交付事業費補助金を計上しています。 

２目民生費国庫補助金、本年度予算額２，６６７万円。１節では地域生活支援事業

費補助金、２節では子ども・子育て支援交付金、子ども・子育て支援体制整備総合推

進事業補助金、保育士等処遇改善臨時特例交付金を計上しています。 

３目衛生費国庫補助金、本年度予算額２，０３７万４，０００円。１節では疾病予

防対策事業費等補助金、妊娠・出産包括支援事業補助金、産婦健康診査事業補助金、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、次ページ、２節では循環型

社会形成推進交付金を計上しています。 

４目土木費国庫補助金、本年度予算額８，５２８万８，０００円。１節では道路事

業に係る社会資本整備総合交付金、道路メンテナンス事業補助金、２節では都市公

園・緑地等事業に係る社会資本整備総合交付金、集約都市形成支援事業補助金を計上

しています。 

５目教育費国庫補助金、本年度予算額４６万円。１節では小学校特別支援教育就学

奨励費補助金、２節では中学校特別支援教育就学奨励費補助金をそれぞれ計上してい

ます。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額７９０万３，０００円。１節では自衛

隊募集事務委託金、２節では中長期在留者住居地届出等事務委託金、３節では参議院

議員選挙費委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額２５０万２，０００円。１節では国民年金事務費

交付金、２節では特別児童扶養手当事務取扱委託金を計上しています。次ページにま

いります、 

１６款道支出金につきましても、国庫支出金と同様に法令等に基づいた事務事業に

対する道からの負担金、補助金、委託金が主ですので、項目のみを中心に説明させて

いただきます。 
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１項１目民生費道負担金、本年度予算額２億１，１９３万２，０００円。１節社会

福祉費道負担金から、次ページ、１０節児童福祉費道負担金までの内容については、

それぞれ説明欄に記載のとおりです。 

２目土木費道負担金、本年度予算額３８９万７，０００円。道営住宅管理費負担金

を計上しています。 

次に、２項１目総務費道補助金、本年度予算額２，２０９万円。北海道権限移譲事

務交付金、土地利用規制等対策事業交付金のほか、地域づくり総合交付金では、移住

促進事業、災害備蓄品整備事業分を計上しています。 

２目民生費道補助金、本年度予算額３，７４３万５，０００円。１節、障がい者福

祉費道補助金から、次ページ、６節、児童福祉費道補助金までの内容については、そ

れぞれ説明欄に記載のとおりです。 

３目衛生費道補助金、本年度予算額３０６万２，０００円。疾病予防対策事業費等

補助金、時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業費補助金を計上し

ています。 

４目農林水産業費道補助金、本年度予算額４億９，４７９万６，０００円。内容に

つきましては、農業委員会活動促進事業交付金から、水利施設等保全高度化事業補助

金まで、それぞれ記載のとおりです。 

５目教育費道補助金、本年度予算額１５６万４，０００円。次ページにかけて、放

課後子どもプラン推進事業費補助金などを計上しています。 

次に、３項１目総務費委託金、本年度予算額１，５６２万８，０００円。１節では、

道税徴収委託金、２節では、経済センサス委託金から学校基本調査委託金まで、３節

では、知事・道議会議員選挙費委託金を計上しています。 

２目民生費委託金、本年度予算額１万円。人口動態調査委託金を計上しています。 

３目土木費委託金、本年度予算額９万５，０００円。１節及び２節について、それ

ぞれ説明欄に記載のとおりです。次ページにまいります。 

１７款１項１目財産貸付収入、本年度予算額２，０４９万３，０００円。１節では、

土地貸付料として、町有地３０件、工業団地２件、ふれあい農園４２区画分を、建物

貸付料は教職員住宅や新規就農住宅分などを見込み計上しています。２節では、光フ

ァイバ整備に伴い、ＮＴＴからの貸付収入を見込み計上しています。 

２目利子及び配当金、本年度予算額１３万１，０００円。各基金から生ずる利子を

計上しています。 

３目基金繰替運用収入、本年度予算額１０万円。基金等から資金を繰り替えての運

用を見込み、計上しています。 

次に、２項１目不動産売払収入、並びに２目物品売払収入は科目設定のための計上

です。 

次に、１８款１項１目一般寄附金、並びに次ページ、２目教育費寄附金についても

科目設定のための計上です。 

３目ふるさと応援寄附金、本年度予算額１億２，０００万円。前年度実績を考慮し

計上しています。 

次に、１９款１項１目財政調整基金繰入金、本年度予算額２億３，４４６万９，０
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００円。本年度予算の編成にあたり、不足財源分を繰り入れるもので、前年度と比較

して６，４１７万３，０００円の減額計上となります。 

２目減債基金繰入金、本年度予算額３，５６４万８，０００円。臨時財政対策債の

償還財源として繰り入れるものです。 

３目南幌温泉ハート＆ハート基金繰入金、本年度予算額１，０００万円。指定管理

料、町民入館料負担事業に充当するものです。 

４目ふるさと応援基金繰入金、本年度予算額９，９６０万円。子育て支援や高齢者

支援などの寄附指定事業を中心に充当するもので、前年度と比較して２８０万円を減

額計上しています。 

５目森林環境譲与税基金繰入金、本年度予算額１５万６，０００円。木育活動推進

事業に充当するものです。次ページまいります。 

２０款１項１目繰越金、令和３年度会計からの繰越金で、前年度と同額の２，００

０万円を計上しています。 

次に、２１款１項１目延滞金は、科目設定です。 

次に、２項１目町預金利子も、科目設定です。 

次に、３項１目地域総合整備資金元金収入、本年度予算額２６６万６，０００円。

町内事業者によるサービス付き高齢者向け住宅及びグループホームなどの整備事業

に対して、町が資金貸付を行った分割償還分で、前年度と同額を計上しています。 

２目水洗化資金貸付金元金収入、本年度予算額９万円。水洗化資金貸付金の元金収

入を見込み計上しています。次ページにまいります。 

４項１目北海道住宅供給公社受託事業収入、本年度予算額１，７８３万９，０００

円。北海道住宅供給公社が所有する管理用地の草刈り業務などを受託するものです。 

２目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、本年度予算額７１６万２，０００円。

後期高齢者医療業務広域連合受託事業収入、高齢者保健事業と介護予防特別調整交付

金です。 

３目新型コロナウイルスワクチン接種等受託事業収入、本年度予算額４５万５，０

００円。皆増です。住民票所在地外の方へのワクチン接種に係る事業収入を計上して

います。 

４目土地改良事業調査受託事業収入、本年度予算額１，１１９万８，０００円。全

５地区に係る換地業務分です。 

次に、５項１目総務収入、本年度予算額３３万８，０００円。まちづくり・人づく

り推進交付金として、道町村会より交付されるものです。次ページにまいります。 

２目民生収入、本年度予算額４３１万５，０００円。介護予防サービス計画費収入

を計上しています。 

３目農林水産業収入、本年度予算額７，９７７万３，０００円。内容につきまして

は、農業者年金業務委託手数料から揚水機場維持管理負担金まで、それぞれ記載のと

おりです。 

４目給食費収入、本年度予算額２，５８０万１，０００円。１節では、児童・生徒

及び教職員分の給食費を、２節では、滞納繰越分を見込み計上しています。 

５目雑入、本年度予算額４，４６１万円。内容につきましては、北海道町村会町村
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助成金から、３６ページ、その他雑入まで記載のとおりです。  

次に、２２款１項１目総務債、本年度予算額４，４８０万円。旧町営夕張太プール

解体事業に係る起債の借入です。 

２目衛生債、本年度予算額４５０万円。保健福祉総合センター改修に係る起債の借

入です。 

３目農林水産業債、本年度予算額６，０７０万円。１節では、農業競争力基盤強化

特別対策事業、２節では、農業水路等長寿命化整備、水利施設等保全高度化、水利施

設長寿命化整備に係る起債の借入です。 

４目商工債、本年度予算額８９０万円。南幌温泉改修の実施設計に係る起債の借入

です。 

５目土木債、本年度予算額９，９７０万円。１節では、町道及び橋梁長寿命化整備、

２節では、公園施設長寿命化整備に係る起債の借入です。次ページにまいります。 

６目消防債、本年度予算額５９０万円。消防水利整備に係る起債の借入です。 

７目教育債、本年度予算額２，７４０万円。１節では、中学校改修の実施設計、２

節では、スポーツセンター改修の実施設計に係る起債の借入です。 

８目臨時財政対策債、本年度予算額４，５００万円。地方交付税の振替分として借

入ができるもので、国の地方財政計画に基づき、前年度と比較して１億５００万円を

減額計上しています。次の、公営企業債は、皆減です。 

以上で、歳入の説明を終わり、次に、予算書の９ページをごらんください。 

第２表、債務負担行為です。町有普通乗用車車両譲渡契約及び基幹系システム譲渡

契約については、北海道備荒資金組合備品譲渡事業を活用するためのものです。中小

企業総合振興資金利子補給は、北海道の融資制度資金借入金の利子補給分です。なお、

期間及び限度額については、それぞれ記載のとおりです。 

次に、１０ページをごらんください。第３表、地方債です。１４事業分に係る起債

を予定しており、それぞれの限度額は、先程、２２款町債の中で説明した予算額と同

額です。なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、それぞれ記載のとおりです。以

上です。  

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑はございませんので質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは、次、審査順序１８番、債務負担行為に関する調書の説明をお願いします。 

総務課長  それでは、予算書１６０ページをごらんください。債務負担行為に関す

る調書の説明です。１６１ページにかけて、全２９事業分です。表下の合計欄、左が

限度額で２億７，９４２万１，０００円、右隣は令和３年度末までの支出見込額で１

億９，３９１万７，０００円、その右は令和４年度以降の支出予定額で、８，５５０

万４，０００円となっています。以上です。 

本間委員長  説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

 

それでは審査順序１９番、地方債に関する調書、説明をお願いいたします。 
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総務課長  それでは、予算書１６２ページをごらんください。地方債に関する調書

の説明です。全２０事業分です。左の令和２年度末現在高から、右端の令和４年度末

現在高見込額について記載しています。表下の合計欄ですが、令和２年度末現在高は

６４億６，９７９万３，０００円で、既に決算により確定しております。次に、令和

３年度末現在高見込額は７０億７，８８０万６，０００円です。次に、当該年度、令

和４年度中増減見込ですが、起債見込では、１番・一般公共事業債２，７４０万円、

２番 財源対策債２，１９０万円、９番・一般補助施設整備等事業債４４０万円、１

１番 一般単独事業債１億９５０万円、１３番・緊急防災・減災事業債３，７８０万

円、１４番 辺地対策事業債１，０７０万円、１８番・臨時財政対策債４，５００万

円、１９番 道貸付金４，０２０万円で、その合計は２億９，６９０万円です。その

隣の令和４年度中、元金償還見込額合計は５億９，１８０万８，０００円です。最後

に当該年度、令和４年度末現在高見込額合計は６７億８，３８９万８，０００円で、

前年度末と比較して２億９，４９０万８，０００円の減額となっています。 

以上で、説明を終わります。 

本間委員長  説明が終わりましたので質疑を行います。 

質疑がないようですので、質疑を終結させていただきます。 

 

以上をもちまして、本日予定しておりました審査項目が終了いたしました。明日１

１日午前９時３０分まで延会といたします。 

お疲れさまでした。 

（午後 ３時４０分） 
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予算審査特別委員会記録 

（３日目 R4.3.11  9:30～10:35） 

 

本間委員長  おはようございます。 

昨日１０日より延会となっておりました予算審査特別委員会をただいまから再開

いたします。本日の出席人員は１０名全員であります。なお、議長も出席をいただい

ております。 

それでは、審査順序２０番目 病院事業会計について審査を行います。それでは説

明をお願いいたします。 

病院事務長  令和４年度 病院事業会計予算について説明いたします。説明は、主

に要点や前年度と比較して、増減が大きい項目を中心とさせていただきますので、予

めご了承願います。 

最初に７ページをお開き願います。収益的収入及び支出のうち、収入です。１款 

病院事業収益１項１目入院収益、本年度予算額３億３，５８０万円、前年度と同額で

す。前年度同様、入院患者を１日平均４０人、平均単価を２万３，０００円と見込ん

で計上しています。 

２目外来収益、本年度予算額１億１４９万２，０００円。前年度比で１，２３５万

５，０００円の増です。主な理由は、主要診療科目であります内科・総合診療科の外

来患者１日平均単価を昨年度の６，７００円から８００円増の７，５００円と見込み、

前年度比で１，００５万５，０００円の増で計上しているためです。  

３目その他医業収益、本年度予算額７，３９１万６，０００円。前年度比で１，５

９９万９，０００円の減です。主な理由は、１節医業相談収益の予防接種のうち、新

型コロナワクチンの接種収入の減によるものです。令和３年度は１人あたり２回から

３回の接種をされていますが、令和４年度の当初予算では、これから３回目を受けら

れる方の分のみを計上しているためです。 

８ページをごらん願います。２項医業外収益、本年度予算額２億６，３６６万３，

０００円。前年度比で４５０万８，０００円の増です。このうち４目他会計繰入金で

は、本年度予算額２億３，６２２万７，０００円、前年度比で４２０万８，０００円

の増です。主な理由は、交付税において、令和２年度に実施した病床数削減と不採算

地区への財政措置などにより２，０５２万円の増となるためです。一方、資金不足に

伴う繰入金は、ただいま説明しました特別交付税の増や事業費の精査などにより前年

度予算額の６，０００万円から１，０００万円減額し、５，０００万円とします。令

和２年度の当初予算額７，０００万円と比較し、２，０００万円の減額となります。 

６目長期前受金戻入、本年度予算額２，０２２万７，０００円。前年度比で４６万

８，０００円の増です。補助金などの減価償却費見合い分です。９ページをごらん願

います。 

ここからは、支出の説明に入ります。１款病院事業費用１項１目給与費、本年度予

算額４億５，７８５万９，０００円。前年度比で１，８８３万２，０００円の減です。

主な理由は、常勤換算で１名分の看護師の減と、あわせて新型コロナワクチンの接種
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回数減による医師や看護師などの業務従事者報酬の減です。 

１３ページをお開き願います。２目材料費、本年度予算額５，１７９万２，０００

円。前年度比で７０万７，０００円の増です。主な理由は、２節診療材料費で、ＰＣ

Ｒ検査試薬の購入費の増です。 

１４ページに入ります。３目経費、本年度予算額１億７，２９４万６，０００円、

前年度比で４４６万４，０００円の増です。主な理由は、８節燃料費で、暖房用燃料

の重油単価及び正面玄関ロードヒーティング用燃料の灯油単価の増の他、１１節修繕

料で設備などの一般修理の増です。 

２０ページをお開き願います。 ４目減価償却費、本年度予算額５，５７３万２，

０００円、前年度比で３１１万９，０００円の増です。主な理由は、２節器械備品減

価償却費で、医療機器等の減価償却資産の増加によるものです。  

２１ページをごらん願います。２項医業外収入、本年度予算額３２０万２，０００

円、前年度比で、９０万１，０００円の減です。主な理由は、３目雑損失で、消費税

課税収入となる新型コロナワクチン接種収入の減です。 

２２ページをごらん願います。 ここからは、資本的収入及び支出に入ります。 

初めに、収入について説明します。１款資本的収入 予算額３，４３３万３，００

０円、前年度比で１，６９９万３，０００円の減です。 

１項出資金１目出資金、予算額２，３２１万６，０００円、前年度比で１４６万８，

０００円の増で、企業債償還元金の増によるものです。 

２項１目繰入金、本年度予算額１０１万７，０００円、前年度比で１９３万１，０

００円の減です。主な理由は、補助金を活用した医療機器購入の減です。 

３項１目企業債、本年度予算額１、０１０万円、前年度比で１，５６０万円の減で

す。病院事業債を活用した医療機器購入及び設備整備の減によるものです。 

２３ページをごらん願います。ここからは、支出に入ります。１款資本的支出、本

年度予算額４，６０７万３，０００円、前年度比で１，６２３万６，０００円の減で

す。 

１項１目固定資産購入費、本年度予算額２２３万３，０００円、前年度比で２，４

８１万５，０００円の減です。主な理由は、医療機器等の購入減です。令和４年度は

除細動器をはじめ説明欄記載のとおり購入を予定しています。 

２目病院整備事業費、本年度予算額９０１万６，０００円、前年度比で６３７万６，

０００円の増です。経年劣化した高圧ケーブルの更新及び受変電設備の改修工事を予

定しています。 

２項１目企業債償還金、本年度予算額３，４８２万４，０００円、前年度比で２２

０万３，０００円の増です。企業債償還元金の増によるものです。 

２４ページをごらん願います。２４ページから３２ページにかけては給与費明細書

となっています。この項目は概要説明とさせていただきますので、ご了承願います。

１総括です、職員給与費における令和４年度と前年度の比較となります。２５ページ

では、正職員と再任用職員の給料及び職員手当について、２６ページでは、会計年度

任用職員の報酬及び手当について、それぞれ前年度との比較増減を示しています。 

２７ページから２８ページかけては、給料及び手当の増減額の明細、２９ページで
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は、給料及び職員手当等の状況について、また３０ページでは、級別職員数、級別の

標準的な職務内容について、３１ページは、昇給・特殊勤務手当の内容となっていま

す。３２ページは、期末手当、勤勉手当の支給率、定年退職及び勧奨退職に係る退職

手当の支給率、その他の手当の支給率などとなっています。以上が、給与費明細書関

係です。３３ページをお開き願います。３３ページから３９ページにかけては、財務

諸表となっています。こちらも概要説明とさせていただきます。３３ページから３４

ページにかけまして、令和４年度予定貸借対照表となっています。３４ページ下段の

７剰余金、（２）欠損金、ロの当年度純利益です。令和４年度中の収益的収入と支出

の差し引きで、３，０３３万９，０００円を見込んでいます。３５ページから３６ペ

ージにかけまして、令和３年度予定損益計算書となっています。３７ページから３８

ページにかけては、令和３年度予定貸借対照表となっています。いずれも直近の状況

を踏まえて令和３年度の収支を見込み、作成しています。 

３９ページは、予定キャッシュ・フロー計算書です。病院事業会計の一会計期間に

おける資金の流れを表しているものです。  

４０ページをお開き願います。注記事項です。記載のとおりとなっています。それ

では、１ページにお戻り願います。 

第１条 令和４年度南幌町病院事業会計の予算は、次に定めるものとするとし、 

第２条 業務の予定量です。病床数を一般病床６０床、年間延患者数は、 

入院１万４，６００人、外来１万４，５９０人、１日平均患者数は、入院４０人、

外来６０人と見込んでいます。  

続きまして、第３条、収益的収入及び支出です。収益的収入及び支出の予定額につ

きまして、収入７億７，４８７万１，０００円、支出７億４，４５３万２，０００円

とし収入と支出との差し引き３，０３３万９，０００円の純利益を見込んでいます。 

２ページをごらん願います。 第４条、資本的収入及び支出です。資本的収入及び

支出の予定額につきまして、収入３，４３３万３，０００円、支出４，６０７万３，

０００円とし、収入と支出との差し引きで不足する１，１７４万円は、損益勘定留保

資金で補てんするものです。  

第５条、企業債です。医療機器購入事業に係る借入限度額を１１０万円、病院設備

整備に係る借入限度額を９００万円とし、起債や償還の方法、利率を記載しています。  

３ページ、第６条、一時借入金です。限度額を５，０００万円とします。  

第７条、議会の議決を経なければ流用できない経費です。給与費４億５，７８５万

９，０００円、交際費を３０万円とするものです。  

第８条、たな卸資産の購入限度額です。４，６４０万７，０００円とするものです。 

以上で、令和４年度病院事業会計予算の説明を終わります。  

本間委員長  説明は終わりましたので、質疑を行います。 

熊木議員  ２点伺います。医師の人数のことですけれども、４名体制で令和３年度

からやってきて、３月末に２名が退職するということで、１名補充して３名で４月は

スタートということになると思うんですけれども、その４名に向かっていくときの、

もう１名の医師の採用の見通しというのが立っているのかどうか、そこ１点伺います。 

それから、訪問診療がいろいろ実績もあって、町民にも喜ばれていると思うんです
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けれども、訪問診療のスタッフが車を運転され、そこに同行する医師と看護師が、ロ

ーテーションなどでやられているのか、その辺を伺いたいのと、さっきに戻りますけ

ども、今３名でスタートすることによって、医師に対する負担とか、そういうのは生

じないのかを伺います。それからもう一つ、退職される医師が、自分の患者さんをど

のように引継ぎなどがもうされているのかどうか、その辺も伺います。よろしくお願

いします。 

病院事務長  関連がございますので、１点目と３点目についてあわせて御回答させ

ていただきます。まず４人目といいますか、今後の医師の確保の見通しですが、その

前に、医師の退職に係る経緯をちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。

御承知のとおり、この度、小児科医と総合診療医が１名ずつ退職されますが先に小児

科医につきましては、夏ごろ一身上の都合ということで退職願が提出されました。そ

の後に、後任の医師につきましては、院長の伝手といいますか、つながりの中で、今

回着任されます近藤先生が、年前に内定といいますか、近藤先生の承諾をいただいた

ところです。もう１人の総合診療医につきましては、退職願が秋口に提出されました。

近藤先生につきましても、夏ぐらいから年前に転勤といいますか転職といいますか、

そういった活動されている中でご縁があってうちに決まったんですけれども、なかな

か秋口から新たな医師を探すとなりますと、近藤先生も然りですけれども、だいたい

次の新年度からの勤務先は多くの医師が決まっている中で、なかなか我々としても困

難といいますか、なかなかちょっと難しかった状況です。ただ、そうは申しましても

４名体制ということで、議会の皆さんにもそうですが、町民の皆さんへの説明、常勤

医師４名体制ということで説明させていただいている中で、例えば国や道の関係機関

や民間の人材、医療スタッフの人材派遣会社、そういったところのチャンネルを活用

しまして、医師探しをずっとしている、医師の確保に向けて取り組んでいるところで

す。もちろん、今の話のとおり当面は３名体制となりますが、引き続きそういったチ

ャンネルも活用しながら、あわせて医師のつながりも、そういったものも活用しなが

ら、できるだけ早期に、常勤医師の体制が４名体制となるように努めてまいりたいと

いうふうに考えてございますが、これはいつぐらいまでにという話になりますと、な

かなか正直、相手がある話なので、これはいつということは具体的には申し上げられ

ません。できるだけ早期に４人目の常勤医師の確保に向けて取り組んでまいりたいと

思ってございます。 

あと、３名体制になるということで常勤医師の負担というところですが、現在医局

の中では、まだ検討中ではありますが、今後４月以降は、山内院長も含めて、小児科

といいますか小さいお子さんも診ると、そういった形ですから外来の窓口は総合診療

科を一本化しまして、効率よく患者さんの診察にあたるということで今、検討を進め

ているところです。そうは言いましても、今、やはり常勤医師が１人今までより少な

くなるということは、これは大きな負担になろうかと思っていますので、我々としま

しては、常勤医師の業務につきましては外来はもちろんですが、入院や救急対応、訪

問診療や当直などがありますが、このうち、特に、当直につきましては、今まで以上

に外部のスポット医師を活用しまして、そういった常勤医師の負担軽減を図ってまい

りたいなというふうに考えています。そのほかにつきましては、医師と相談しながら、



 

 １２２ 

負担軽減を可能な限り図ってまいりたいと考えているところです。１点目と３点目に

ついては以上です。 

病院事務担当主幹  私のほうから２件目の訪問診療の件ですが、当院、従前から訪

問診療はやってはいましたが、令和２年の夏から在宅療養支援病院となりまして、昨

年から強化型の在宅支援病院となりまして、在宅の割合が非常に多くなっているとこ

ろです。現在３人の総合診療医で３５人の患者様を分担して診ているところです。４

月以降につきましても、総合診療医３人体制で訪問診療することがもう決まっており

ますので、引き続き同じ体制で訪問診療に伺うということになっています。担任の分

けとしては、主に曜日で先生を分けて回っていただいています。以上です。 

熊木委員  その４名体制ということで、いろいろ探しているということで、なるべ

く早期に見つけていきたいということだったんですけれども、今現在は、応募という

か、来られている方などはいないということで解釈してよろしいですか。それが１点

です。 

それから、当直はスポット医師でやるということもわかりました。在宅診療のとこ

ろで、３人がローテーションでやっていることも今わかったんですけれども、同行す

る看護師と医師という形で、車の運転などはどなたがされているのか、その辺もちょ

っと伺いたいのと、もう１点、退職される医師が今持っている患者さんに、それを申

し送りというか、その辺がどういうふうにされているのか、その２点お願いします。 

病院事務長  医師確保の状況ですが、先ほど申し上げました、チャンネルを活用し、

あるいは１月に全員協議会で議員の皆さんに、この関係を説明させていただきました

が、その後は、病院のホームページにも医師募集の情報を掲載しています。医師から

のお問い合わせは数件ありましたけれども、残念ながらもう少し先の話といいますか、

例えば面会に至るなどといったところまでには至っていません。あわせて、今は残念

ながら接触をしている医師はいない状況です。 

病院事務担当主幹  まず、訪問診療ですけども、こちらにつきましては、基本的に

はドクターとナースでセットになって行きますが、ドクターが単独で行く場合もあり

ます。ナースと一緒に行く場合もあります。運転につきましては、先生によって先生

自ら運転する場合もございますし、ナースが運転する場合もありまして、ケース・バ

イ・ケースということになっています。あと、もう１点ですが、今回、退職されるお

医者様の患者さんにつきましては、当然、南幌町民の方につきましては引き続き総合

診療科のドクターが診るということで、引き継いで診ていただきます。あと、みどり

苑などの外部の施設につきましても引継ぎされているところです。以上です。 

内田委員  コロナに関連したことをお聞きしたいと思いますけれどよろしいでし

ょうか。まず１点目、北海道はなかなか人数が減らないですけれども、みなし陽性と

いう、先生が検査せずに自宅待機なりのそういう結果を出すというか、そういった事

例はあるのか。 

それと、前にＰＣＲ検査を間違えて伝えたっていうことに対しての、町民からの声

というか、そういうバッシングみたいなものがあったのか。また、今の往診に関係し

たことで、家族が自宅待機になっていて、濃厚接触者となっている同居のお年寄りの

方への往診などはあったのか。それと先生が変わることについての患者さんの不安と



 

 １２３ 

か、動揺などの声は病院に届いているのか。 

それと、一番関心といいますか、感謝しているのは、みどり苑は近いんですけれど

も、全然そういうコロナが発生しない、よそではクラスターとなっているんですけど

も、そういうことについての施設で特別気をつけていること。ＰＣＲなどという検査

などについてお聞きしたいと思います。以上です。 

病院事務担当主査  御質問のありました見なし陽性につきましては、今までで２件

あります。どちらにつきましても御本人が抗原検査を行って陽性となって、病院のほ

うに御相談があった場合、症状があるということでドクターのほうで判断して、２件

陽性とさせていただいて、保健所に報告しております。 

病院事務長  ＰＣＲ検査の誤認の関係です。改めて、この件につきまして、町民の

皆さま、そして患者の皆さまに御迷惑と御心配をおかけしましたことにつきまして、

お詫びを申し上げます。この件につきまして、町民や患者さんから、お叱りといいま

すか、そういったことにつきましてはいただいておりません。引き続き、二度とこの

ようなことが起きないよう、職員一同、気を引き締めて業務に取り組んでまいりたい

と思っています。 

病院事務担当主幹  まず訪問診療で、同居の方が濃厚接触になった場合の往診があ

ったかどうかですけれども、我々事務方が把握している限りでは、そのような事例に

ついてはないというふうに認識しています。続きまして、ドクターが変わることへの

不安ですけども、こちらにつきましては、今の先生を頼りに来ていただいた患者様に

は、当然変わることによる不安はございますけども、その辺は説明させていただきま

して、新しい先生に紹介しまして、安心してかかっていただけるようにと考えていま

す。 

そして、みどり苑ですが、みどり苑さんでも気を付けていらっしゃると思うんです

けれども、スタッフや入居者の方で症状のある方につきましては、まず病院のほうに

相談がありますので、その場で検査を行う、万が一、陽性が出た場合には、入退院を

してもらうことや入居者の調整をするなどということを行っております。十分な注意

を払って、病院とみどり苑で協力して行っているということです。 

内田委員  みなし陽性が２件あったということで、北海道もこのみなし陽性は、あ

まり早くから始めたわけではなさそうですけれど、数が減らないことによって、対応

したのかなと思うんですけれど、２件ということで、わかりました。 

それとＰＣＲ検査のことは、町民からのお叱りの声はないということで、皆さん理

解していただいてよかったなと思っています。 

訪問診療というか、そういう点ではないということで、こういった不安というのは

結構声は聞かれました。そうなったらという話で、なったらどうしようという、そう

いうので、ないということで、よかったなと思っております。また、先生が変わるこ

とでの不安というのは、多少あるということで。それですごく痛い経験をしたのが、

先生がどこかに移って行かれて、患者様が付いていったということがありましたよね。

それで、この先生が次に勤めるであろう場所などはお伝えするのでしょうか。それ１

点お聞きします。 

それとみどり苑さんとの定期的な検査というか、それで病院のスタッフさんも、定
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期的に、１週間なりの検査とかはされているのでしょうか。よろしくお願いします。 

病院事務担当主査  まず最初に、ドクターの次の勤務先のお知らせにつきましては、

お知らせの予定はございませんので、最終勤務日を病院内で掲示させていただいてい

るのみとさせていただいています。 

あとスタッフの定期的なＰＣＲ検査などにつきましては、通常、病院スタッフは医

療従事者ですので、感染対策は毎日十分に行っています。ただ、定期的な検査は行っ

ていませんけれども症状がある、例えば微熱があったり、咳、鼻水があったらすぐに

上司のほうに報告して、院長の指示を仰いで、必要であればＰＣＲ検査を行うような

体制をとっています。以上です。 

内田委員  ありがとうございます。先生の今後の勤務先はお伝えしないということ

で了解いたしました。定期検査、体調といいますか、十分皆さん気をつけて、そして

過去からの病院の債務というか見てきて、すごくよくなっている、そのことにとても

感謝しております。今、よくなってきているところ、そういうことは気をつけていた

だいて、やっていただきますようお願いいたします。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

石川委員  私は、前から言っていますけども、定期的に診察を受けに行ってる固定

客の一人ですけれども、私は２か月に１回ぐらいしか行かないほうなんですが、午前

中に行くとやはり患者さんがいっぱい来て結構混んでいるので、診察を受けるまでに

相当１時間以上かかるのはざらですけども、それは混んでいるから仕方ないなとは思

うんですが、午後に行っても、そんなに患者がいないのになかなか呼んでくれない、

診察してくれないということで、１人や２人では全然だめで５人ぐらいでぼつぼつか

なと、その間の時間たるや１時間はざらに過ぎるような形のパターンがよくあるんで

すよね。先日も病院に伺ったんですけれども、あの時はそんなに患者もいなかったと

いうことで、それでも３０分以上は待たされたような状況でした。以前行った時も、

本当７、８人ぐらい集まったときに、もう１時間ではきかないぐらい待っている患者

さんがもう苛立っている状況で何なのかと。そんな形で、相当やっぱり憤慨している

人も見受けられましたが、何とかこう、ある程度患者がそろわなかったら医者が降り

てこないのか、そんな感じも思えてならないですけれども、少しでも早く診察してあ

げるような体制はとれないものでしょうか。今度医者が１人減るということになると、

なおさらそういう回転が悪くなってくるのかなという感じもしますが、それは一患者

だけではない、ほかの患者さんからもそういった苦情が出ているのであえて言わせて

いただいたんですけれども、その辺りはどうでしょうか。 

病院事務担当主幹  患者様をお待たせするということに関しては、従来からの課題

でして、病院内でいかに早く段取りよくやるかというのは常に考えているところです。

電子カルテの導入等々におきまして、診察後速やかに会計できるような体制をとって

いますし、中のスタッフの連携をうまくやりまして、速やかに患者さんをお呼びする

ようには常々努めているところがあります。ただ、どうしても救急外来、救急車が入

った場合や、あとはやはり発熱者の方が来た場合には、そちらの方を優先するのと同

時に、ほかの方に感染が広がらないような体制を整えることもありますので、お待た

せしてしまうこともあるかと思います。ただ、あくまでこれは言い訳ですので、今後
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も、常に、いかに患者様を待たせないで、早く診察することは院内の課題ですので、

検討してまいりたいと考えています。 

石川委員  わかりました。いろんな状況もあるでしょうから、全てが全てとは言い

ませんけど、ただせめて例えば、医師がなかなか来られない状況であるということを、

看護師が患者にちょっと伝えるだけでも違うと思うんですよね。なぜ来ないのかとい

うのがすごく皆は苛立ちにつながる、その前に、こういう状況なんだみたいな感じで

伝えてくれれば、まだ患者さんは理解してくれて待ってくれると思います。かつて、

なかなか説明しづらいような医者もいましたので、そういう状況では今はないと期待

をしていますので、せっかく患者が付いてきていますので、逃がさないような形で、

しっかり運営していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それは

医師のほうにもしっかり伝えてください。 

本間委員長  ほかに質疑ございませんか。 

志賀浦委員  １点ちょっとお伺いします。先ほど内田委員も言ったけれど、ＰＣＲ

検査の判定ミスというのかな、誤診とはいわないだろうけれども。その中で、相手方

がかなり損失を被っているという話も聞いたんですよね。要は、検査の混乱から始ま

って、あと通所を止めたとか何とかという話で聞いているんですけれど、その辺の苦

情は入っているのかどうか。もう百万単位の損失が出ているという話を聞いたけれど、

そういう話というのはこっちに入っているのかどうか、その辺お伺いします。 

病院事務長  今いただきました話ですが、当院でＰＣＲ検査の誤認通知、これを受

けまして、院長と私で先方に赴きまして謝罪をさせていただいたところです。その中

で、今、志賀浦議員からお話のありました、経済的な部分の話もちょっと伺ったとこ

ろです。その話をいただきまして、改めて深くお詫びをさせていただいているところ

です。先方の方からは、その経済的な損失といいますか被害について、保証する、そ

ういった保証してほしいなどといった話はいただいていませんが、引き続き、我々と

いたしましては、二度とそういったことが起きないように、気を引き締めて取り組む

ことで、相手方の方には御理解をいただきたいなというふうに考えているところです。 

志賀浦委員  先方へ謝罪して、理解いただいたというのであればいいですけれども、

ただ、そういう話があったものだから。それが外に流れていって、病院経営は逆に危

なくなるのかなというふうに思っています。本当に、もし裁判でもなったら大変なこ

とになるかと思っていたんだよね。謝罪して、相手が了解をしてくれるなら、それは

それでいいですけど、そういうことがないように、何かあったときに迅速に動いてや

っていただきたいなと思います。要望で終わります。 

本間委員長  ほかにございませんか。 

なければ質疑を終結してよろしいでしょうか。（はいの声） 

それでは、病院事業会計についてはこれで終結をします。 

それでは１０時２０分まで休憩いたします。 

（午前１０時１０分） 

（午前１０時２０分） 

本間委員長  それでは休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

理事者に対する総括質疑についての議事に入りたいと思います。９日から本日まで
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３日間にわたり各説明員からの説明により、令和４年度一般会計予算ほか６特別会計

予算、並びに関連９議案の審査を行ったところです。審査が終了しましたが、これよ

り、理事者に対する総括質疑についてお諮りいたします。初めに３日間の質疑の状況

を事務局長が記録していますので、その中で説明員の答弁漏れなどについて確認をい

たします。 

議会事務局長  それでは質問事項ですけども、３日間で、人数で延べ５０人、それ

から件数で８４件の質問ということで、これには再質問は含んでおりませんけれども、

そういった件数で、昨年から比べるとちょっと多いですけれども、５年平均ぐらいに

すると大体平均値ぐらいになっています。それから昨年同様、コロナの関係もありま

して、主幹職以上での対応ということで、質疑の説明も主に主幹職が中心となって説

明をしていただきました。 

１点、内田委員からの質問の中で、指導農業士の女性の人数ということで、この答

えを預かっていますので、私のほうからちょっと御報告をさせていただきたいと思い

ます。まず指導農業士ですけれども１３人中３人が女性ということです。それから、

農業士につきましては２０人中５人が女性ということでございます。以上、報告をさ

せていただきます。あと、事前に質問事項をいただいたということもあるかと思いま

すけれども、担当課の答弁のほうも丁寧な答弁がされていたかなと思いますので、答

弁漏れ等は特になかったかと思われます。以上です。 

本間委員長  局長の報告のとおりと考えますが、理事者に対しての質問があるかど

うかをお諮りをいたします。 

川幡議員  南幌温泉の指定管理料のことですけれども、例年５００万のポンプの指

定管理料はやっていたんですけども、今年度予算、いきなり３，０００万円の指定管

理料が別に出てきたんですよね。このことについては、非常に温泉の経営が大変なの

はわかりますけれども、今年度も補正を組んで例年何千万円かを出していると思うん

ですが、いきなりこの３，０００万円を付けて、コロナの感じがどうなるかわかりま

せんけれども、温泉を経営する側としての経営努力、また経費の削減、客の集客努力

を見ないうちに、３，０００万円の数字を出していいものかどうか。これ補正では対

応ができないのか、その辺はどうなのでしょうかね。 

議会事務局長  当初予算で計上している部分だったんですけども、以前、全員協議

会で、この件で御説明をさせていただいたかと思いますが、６月にちょっと過去です

けれども、財源はコロナの財源ということでこの説明はしております。 

熊木委員  私もその３，０００万円の質問をして、最終的には懇談もしながらとこ

とで指定管理料５００万円と言ったんですけれども、コロナ対応で、令和２年も令和

３年も、やっぱり過大というか相当の額をつぎ込んで応援していると思うんですよね。

だから、いきなり３，０００万とこういうふうに計上してくるということが、すごく、

いや、今まで補正予算などを組んでやっているんだから、やっぱりその辺をもっと明

確に記入してくるべきだと思うので、その辺で私もこれについてはいかがなものかな

と思っていました。だから、再度説明ができるのであれば、資料をきちっとするなど、

そういう形では求めたいなと思っていました。 

本間委員長  今の件についてどうでしょうか。 
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暫時休憩いたします。 

（午前１０時２５分） 

（午前１０時３０分） 

本間委員長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

今、事務局のほうから説明があったとおり、これは過去にも、ちゃんと積算根拠も

含めて来ていますので、この辺についてはよろしいかと思うんですけれど、いいです

か。ほかに理事者に対する総括質疑が皆さんのほうからあれば。（なしの声） 

それでは、なしということでよろしいでしょうか。（はいの声） 

それではなしと認めますので、理事者に対する総括は行わないということに決定を

いたしました。 

それでは次に、特別委員会としての意見について、特に付すべき事項があるかどう

かお尋ねをいたします。（なしの声） 

それでは御異議なしと認めます。よって、意見を付さないということに決定をいた

しました。 

それでは、採決に入らせていただきます。 

本特別委員会に付託されました議案第１０号から議案第２５号までの１６議案の

審査を終了いたしましたので、１６議案について一括採決をいたします。 

採決は起立採決といたします。 

議案第１０号 南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１１号 常勤特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制

定について 

議案第１２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１３号 南幌町第１号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

議案第１４号 南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

議案第１５号 南幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１６号 南幌町ふるさと物産館の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１７号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１８号 南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

議案第１９号 令和４年度南幌町一般会計予算 

議案第２０号 令和４年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

議案第２１号 令和４年度南幌町病院事業会計予算 

議案第２２号 令和４年度南幌町下水道事業特別会計予算 

議案第２３号 令和４年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第２４号 令和４年度南幌町介護保険特別会計予算 

議案第２５号 令和４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 
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以上、１６議案について、賛成の議員の起立を求めます。 

（全員起立） 

お座りください。起立全員であります。よって本１６議案は原案のとおり可決すべ

きものと決定をいたしました。 

ただいま採決のとおり、本委員会に付託されました１６議案については、会議規則

第７７条の規定により、本日付けをもって賛成全員により可決すべきものとして、議

長に報告書を提出いたします。 

その他、皆さんのほうから何かあれば、お諮りをいたします。（なしの声） 

 

それでは、以上で予算審査特別委員会の議事全てを終了いたしました。本日まで３

日間、委員各位の御協力をいただきありがとうございました。ただいまをもって予算

審査特別委員会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午前１０時３５分） 

 

 

 


